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1．会合背景
　WSIS（World Summit on the Information Society：世
界情報社会サミット）は、各国首脳レベルで、情報社会に
関する共通のビジョンの確立を図るとともに、その実現の
ための具体的方策等を検討するため、ジュネーブフェーズ

（2003年）、チュニスフェーズ（2005年）と2度にわたって
開催され、情報社会の鍵となる11のアクションライン（イ
ンフラ整備、人材育成、セキュリティの確保等）を採択し
た。また、それぞれのアクションラインについて国際電気
通信連合（ITU）、UNESCOをはじめとした国連機関等を
ファシリテーターとして指名した。
　WSISフ ォ ー ラ ム は、ITUが、UNESCO、UNCTAD、
UNDPとの共催により、WSISアクションラインの進捗状
況の報告・情報交換を行うため、すべてのステークホルダー
が参加可能な会合として毎年開催するもので、昨年はその
拡大版として、WSIS+10ハイレベルイベントがスイス・ジュ
ネーブ（ITU本部・CICG）にて開催され、国連WSIS全体
総括レビューに向けた成果文書が採択された。

2．概要
　WSISフォーラム2015は、5月25日（月）から29日（金）
にかけて、スイス・ジュネーブ（ITU本部及びWIPO本部）
において開催され、各国政府・企業・市民社会等からハイ
レベルを含む約1,800人が参加した。日本からは、総務省
から阪本総務審議官ほか、民間企業等から7社が参加した。
　WSISハイレベルセグメントでは、閣僚級、企業等のハ
イレベルより、WSISアクションラインに関する成果や課
題についての見解を表明するポリシーステートメントが行
われた。
　日本や米国からは、マルチステークホルダーによる
WSIS目標の達成を評価する旨が述べられたが、ロシア・
ブラジルからは、インターネットガバナンスに係る課題は
マルチラテラルプロセスにより議論することが必要である
旨等が述べられた。
　27日には、閣僚級ラウンドテーブルが開催され、開発に
おける情報通信技術（ICT）の役割やWSIS目標の達成状
況等について議論が行われた。
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　WSISフォーラムトラックでは、28日に日本主催のカント
リーワークショップを開催し、ICT及びその利活用事例の
ほか、IoT（Internet of Things）技術や次世代光通信技
術等について紹介し好評を得た。

3．WSISハイレベルセグメント
　5月26日及び27日の2日間にわたり、WSISハイレベルセ
グメントが開催され、各国政府・企業・市民社会等から閣
僚級・ハイレベルが参加した。
　開会式では、ITUのZhao事務総局長から挨拶があり、
ICTは開発のドライバーとなるものであり、その重要性が
ポスト2015年開発アジェンダ等に更に反映されるべきであ
ること、2014年に行われたWSIS+10ハイレベルイベントの
成果文書等が2015年12月の国連総会におけるWSIS全体総
括レビューに貢献を果たすこと等が述べられた。
　その後、各国政府の閣僚級（UAE、スイス、チュニジア、
コンゴ、ポーランド、欧州委員会、日本、クウェート、ル
ワンダ、サウジアラビア、米国、ブラジル、英国等）、企業

（インテル等）及び国際組織・市民社会（ICANN、IFIP、
ICC、ISOC等）等の約120名から、今後の開発において
ICTが重要な役割を果たすことや各国政府・企業・市民社
会等におけるこれまでのWSISに係る取組み等についてス
テートメントが述べられた。
　我が国からは、阪本総務審議官が、WSIS共通ビジョン
は着実に達成され、大きな成果を挙げているとした上で、
①技術革新、②情報の自由な流通、③マルチステークホ
ルダーアプローチの3点について、その重要性を表明した。
また、デジタルデバイドの解消、ICT教育の普及、ICTレ
ジリエンスの向上等重要な課題が残されており、これらの
課題解決に向けて関係者が協力して取り組むことが重要
である旨について述べた。
　そのほか、主要国のステートメントのポイントは以下の
とおりである。
●米国（国務省 ダニエル・セプルヴェダ大使（Mr. Daniel 

Sepulveda））

・インターネット及びマルチステークホルダーがもたら
す有益性は合意済み。

・イノベーションと人々への動機付けはマルチステーク
ホルダーによるものであり、インターネットガバナン
スは政府間組織において行うべきではない。

・インターネット・ガバナンス・フォーラム（IGF）は
継続すべき。協力強化（EC：Enhanced Cooperation）

は改善・強化されている。
・WSISにより携帯ネットワークは世界の96%をカバー、

家庭におけるインターネット利用は32%（2005年）か
ら57%（2014年）に増加。

・貧富、男女、都市地方間のデジタルデバイドや課題に
対してステークホルダーが協力して取り組むべき。

●欧州委員会（ギュンター・エッティンガー 欧州委員（Mr. 

Günther H. Oettinger））

・ICTは世界を変えたが、これはマルチステークホル
ダーの取組みによる成果である。

・一方で途上国においてはまだICTが十分に使えるよう
になっていない。まだやるべきことが残されている。

・EUとしては、持続可能な開発目標（SDG）とICTツー
ルの関連付け、インフラの投資環境の整備、ブロード
バンドを全ての人に届けるための規制整備、世界の
全ての人が電子スキルを身につけることに取り組みた
い。

●ロシア（通信マスコミ省 ラシッド・イスマイロフ次官（Mr. 

Rashid Ismailov））

・情報への保証された自由なアクセス（Guaranteed free 
access）の提供が国の役割として重要。

・国・社会・市民が情報セキュリティの問題に直面。国
連の援助の下で、情報空間における国際的な原則や
規範等が必要。

・米国商務省により設立されたIANA機能（ドメイン名
等のインターネットの重要な資源を管理する機能）の
実施契約は、インターネットの不均整な統治モデルで
あり、IANA機能の監督権限の移行に期待をしている
が、このプロセスの遅れには失望をしている。国家の
平等な参加が必要。

・個人情報保護はWSISフォーラムの今後の取組みに優
先されるべきもの。

・WSISのプロセスの継続を支持。先進国と途上国のデ
ジタルデバイドは解決されているわけではない。

・WSISの取組みは、ITUがコーディネートしたマルチ
ラテラルの準備プロセスにより成功した。

●ブラジル（通信省 マキシミリアノ・マルティニャオン

担当次官（Mr. Maximiliano Martinhao））

・持続可能でインクルーシブな開発の推進と、人権の尊
重と推進が重要。人権については、オフラインと同様
にオンラインでも尊重と推進がなされるべき。

・あらゆるインターネットガバナンスの問題は、マルチ
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ステークホルダー環境で議論できる、または、される
べきであり、いくつかの問題はマルチステークホル
ダー環境で扱われるべきだが、その他いくつかの問
題は、国際的なメカニズムを通じて直接的に扱われる
必要があり、マルチラテラルでの意思決定を必要とし
ている。

・まだ定義されていない重要な視点として、協力強化の
実施、政府の役割及びマルチステークホルダー環境
におけるイコールフッティングなどがある。

・IGFはインターネットガバナンスのエコシステムに組
み込まれるべきであり、恒久とすべき。

●英国（在ジュネーブ英国政府代表部 ジュリアン・ブラ

スワイト大使（Mr. Julian Brathwaite））

・今後取り組むべき課題として、ブロードバンドに係る
デジタルデバイドの解消、ICTを社会経済のアジェン
ダに組み入れること、教育と能力開発への投資の継
続がある。

・WSISは開発と途上国支援に集中すべきであり、IGF
は更に10年延長すべき。

・オープンでインクルーシブなマルチステークホルダー
モデルを強化すべき。

4．閣僚級ラウンドテーブル
　5月27日、「閣僚級ラウンドテーブル」が開催され、我が
国からは阪本総務審議官が出席した。
　同会合は、随行者の参加が認められない閣僚級のみで
開催され、議長はZhao事務総局長が務めた。会合では、
各国より、ICT分野における技術革新・成長・開発強化の
継続方法、ポスト2015開発アジェンダ・持続可能な開発目
標（SDG）の達成に向けたICTの役割、WSIS目標の達成
状況、2015年以降のWSIS達成に向けた今後の取組み等に
ついて議論が行われた。最後に、Zhao事務総局長から、
今後の5年間を見据え、2016年にもWSISフォーラムを開催
したい旨発言があった。

5．WSISフォーラムトラック
　WSISファシリテーター（ITU、UNESCOをはじめとし
た国連機関等）、民間企業や団体・各国主催によるものなど、
150以上のセッションが行われた。中でも、インターネット
やサイバーセキュリティに関連するものなどは、各参加者
の高い関心が寄せられた。
　我が国のICTとその利活用の事例を世界に広く紹介する
ことを目的に、日本主催のワークショップを5月28日に開催

会合報告 
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した。ワークショップは下記二つのテーマに分けて開催さ
れた。

①IoTの最新動向と未来/Recent Movement on "IoT" 
and its Future

②社会的課題解決のためのICT利用例/ICT Utilization 
Cases resolving Social Challenges

　同ワークショップのスピーカーとして、NTT、三菱電機、
日立、NEC、沖電気、NICT、日本ITU協会から合計8名
が参加し、我が国のICT及びその利活用事例のほか、IoT
技術、次世代光通信技術等について紹介し、100名以上の
聴衆があり、好評を得た。この場をお借りして、同ワーク
ショップへ参加いただいたスピーカー・企業の皆様、開催
に関わった全ての方々に対して心より御礼を申し上げたい。
　なお、本会合の結果等詳細については、以下公式サイ

トから各種資料がダウンロード可能であり、適宜ご参照い
ただきたい。
　参考URL）http://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/

　2015年は、WSIS開始から10年目を迎え、国連総会にて
全体総括レビューを行われることとなっており、6月に共
同議長が選出され、交渉プロセスが開始されている。イン
ターネットガバナンスやデジタルデバイド解消など、ICT
に関連する広い範囲の議論が行われることが想定されるた
め、日本国内からも政府だけでなく、民間企業や学術団体、
市民社会など、多くのステークホルダーの方々に本議論へ
の参加をお願いしたい。
　参考URL）http://unpan3.un.org/wsis10/
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1．はじめに
　かつてのロボット像は、ネットワークとはつながらず自
律して稼働するというイメージであった。実際2002年12月
から開始された総務省「ネットワークロボットに関する調
査研究会」で、ユビキタスネットワーク技術とロボット技
術を融合したネットワークロボット技術［1］について議論し、
総務省プロジェクトでは、「自律性と遠隔制御、人間との
対話、ロボットやセンサとエージェントの連携接続［2］」を
掲げたが、世界の反応は今一つであった。しかし、今や
時代は、官邸主導でロボット革命実現会議が開催され、ロ
ボット新戦略［3］がまとめられるところまで激変した。ロボッ
ト新戦略の中で、「自律化、情報端末化、ネットワーク化」
の3点が強調されている。情報端末化とは、人間との対話
である。まさに13年前にネットワークロボットで掲げたポ
イントが、ロボット革命実現会議で追認されたのである。

2．ロボットICT化の必然性
　本章では、2002年のネットワークロボットからの13年間
の変動を見ながら、現在のロボットICT化の必然性につい
て検討したい。13年間の変動はいろいろな観点から見るこ
とができるが、ここでは1）IoTを含めたネットワークイン
フラの整備、2）データ駆動型社会、3）海外生産のリスク
上昇、の3点から検討する。

2.1　ネットワークインフラの整備と自律化、ネットワーク化

　iPhoneが発売されたのが2008年、それからわずから6年
で「平成26年版情報通信白書［4］」によれば、国内ではスマー
トフォンの普及率は62％、インターネットに接続可能な
TVは46%、TVゲーム機は38％、音楽プレイヤーは23％、
家電は8％を、それぞれ超えている。まさにネットワーク
につながってこその情報端末といえる。更に大手電力会社
は2024年度までにすべての家庭にスマートメーター導入予
定であり、これにより家自身がネット接続するようになる。
また、40万人の会員を有するIEEEは、2025年までに走行
中の車がネット接続されると予想している。
　以上のように、あらゆるものがネット接続するIoT時代
が到来し、モノ同士が人間を介さず情報共有が可能となり、

2020年には300億個以上のデバイスがつながると予想され
ている。膨大な端末がネット接続可能なネットワークイン
フラが整備されてきたことを意味する。
　ネットワークインフラが整備されたことにより、ロボット
も当たり前にネットワークを介して、ロボット同士、ロボッ
トと環境センサ、ロボットと情報端末上のエージェントと
連携が可能となった。これが「ネットワーク化」である。
　従来日本のロボットは自律した2足歩行を目指してきたが、
環境情報を獲得する各種センサや高負荷処理は、ロボット
の大型化につながっていた。しかし、ネットワーク化によ
り、環境側に設置された各種センサから情報を得ることが
可能となった。更に高負荷処理はクラウド側で行えるよう
になり、ロボット側のハードウェア構成に依存せずに各種
情報処理が可能となることにより、「自律化」が可能となっ
たわけである。
　ネットワーク化と自律化について、2015年6月20日から
ソフトバンクが販売しているPepperを例に見てみる。Pepper
は、スマートフォンなどと同様にネットワーク化されたこ
とで、ロボアプリを自由にダウンロードできる。更に
Pepperへの接触をセンシングし、対話者の声から感情を
分析し、クラウドコンピュータで稼働するAI（人工知能）
で感情を生成することで、自律的な対話が可能となってい
る（参照・ソフトバンク株式会社「Pepper ──世界初と
なる自分の感情を持ったパーソナルロボット」本誌P22～）。

2.2　データ駆動型社会と「情報端末化」

　ネットワークインフラの整備により、より多くのセンサ
などから気温、湿度、二酸化炭素、物流、人流などのデー
タが集まるようになった。センサデータだけでなく、スマー
トウォッチなどのウェアラブル端末からの、歩数や心拍数
などの人間の生理データも取得できるようになった。これ
らの実世界のデータと人間同士が情報交換をするSNS
（Social Network Service）などのサイバー空間でのデー
タを統合し、新たな付加価値を創生するのがデータ駆動型
社会（あるいはCPS：Cyber Physical System）である。
　データ駆動型社会において、サービス提供の代表は、
現在のところスマートフォンやスマートウォッチなどの情

ロボットICT化の必然
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2.3　海外生産のリスク上昇と少量量産

　ネットワーク化、自律化、情報端末化が進んだからといっ
て、即ロボット市場が活性化するわけではない。円高時代
には、ものつくり拠点は人件費の安い海外に移転された。
しかし近年では、発展途上国における高い賃金上昇率に
加え、円安や水害、感染病、人材流出など、様々なリスク
が存在している。
　このようなリスクの高まりは、ロボット産業にとっては、
逆にメリットになる。海外移転により生産ラインも簡素化
され、ロボットが活躍できる場面が増加したのは大きなメ
リットである。ロボットであれば、人件費高騰や人材流出
のリスクから解放される。また従来は、安全性の観点から
人間とは隔離した場所で稼働していた製造ロボット分野で
も、2013年12月の規制緩和により、人間と一緒に作業でき
る協調ロボットが可能となった。これにより、大量生産の
ものつくりから、3Dプリンタ活用などによる少量量産もの
つくりへ移行するためにも、クラウド側の制御を変更する
だけで、訓練やライン変更なしに対応できるネットワーク
ロボット開発に拍車がかかると考える。

3．国際標準の戦略性
　ロボット同士がネットワークを介して容易に連携できる
ようにするには、種々の標準化が必要となる。ネットワー
クロボットに関連した標準化を行っている団体は、ITU-T、
ISO、IEC、OMG（Object Management Group）、OGC
（Open Geospatial Consortium）、IEEEがある。それらの
団体と標準化の内容を一覧化したものが図2である。
　ITU-T SG16ではロボット同士を連携させるネットワーク
ロボットプラットフォーム（UNR-PF：Ubiquitous Network 
Robot Platform）（参照・亀井剛次氏「ネットワークロボット
を支えるプラットフォーム」本誌P10 ～）、OMGとISO/
TC211では位置情報（RLS：Robotic Localization Service）、
OGCでは屋内地図、OMGではRTミドルウェア、ロボット
と人との対話RoIS（Robotic Interaction Service）につい
ての標準化を行ってきた。
　ITU、ISO、IEC、OGCはデジュール標準化の団体であり、
投票は国単位となっている。また、OMGはフォーラム標
準化の団体であり、会員は会費に応じた投票権を有する。
IEEEは802.11に代表される無線などの標準化を行う学会
であり、学生会員を含めすべての会員が投票権を有する。
このように標準化制度が全く異なる標準化団体を横断した
活動は、ネットワークロボットフォーラム（NRF）を核とし

報端末である。これらの情報端末は、人間が主体となって
使われている。一方、ネットワークロボットは、通常の情報
端末とは異なり、身体性ゆえに人間と親和性［5］があるので、
ネットワークロボット側から人間に働きかけるサービスが
可能となる。これが「情報端末化」である。アイキャッチ
や相槌などにより強い対話感を与えられる点が、スマート
フォンなどの従来の情報端末とは大きく異なる。前節で触
れたように、Pepperはロボアプリをダウンロードできるの
で立派な情報端末であるが、Pepper自身の感情や他の情
報を胸のディスプレイに表示する点でも情報端末としての
特徴を有している。
　情報端末という点を生かした介護サービスは既に始まっ
ており、その具体的な内容は、渡辺真太郎氏の「ロボット
の情報処理系機能の実装と応用─コミュニケーションロ
ボットを活用した高齢者生活支援サービス─」（本誌P14～）
と西尾修一氏他の「アンドロイドによる高齢者のコミュニ
ケーション支援」（本誌P18～）を参照願いたい。
　また、複数のロボットとサイネージが連携した誘導広告
も試みられている。東芝のApriPocoTMとApriPetitTMを例に
見てみると、図1に示すように、ApriPocoTM（左下）が近づ
いてくる通行人を認識し、声をかける。それと同時に、認
識した性別と年齢をApriPetitTM（右上）と中央のデジタ
ルサイネージに伝達する。デジタルサイネージは年齢と性
別に合わせた広告を表示し、それに合わせてApriPetitTM

が、通行人をアイキャッチしながら広告の説明をするとい
うものである。これはネットワーク化と情報端末化を生か
した連携である。
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図1．ロボットとサイネージの連携による誘導広告
左下ApriPocoTM　右上ApriPetitTM　　　　
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て行われてきた。NRFは次世代ロボット開発ネットワーク
と2014年7月1日に統合し、現在iRoobo（http://iroobo.jp/）
として活動している。
　他の標準化と同様に、標準化では中国や韓国の活動が
活発化しており、「自律化、情報端末化、ネットワーク化」
という観点で、IoTと合わせて戦略的に標準化を進めるべ
きである。

4.　ELSIの解決
　ロボットが社会生活で問題なくサービスを提供するに
は、倫理や法律面など種々の問題がある。それがELSI
（Ethical, Legal and Social Issues）である。
　法律家からは、介護施設 のロボットを通じて、認知症
の老人とロボットとの会話をクラウドに上げて分析をする
場合、認知症の老人自身の同意は法律上無効になる可能
性があり、誰から同意をとるのが適切かなどの問題がある。
　自律性についても検討が必要である。
　国家道路交通安全局（NHTSA）では、自動車の自動化
を以下のレベルに分類している。
レベル1：一部の機能に限って自動化
レベル2：例えば、アダプティブ・クルーズ・コントロール

（ACC）等、複合的な機能の自動化
レベル3：特定の環境や交通状況になった場合に、ドラ

イバーが自動車の操作を止める限定的な自動化
レベル4：完全な自動化
　ロボットの自律性についても、同様のレベルが考えられ
る。例えばレベル3で、自律的に動いていたロボットや自
動車の操作を遠隔操作で、あるいは人間が行うように切り

替えるタイミングがうまくいかないと、ロボットや自動車
が暴走することも考えられる。そのようなリスクがあるこ
とを利用者全員が前提として認識し、かつ非常時を想定し
た教育を行い、リスクを低減していくことが必須である。
　危険だから使用禁止とするのではなく、危険性を認識し、
利便性を生かすバランスのよい使い方を考えていくことが
これからの大きな課題である［6］。

※Pepperの名称とロゴは、フランス及びその他の国におけるア
ルデバランの登録商標または商標である。
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図2．ネットワークロボット標準化マップ
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1．ネットワークロボット
　本稿では2004 〜 2012年度に総務省委託研究として実施
されたネットワークロボット研究開発の成果と最近の動向
について、そのプラットフォーム技術を中心に紹介する。
　生産工程の自動化を目的とした産業用ロボット技術の実
用化は、製造業分野の発展に大きく貢献し、私たちの生
活の向上を支えてきた。製造の現場においては、より正確
に効率よく、そして安全にロボットを活用するために、ロ
ボットの機能及び動作環境が注意深く設計されてきた。私
たちの生活は、このような産業用ロボット技術の成果によ
り支えられているが、産業用ロボットは私たちの生活から
離れたところで活躍している。私たちはその恩恵を間接的
に受けているものの、ロボットの存在を直接に意識する機
会は少ない。
　このような産業用ロボットに対し、私たちの日常生活を
直接支援することを目的としたロボットはサービスロボッ
トと呼ばれる。サービスの対象は多岐にわたるが、私たち
にとって身近な成功例としては、家庭向けの掃除ロボット
が挙げられるだろう。
　NEDO（独立行政法人（現・国立研究開発法人）新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構）が2014年に発行した

「NEDOロボット白書2014」においては、サービスロボッ
トは、生活分野、介護福祉分野、医療分野、移動分野に
分けられる。サービスロボットが対象とする課題としては、
高齢者や障がい者の生活支援・社会参加の実現があり、
身体機能の補助や商業施設などにおける案内支援・情報
提供、家庭での生活支援、コミュニティ形成支援、介護
者の負担軽減などが挙げられ、サービス産業へのロボット
の利用は2035年には約4.9兆円まで成長するとの将来市場

（国内生産量）に関する予測が紹介されている。
　ロボットサービスの実現に向けた技術的課題は、個々の
サービス内容以上に、私たちが生活する環境の中にロボット
を導入することそのものが大きい。産業用ロボットのため
に注意深く設計された工場の環境とは異なり、私たちの生活
する環境は場所によって様々に変化する。また、その中で
出会う人々に対してサービスを提供するためには、ロボット
と人の間の対話技術（HRI：Human-Robot Interaction）が

必要となる。安全性についても、産業用ロボットとは異なっ
た基準が求められることとなる。
　ネットワークロボットの研究開発は、ロボットサービス
の実現に向けた課題の解決を目指して進められてきた。
ネットワーク技術とロボット技術を融合するネットワーク
ロボットの考えは、ロボットと携帯電話、センサネットワーク
などが互いに機能を補完して、単一のロボットではできな
い機能やサービスを実現することを狙ったものである［1］。
　2004 〜 2008年度に進められた第1期のネットワークロ
ボット研究開発では、まず単地点に絞って、ロボットと携帯
電話、センサネットワークなどがネットワークに接続でき、
かつデータを共有できるロボットプラグアンドプレイ技
術、親しみやすい会話で各人との対話履歴に応じた情報
を提供するロボット対話技術などのコア技術を開発し、商
店街・駅・科学館などの人が行き交う場所で、単一のロボッ
トではできない対話サービス（道案内・来店誘導・展示物
説明など）を実現した。2009 〜 2012年度の第2期には、単
地点でのサービスを多地点でも動くサービスに拡張するこ
とを目指した。「多地点」を協調するために、特にユビキ
タスネットワークロボット（UNR：Ubiquitous Network 
Robot）技術と呼ぶ。
　多地点でのサービスが連携することは、単にサービスの
空間が広がるだけでなく、それぞれの利用者が「あるとき、
ある場所で、あるロボット（たち）から受けていたサービス」
と「いまから、この場所で、このロボット（たち）から受
けるサービス」とが協調することで、一連のサービスとし
て成立することを意味する。すなわち、複数の拠点におい
て、複数のロボットが、複数のユーザに対して提供するサー
ビスが、時間を越えて連携する必要がある。このように連
携するロボットとサービスを開発するための共通の技術基
盤として、ユビキタスネットワークロボット・プラット
フォーム（UNR Platform、UNRプラットフォーム）が提
案された。
　以下、UNRプラットフォームを中心として、ネットワー
クロボットのためのプラットフォーム技術とその標準化活
動について紹介する。

ネットワークロボットを支える
プラットフォーム

亀
かめ

井
い

　剛
こう

次
じ株式会社国際電気通信基礎技術研究所

社会メディア総合研究所
知能ロボティクス研究所
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単ではない。
　実世界におけるロボットサービスの開発に、ロボットと
サービスの双方の高度な知識が必要とされるようであれ
ば、その開発の難しさはロボットサービス普及への妨げと
なる。UNRプラットフォームは、ロボットサービスの実現に
必要となるロボット機能を抽象化し、サービスの開発とロ
ボットの開発を分離するための基盤技術であり、サービス
システムの開発者がロボット技術を導入してロボットサー
ビスを開発することを容易にすることで、ロボットサービ
スが普及することを目指している。
　UNR技術の研究開発においては、複数地点にわたるロ
ボットサービス間の連携を実現するために必要となる技術
要件を、高齢者及び障がい者の社会活動を支援するサー
ビス事例の実証実験を通して抽出し、その技術要件を国
際標準として提案するとともに、提案技術を実現するプ
ラットフォームのプロトタイプ実装を進めた［2］。
　UNRプラットフォームを用いたロボットサービスは、図2

に示すような3層に分離したアーキテクチャによるサービ
ス開発を想定している。ロボット技術の開発においても、
一般的なソフトウェア技術の開発と同様に、開発成果の再
利用性の向上に向けたモジュール化が進められており、ロ

2．UNRプラットフォーム
　実世界におけるロボットサービスの開発においては、ロ
ボットが利用される環境の変化が大きく、その中で様々な
サービスを実現することが求められるため、開発者にはロ
ボットとサービスの双方の知識が必要であった。サービス
ロボット技術がロボット技術の応用分野として開拓されて
いる段階においては、ロボットサービスはロボット開発者
の側から提案されてきたため、ロボットを自在に制御でき
る技術者がサービスの（アイデアの）提案を行ってきたと
いえる。その一方で、ロボットサービスが対象とする私た
ちの日常生活は既に、様々なシステムが連携することによ
り支えられている。このようなサービスシステムの設計・
運用には、当然ながらロボット技術とは異なる専門性が求
められる。
　例として「買物」を支援するロボットサービスを考えた
とき、現時点では、店舗において顧客と接するロボットが
必要とするインタラクション技術と、店舗が提供するサー
ビスの背景にある知識及びシステムとを十分に結びつける
ことは難しい。ロボット開発者が、「店舗というサービス」
の提供者の意図を十分に理解することは難しく、また店舗
側のサービス提供者が独力でロボットを導入することも簡

会合報告 

図1．ユビキタスネットワークロボット技術の拡がり
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ボット（及びその周辺のソフトウェア）が提供する機能の
モジュール化を進めることで、その機能を利用して様々な
サービスの開発が可能となる。
　UNRプラットフォームを用いたロボットサービスの開発
では、サービス開発者に対してロボット機能を抽象化して
提供することで、サービスの開発とロボットの開発を分離
する。サービス開発者に対して、ロボットの機能は、具体
的な実装を隠蔽した機能コンポーネントとして提供され
る。ロボット開発者は、その逆に、ロボットの実装を機能
コンポーネントとして提供する。（コンポーネント化のため
の技術については、標準化の節で後述する。）
　UNRプラットフォームは、サービス環境内に存在するロ
ボットやセンサのような機能コンポーネントを管理し、サー
ビスからの要求に応じて適切なコンポーネントを割り当
て、サービスとコンポーネントとの間の命令やイベント通
知を中継する機能を提供する。複数の地点において、複
数のロボットを用いて、様々な利用者に対してサービスを
提供するにあたり、UNRプラットフォームはサービスに対
して、利用者の要求に答えることができるロボットを割り
当てる。サービスからの要求に対して適切なコンポーネン
トを割り当てるために必要となる情報は、UNRプラット

フォーム内の各種台帳により管理されている。
　ロボット台帳には、サービスの提供にあたってロボット
が提供することができる機能及び能力が記述される。ロ
ボットの種別、機種名、大きさや重量などの情報に加えて、
例えば移動能力に関してであれば移動可能な床の材質や
傾き、乗り越えられる段差の高さといった情報、対話能力
に関してであれば音声合成や音声認識の可否及び対応可
能な言語などが記述される。
　空間台帳には、ロボットや利用者の移動に必要となる
サービス環境の空間情報が記述される。地形情報に重畳
する複数のレイヤとして、壁や障害物の有無に加えて、前
述のロボットの移動能力の項目に対応する形で床の特性な
どの情報が記述される。
　ユーザ台帳には、サービスを受けるユーザの特徴が記述
されている。高齢者や障がい者の生活行動を支援するサー
ビスを考慮した場合には、適切な支援方法でサービスを提
供する必要があり、例えば、ユーザの視覚及び聴覚に関
する情報が記述されていれば、サービスからの情報提示に
用いる手段として、音声が良いのか映像が良いのかを選
択することができる。移動支援サービスであれば、ユーザの
移動能力に応じて、案内する経路を調整することができる。

会合報告 特　集　  ロボット×ICT

図2．UNRプラットフォームの3層アーキテクチャ
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3．国際標準化と関連技術
　これまでに述べたネットワークロボットのためのプラッ
トフォーム技術は、ロボットサービスの実現に必要となる
要素技術の開発の分離と再利用を促すことで、サービスロ
ボット分野への新規参入の障壁を取り除き、サービス分野
でのロボットの利用を拡大することを目指している。再利
用可能な技術を共有できる形で蓄積するためには、個々の
要素技術の標準化が必要であり、ネットワークロボットの
研究開発においても重点的に進めてきた。本章ではUNR
プラットフォームに関連する標準化活動の概要と、関連の
深い標準について紹介する。
　前章で紹介したUNRプラットフォームの要求機能と抽象
アーキテクチャは、ITU-T SG16/Q25（USN Applications 
and Services；USN：Ubiquitous Sensor Network）にて
標準化を進めた。多地点化、各種台帳に基づくロボットリ
ソースの割当てなどを含む勧告案を2011年1月に寄書とし
て提出し、2013年3月に勧告F.747.3として成立している［3］。
　ロボットのサービス機能に関する標準は、OMG（Object 
Management Group）のRobotics DTF（Domain Task Force）
にて標準化を進めた。Robotic Functional Service Working 
Groupより、ロボット用位置情報（RLS：Robotic Localization 
Service）及びロボット対話サービスフレームワーク（RoIS：
Robotic Interaction Service Framework）として仕様が
提案され、発行されている。
　ロボット用位置情報標準（RLS）は、位置情報の表現形
式やインタフェースを特定のデバイスやアルゴリズムとは
独立した汎用的な形で規定するもので、2010年2月に最初
の国際標準仕様RLS 1.0が発行され、その後、姿勢情報の
記述方法の追加、座標系記述の汎用化など、追加・修正
した改訂仕様が、2012年9月にRLS 1.1として発行されてい
る［4］。
　ロボット対話サービスフレームワーク（RoIS）は、サー
ビスアプリケーションからHRI機能（人検出、個人同定、
音声認識など、様々なロボットが持つ機能）を使うための
インタフェースを共通化するための枠組みを規定し、この
枠組みを使うことで、同じサービスアプリケーションが異
なるロボットでも動作できるようにするもので、最初の標
準仕様が2013年2月にRoIS 1.0として発行された［5］。現在
RoIS 1.1への改訂作業が進められている。
　空間台帳の仕様は、地理空間情報に関する標準化団体 

OGC（Open Geospatial Consortium）の3D都市空間データ
交換形式 City GML（City Geography Markup Language）
の一部として提案されCityGML 2.0に含められている［6］。
　最後に、関連する技術の動向について簡単に紹介する。
　ロボットをコンポーネント指向で開発するためのフレー
ムワーク技術の研究が盛んに行われているが、国内では産
業技術総合研究所が開発・配布しているRTミドルウェア

（OpenRTM-aist）が知られている。RTミドルウェアの仕
様 は 前 述 の OMG に お い て RTC（Robotic Technology 
Component）として標準化が進められており、同仕様に
基づいた実装はOpenRTM-aist以外にも提供され、相互接
続性が確認されている。
　一方海外では、OSRF（Open Source Robotics Foundation）
が推進する ROS（Robot Operating System）が大学を中
心に研究開発用途で広く使われている。
　これらの仕様が、主にロボットを構築するための機能要
素のコンポーネント化と管理を指向しているのに対して、
UNRプラットフォーム及びRoISは、構築されたロボット及
び機能コンポーネントをサービスで利用するための共通イ
ンタフェースの定義を指向している。
　生活支援ロボットの安全性に関しては、2013年2月に生
活支援ロボットの国際安全企画 ISO13482 が発行され、安
全検証試験と認証の取得が可能な状況が確立されている。
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1．ロボットとクラウドロボティクス基盤
　これまで日本の産業においてロボットは、その有効性を
発揮してきており、製造分野は言うまでもなく活用範囲は
大変幅広くなっている。そして今後は、サービス分野への
適用が更に拡大していくことが予想されている（「NEDO
ロボット白書2014」独立行政法人（現・国立研究開発法人）
新エネルギー・産業技術総合開発機構 刊）。サービス分野
においてはロボットに期待される機能は多様となり、これ
までの単機能・特化型のロボットでは機能追加や拡張性の
点では不利となり、サービスの要求を満たせないことが考
えられる。この不利な点を解消するためには、必要とされ
そうな機能を予めロボットに実装しておくのではなく、機
能は必要な時に拡張、追加できるような仕組みが提供され
ていることが望ましい。ここでは今後需要が高くなること
が予想されるサービス分野のロボットに焦点を当て、まず、
それに有用となる「仕組み」について述べる。
　サービス分野のロボット（以下、サービスロボット）に
おける代表的な技術としては、ヒトとのコミュニケーショ
ンがある。ここで必要な機能は、まず、ヒトの発話を認識
するための「音声認識」、次に、その結果を解釈して応答

内容を生成するための「対話生成」、最後に、生成した文
章を音声として返答するための「音声合成」等が挙げら
れる。これらの機能は現在においても高度な情報処理を要
するが、情報処理系のハードウェア、すなわち、CPU、メ
モリやストレージの高性能化、高集積化が進んだ昨今、予
めサービスロボットに実装しておくことも十分に可能と
なった。しかしながら、新たなサービスのために上述のよ
うに機能を拡張したい場合、例えば、日本語でのコミュニ
ケーションに加えて、他の言語でのコミュニケーションを
追加したい場合、その言語に適応した音声認識や音声合
成の機能を新たにサービスロボットに実装しなければなら
ない課題が生じる。サービスロボットの情報処理系のハー
ドウェアに十分な余裕があれば、追加の機能の実装は可
能であるが、コストの面から考えれば、そのように余裕を
もってサービスロボットの設計をしておくことは現実的で
はない。
　そこで、ロボットの情報処理系機能の部分を別に持たせ
る考えが出てくる。これを実現した「仕組み」がクラウド
ロボティクス基盤である（図1）。現在、サービスロボット
には、ネットワーク接続機能が具備されていることがほと

ロボットの情報処理系機能の実装と応用
―コミュニケーションロボットを活用した高齢者生活支援サービス―
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株式会社NTTデータ　技術開発本部 ロボティクスインテグレーション推進室 室長
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図1．クラウドロボティクス基盤の概略図
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例えば、自走式の掃除ロボットをはじめ、ロボティクス技
術を取り入れたベッドや車椅子等、我々の生活を便利に、
快適にするロボットが活躍している。更に生活の利便性を
向上させるロボットという観点では、このように利用者が
実体としてのロボットを認識できるものだけではない。そ
の代表的な例として、家という環境自体がロボット化する
スマートホームがあり、利用者にその実体を認識させずに
HEMS（Home Energy Management System）によって
省エネルギーと生活の快適性の両立を実現している。いず
れにしても、このようにロボットの普及と我々の生活の利
便性は確実に向上しており、更なるロボットの進歩によっ
て様々な社会課題を解決していくことが望まれている。
　今の日本が抱える大きな社会課題の一つに高齢化社会
があり、この領域にサービスロボットを導入して諸課題を
解決していくことは、当然のことながら期待が大きい。現
在、高齢者の要介護者は増加し続けており、独居老人の
サポートや高齢者施設等においては、介護職員の不足、
重労働、そして過労が大きな問題となっている。そこで、
サービスロボットを導入して、その問題を解消していくこ
とが考えられる。介護職員の1日の業務を踏まえれば、高
齢者に対する「声がけ」や「見守り」といった高齢者生活
支援サービスへのニーズは高い。それに対してサービスロ
ボット（コミュニケーションロボット）を導入することは、
技術的な実現可能性も高く、更に介護職員の負荷軽減の
効果が期待できる。このサービスにおける機能概要を図2

に示す。

んどであり、IoTデバイスの一つと捉えることもできる。
そして、クラウドロボティクス基盤においては、ネットワー
クを介して接続されたIoTデバイスからのセンシングデータ
を情報処理、すなわち、収集、分析、判断して、IoTデバ
イスのアクチュエートにつなげる中枢的な役割を果たす。
このクラウドロボティクス基盤の活用によってロボットそ
のもののコストを抑えることができ、更にクラウドロボティ
クス基盤を軸にサービスシステムのアーキテクチャを構築
すれば、IoTデバイス同士を連携させることも可能となる。
つまり、単独のIoTデバイスでは成し得ないサービスを他
のIoTデバイスの補完によって実現し、新たなサービスや
付加価値の高いサービスを創出することも可能となる。
　このようなクラウドロボティクス基盤の考え方は決して
新しいものではなく、2006年頃よりクラウドコンピューティ
ングが知られるようになり、その後2009年頃より、具体的
な例としてはUNR-PF（ユビキタスネットワークロボット
プラットフォーム）をはじめ、研究開発がなされてきている。
そして現在、ITの技術進歩と相まって、クラウドロボティ
クス基盤は実用レベルの「仕組み」となりつつある。今後
もクラウドロボティクス基盤とサービスロボット並びに
IoTデバイスを活用したサービスの開発は、それらが様々
に連携をすることで、更に発展していくものと考えられる。

2．ロボットの高齢者生活支援への応用
　ロボットは我々の生活空間においても確実に普及が進ん
でおり、様々な生活のシーンで見かけられるようになった。

会合報告 

図2．高齢者生活支援の機能概要



ITUジャーナル　Vol. 45　No. 9（2015, 9）16

　ここでの重要な点は、これはコミュニケーションロボッ
ト単体では成し得ないことである。高齢者とのコミュニ
ケーションとして「声がけ」はコミュニケーションロボッ
トが担うが、「見守り」は他のIoTデバイスを用いた方がよ
り高度なサービスが実現できる。具体的には起床、就床と
いった日々のイベントや睡眠中の身体状況の把握は離床セ
ンサーが担い、更に屋内での状況、とりわけ転倒といった
非常事態の把握は人感センサーが担って「見守り」を実
現する。もちろんコミュニケーションロボットと各センサー
はクラウドロボティクス基盤によって連携、連動させるこ
とが重要であり、例えば、離床センサーが朝の時間帯に起
床を検知すると、それをトリガーとしてクラウドロボティ
クス基盤を介してコミュニケーションロボットが朝の挨拶
に始まる「声がけ」をすることができる。逆に朝の時間帯
に起床を検知できなければ、クラウドロボティクス基盤で
それを異常と判断し、コミュニケーションロボットが体調
を伺う「声がけ」をすることもできる。
　このように、コミュニケーションロボットがクラウドロ
ボティクス基盤を軸にして他のセンサーと連携、連動する
ことによって、高齢者生活支援サービスの実現が可能とな
る。しかしながら、現時点ではコミュニケーションロボッ
トは、いかにクラウドロボティクス基盤で他のIoTデバイ
スと連携、連動をしようとも完全にヒトの代替ができるわ
けではなく、介護職員の業務の一部を担うにとどまる。一
方で、ロボット並びにIoTデバイスの技術の進化は日進月

歩であり、適用サービスの検討と合わせて、時節を鑑みつ
つ継続して検証をしていくことが肝要である。

3．ロボットの高齢者生活支援への適用検証事例
　ここでは、2章で述べたクラウドロボティクス基盤を活
用したコミュニケーションロボットを高齢者生活支援サー
ビスへ適用、検証した事例について述べる。本検証では、
高齢者施設での高齢者生活支援のサービスを想定し、こ
のサービスの成立を見極める目的で大きく次の2点につい
ての評価を実施した。
①　高齢者に対するコミュニケーションロボットによる

「声がけ」の有効性
②　クラウドロボティクス基盤に実装した高齢者とのコ

ミュニケーション機能の充足性
　本検証における実験条件を表1、機能構成を図3に示す。

表1．高齢者生活支援サービスの実験条件

実施期間 2週間

実施場所 特別養護老人ホーム

対象者
施設に入居する高齢者2名、介護職員4名、ケアマネー
ジャー2名、医師1名、看護師1名　計10名程度

設置ロボット数 各高齢者に対し1台ずつ

設置センサー数 各高齢者に対し1台ずつ

　本検証においては高齢者の「見守り」を踏まえて、1日
の生活におけるいくつかのイベントをベースにコミュニ

会合報告 特　集　  ロボット×ICT

図3．高齢者生活支援サービスの機能構成
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ケーションのシナリオを用意した。具体的には「起床時安
否確認」、「服薬確認」、「食事管理」、「異常検知」であり、
これらについて、時刻あるいは人感センサー、離床センサー
からの発報をトリガーとして、コミュニケーションロボッ
トが「声がけ」を行う。各シナリオは、基本的に決められ
た範囲のダイアログを想定しており、その範囲を超えた場
合は例外処理として介護職員等に連絡、連携されるように
した。また、各IoTデバイスとクラウドロボティクス基盤
間の通信は、HTTP、MQTT等標準的なプロトコルを採
用した。
　本検証の結果としては、2週間程の実証期間を通して、
コミュニケーションロボットによる「声がけ」は、日々の
会話の楽しさ、見守られている安心感という点で高齢者に
好意的に受け入れられた。また介護職員からも、高齢者の
様子を常に把握できることの評価を得た。一方、コミュニ
ケーション機能は、音声認識、音声合成を高齢者向けに
チューニングする必要があったが、現状の技術で充足する
ことを確認した。これにより、まだ被験者数や実証期間を
増やす必要はあるものの、少なくともコミュニケーション
ロボットによる「声がけ」の高齢者生活支援サービスが成
り立つ可能性を確認できた。本検証で用意したシナリオ及
びダイアログの想定範囲は必要最低限の内容であり、商用
サービスに向けては、介護職員の業務負荷軽減にもつなが
るシナリオを十分に検討し、その評価と合わせて今後も実
証を重ねていく必要がある。

4．高齢者生活支援に向けたロボットの課題と今後の展望
　本稿では、コミュニケーションロボットに焦点を当て、
クラウドロボティクス基盤を活用したIoTデバイスの連携
による高齢者生活支援サービスの実現について述べた。こ
の高齢者生活支援のサービスにおいては、大きく分けて二
つの課題、すなわちクラウドロボティクス基盤の技術面の
課題と当該サービスの運用面の課題がある。それらを整理
すると表2のとおりである。

表2．高齢者支援サービスの課題一覧

技術面

・センシングデータのセキュリティの担保
・音声認識精度の向上
・対話シナリオのブラッシュアップ
・センサーデータの分析アルゴリズムの改良

サービス運用面
・プライバシーの保護
・介護業務に合わせたサービスの設計
・介護業務分析に基づく効果検証方法の確立

　現状、商用サービスとしての展開を考えた際、表2の中
で最も大きな課題は、音声やセンシングされたデータのセ
キュリティの担保である。それらデータはプライバシー保
護の対象ともなり得る性質のものであり、技術面と運用面
の両面でセキュリティの担保を検討しなければならない。
例えば、技術面ではデータの盗聴防止や暗号化は必須で
あり、場合によってはデータのプライバシー該当部分をマ
スクする加工も必要となる。一方、運用面ではコミュニケー
ションのシナリオを十分に検討して、限られたデータしか
クラウドロボティクス基盤に送られないようにする工夫
や、データの安全な保存場所の検討が必要である。
　このように種々の課題はあるものの、それらを着実に解
決していけば、高齢者生活支援のサービスにおけるクラウ
ドロボティクス基盤の今後の展望も見えてくる。具体的に
は、利用者の個人特性に合わせて、コミュニケーションロ
ボットの発する音声を聞きやすいピッチ、テンポ、音量に
調整する、あるいは、機械学習によって日常のコミュニケー
ション内容から利用者の嗜好を捉え、飽きさせないように
コミュニケーション内容に変化を加える等、クラウドロボ
ティクス基盤の機能を拡充していくことが考えられる。更
には、これらの機能を高度化すれば、認知症の予防や進
行抑制に効果があるといわれる回想法を実装、実施するこ
とも不可能ではない。
　高齢者生活支援については、日本は全世界に先んじて
高齢化社会が進んでいる状況であり、日本におけるサービ
ス事例を先行事例として各国に展開していくことも十分に
検討に値する。この時、1章で述べたように、他言語の対
応もクラウドロボティクス基盤を活用すれば、コストを抑
えて迅速に実装することが可能であるし、その国における
文化、生活習慣も踏まえてコミュニケーションのシナリオ
に変更を加えていけば、世界各国でコミュニケーションロ
ボットによる高齢者支援のサービスを実現することも可能
である。このようにクラウドロボティクス基盤のメリット
を生かしてサービスシステムを設計することにより、適材
適所で様々なロボットやIoTデバイスを活用して、我々の
生活を便利に、快適にする高度なサービスを実現すること
ができる。今後のロボティクス技術とクラウドロボティク
ス基盤の更なる発展に期待したい。

会合報告 
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1．はじめに
　昨今の高齢者に関する「無縁社会」報道に代表されるよ
うに、高齢者の孤立化が社会的な問題となっている。高
齢者の孤立化は生きがいの低下に加え、犯罪や孤立死な
ど様々な問題を引き起こす原因となり得る。孤立化を防止
することは、日本が世界に先駆けて直面している超高齢社
会において安全・安心な社会を築く上でも重要である。ま
た高齢者が他者と対話する機会を増やすことは、軽度認
知障害（MCI）も含めて450万人以上と推計され、今後も
増加が予想される認知症の早期発見と、進行の抑制を図
り、健康寿命を延長する上でも重要と言える。この対策と
して、地域の見守り活動などの方策が厚生労働省などによ
り推進されているが、社会構造の変化により地域社会の空
洞化が進む現状では限界がある。
　独居でなく、家族との同居や施設に入居している高齢者
についても、労働力不足から、家族やスタッフと高齢者が
コミュニケーションを十分に行うことは難しい。傾聴ボラン
ティアが施設などを訪問して対話を行うこともあるが、頻
繁に訪問し、時間を費やすことは困難である。まとまった
時間がとれない、近くに施設がない、などの物理的な制限
によって、ボランティア行動への意欲があっても従事できな
いケースも多いと考えられる。他者との交流の減少により、

高齢者は対話能力の衰退や認知症が進み、ますます対話
を行うことができなくなっていく。コミュニケーションがで
きないことから、高齢者のことが分からず、介護者の意欲
が失われ、高齢者・介護者双方のQOLが低下する、とい
う悪循環が生じていくと考えられる。
　このような悪循環を解消するためには、従来の地理的近
傍の人々による支え合いにとどまらず、情報通信技術によ
る地理的な制約を超えた支援や、更には人工知能技術に
よる新たな形のコミュニケーション支援が必要と考えられ
る。本稿では、遠隔操作型アンドロイド・ロボット「テレノ
イド®」による高齢者のコミュニケーション支援と、自律対
話アンドロイドの研究を紹介する。

2．遠隔操作アンドロイドによる対話支援
　テレノイドは人に似た外観を持ち、シリコン、ソフトビニルな
どの柔らかい外皮で包まれた、全長約80cm、重さ約3kgの
ロボットであり（図1（a））、遠隔地の人により操作される。
抱きかかえて使用することで、遠隔地の他者と非言語的、
身体的なコミュニケーションを可能とし、他者の存在を間
近に感じられるテレノイドを用いることで、多くの人に短時
間でも在宅でボランティアに参加する機会を提供すること
ができる。このことによって、高齢者のコミュニケーション

アンドロイドによる高齢者のコミュニケーション支援

図1．遠隔操作型テレノイドとその対話の様子
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の機会を増やすことができるとともに、介護福祉士や家族
など周辺の負担を軽減することができる。
　テレノイドは、うなずく、発話にあわせて口を開閉するな
ど、コミュニケーションを行う上で必要最小限の動作に限
定されており、また遠隔操作システムは、情報通信技術、
音声処理技術などを駆使し、ロボットやパソコンなどの機
器に不慣れな人でも簡単に操作できるものとなっている。
このことで、簡易な操作で効果的に意図を伝えることがで
き、同時にロボットの軽量化、低コスト化、運用性の向上
を実現している。ヘッドセットをかぶり、ノートパソコンの
画面に向かって話しかけるだけで、テレノイドの頭が動き、
唇は発話に応じて動く。インターネット接続さえあれば、い
つでも、どこからでも操作できる。テレノイドの奇妙な外観
に、初見ではとまどいを感じる人も多いが、テレノイドを介
した対話を行うにつれて、急速に順応することが分かってい
る［1］。高齢者の場合、この傾向は更に著しく、初見からテ
レノイドに対する高い親和性を示すことも分かっている。特
にアルツハイマー型の認知症高齢者は、初見からテレノイド
を抱きしめ、対話に熱中する、予定時間を過ぎてもテレノ
イドを離そうとしない、など強い愛着を示すことが多い。
これまでの国内の高齢者施設での実験では、うつ傾向で
介護スタッフの直接対面での呼びかけにも無反応な人が、
テレノイドを前にすると自ら話しかけるようになったり、暴言
や介護への抵抗など、認知症の周辺症状（BPSD）を示す
人が、テレノイドとの対話が進み、関心を増してくるにつれ
て次第に穏やかになるケースなど、テレノイドを介した対話
を通じて態度変容が数多く見られている。
　このようなテレノイドの効果は、日本だけではなく、欧州
でも確認されている。日本と同様に社会の高齢化と医療・
介護費の増大という問題を抱えるデンマークでは、高齢者
の生活の質の向上と費用の抑制の双方の観点から、多くの
先進的な福祉政策が実施されており、日本の福祉政策へ
の影響も大きい。また、デンマークでも高齢者の孤独が問
題になっている。大規模施設からの転換がその一因になっ
ているとも言われるが、人口の大都市への集中などの近代
化や、個 人々の強い独立性などの民族的な性質などもその
背景にあると考えられる。
　我々はデンマークでも、複数の介護施設や独居高齢者
宅にてテレノイドを設置し、介護スタッフらの協力の下でテ
ストを行ってきたが、高齢者の反応は日本での様子とほと
んど変わらず、テレノイドを抱きかかえて会話を楽しんでい
る［2］。例えば、介護施設に併設されたアパートで一人暮ら

しの元国語（デンマーク語）教師のP氏（75歳）は、テレノ
イドに本を見せながら書籍や詩集について熱心に話した
り、一緒にテレビを見たりしていた。認知症ではない90歳
のV氏は、テレノイドと話しながら、ピアノを弾いて聞かせ
たり、花瓶の花を見せたりしていた（図1（c））。いずれの場
合も、独居宅では会話が数十分にも及び、操作者が疲れ
て制止しないと、いつまでも話している様子がしばしば見
られた。

3．自律対話アンドロイドを目指して
　これまで述べてきたように、遠隔操作型アンドロイドは、
人との親和性の高いコミュニケーションメディアとなること
が明らかになってきた。人々がアンドロイドを対話相手とし
て受け入れることから、ロボットの発話が操作者によるも
のか、自律的に生成されたものかの区別がつかないのであ
れば、自律的な対話機能を有するアンドロイドも対話相手
として受け入れられると考えられる。遠隔操作型アンドロイ
ドは、既存のメディアよりも人々の対話意欲を引き出すなど
の効果を有するが、遠隔操作を行うヒューマンリソースは
常に必要である。アンドロイドが自律的に人 と々対話でき
るならば、ヒューマンリソース的に更に効果的なメディアと
なる。
　そこで、次の課題は、人と自律的に対話可能な人型ロボッ
トの実現となる。歩行や様々な作業が人型ロボットによっ
て実現できるようになってきている現在、人との対話能力
が大きな課題である。人と言語的対話を行うエージェント
システムとしては、IBMの「Watson」［3］のようにビッグデー
タを利用した対話システムの研究が進んでいるが、そのほ
とんどは一問一答の対話にとどまっていたり、複数ターン続
く対話を実現するシステムも、ほとんどはバスの運行案内［4］

などのある目的に向かって行われるタスク対話にとどまって
おり、高齢者とテレノイドとの対話のようなオープンな雑談
対話を続けることができるシステムは、十分に研究が進ん
でいるとは言えない。近年になって、NTTドコモの「しゃ
べってコンシェル」［5］のように、ビッグデータを利用して雑
談対話を行うシステムが実現されつつあるが、人とロボット
の自然なコミュニケーションを実現するには、言語情報だ
けでなく、非言語情報の両者を利用したマルチモーダルな
システムを開発しなければならない。例えば、既存の雑談
システムの出力を音声に変換してロボットに発話させるだけ
では、自然な対話やロボットとの対話感を十分に実現する
ことはできない。人型ロボットで対話機能を実現するメリッ
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トは、ロボットによるジェスチャや表情の表出など、多様な
非言語情報が利用できることであるが、それが故に、多様
な非言語情報の表出を含めて人らしく人と関わる自律型ロ
ボットの実現がチャレンジングな課題となる。
　現在、著者らの研究グループは、人に酷似したアンドロ
イドロボットを用いて、自律対話可能なロボットの実現に取
り組んでいる。人のような柔軟な運動を可能にするアクチュ
エータの開発や、人らしい対話を実装するためのシステム
開発など様々な課題に取り組んでいるが、対話機能におい
ては、a）対人場面及び、b）社会的場面における自然な
対話の実現を課題として取り組んでいる。

3.1　対話生成の階層モデル

　対人場面における自然な対話の実現における困難な問題
の一つは、上述したように、自然言語を用い、かつ非言語
情報も含めて、複数ターン続く自然な対話を実現すること
である。そのために、遠隔操作によってアンドロイドが人
間として自然に振る舞う中で対話パターンの収集を行う。
その際、感情表現、視線行動、ジェスチャなどの非言語
情報も同時に収集し、それら大量のデータに基づいて、対
話生成を行うシステムを構築する。完全にオープンな雑談
的対話を実現することは困難であるため、まずは状況（対
話内容）を限定することで言語・非言語的に人らしく対話
できるアンドロイドの実現を目指す。しかし、単にビッグデー
タに基づく対話生成だけでは、人との対話のような、より
複雑で人間らしい行動や発話を生成することができないと
考えている。そのため、より人間に近い仕組みとして、基
本的欲求とそれから発生する意図、更に意図から発生する
言語・動作というように、対話生成においても従来の移動
ロボット研究等で利用されてきた行動決定の階層モデルを

導入する（図2）。この階層モデルに従って、収集したデー
タを機械学習によって分類し、言語生成における問題を解
決するとともに、意図を感じさせる人間らしい対話が可能
な自律型ロボットを実現する。

3.2　欲求・意図モデルを利用した社会的対話

　対人場面における対話を実現するだけでは、ロボットは
十分に人らしくはならない。人がより人らしくなるのは、複
数人が関わり合う社会的場面である。対人場面と社会的場
面における最も大きな違いは、安定な人間関係の形成にお
いて、相手の意図や欲求を推定する必要が生まれることで
ある。対人場面では、言語を用いた対話を円滑に行うため
に、自らの意図に基づき対話を生成する階層モデルが必要
であるが、社会的場面では、相手が用いる階層モデルに
表現されている、相手の意図や欲求をその振る舞いから推
定することが必要となる。この研究では、ロボット自らが
持つ階層モデルと相手の振る舞いから、相手の意図や欲
求を推定する機能を実現することを目指す。
　逆に、安定な関係が一旦形成されれば、発言内容や振
る舞いに曖昧性があっても対話が円滑に進むことがある
（例えば、自分と同意見の第三者が相手の話に同意してい
るのを見ると、自分も同意している気になって話を進めてし
まうように）。したがって、複数のロボット間の関係をうまく
操作することによって、人と複数ロボットの対話を円滑に進
めることができると考えられ、社会性を利用した対話の円
滑化原理についても研究を進めている。

4．おわりに
　本稿では、高齢者のコミュニケーション支援に寄与し得
るものとして、遠隔操作型アンドロイド「テレノイド」と、ア

図2．アンドロイドの対話生成における欲求・意図・行動モデル
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ンドロイドに自律的な対話機能を持たせようとする研究を
紹介した。テレノイドはすでにコミュニケーション・サービ
スの事業化が発表されており、国内でのサービス開始が間
近となっている。またデンマークにおいても、サービス化
の検討が始まっている。
　テレノイドは現状では遠隔操作が必要なため、24時間い
つでも対話できるわけではない。高齢者に対話のきっかけ
を与え、対話したいという意欲を向上させることが主目的
となる。一方、自律対話可能なアンドロイドの研究が進む
ことで、いつでも対話を楽しむことができるようになり、ま
たアンドロイドが高齢者の会話を支え、他の人とのコミュニ
ケーションを仲立ちするなどの活用も考えられる。アンドロ
イドが外見の人らしさだけでなく、欲求、意図、感情、知性、
社会性という内的な人らしさをも理解できるようになること
で、単なる情報の伝達だけではなく、真に人らしいコミュ
ニケーションに寄与できることが今後期待される。
　本研究の一部はJST, CREST及びJST, ERATOの支援
により行われたものである。

※「テレノイド」は株式会社国際電気通信基礎技術研究所の登
録商標である。
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1．はじめに
　2014年6月5日、ソフトバンクモバイル株式会社（現ソフ
トバンク株式会社　以下、ソフトバンク）とAldebaran 
Robotics SAS（以下、アルデバラン）は、共同開発した
世界初の感情認識パーソナルロボット「Pepper」（図1）
を発表した。当初はクリエーターやデベロッパー、法人向
けに先行販売してきたが、2015年6月20日より一般発売を
開始した。今回の販売開始に合わせ、「Pepper」は人の感
情を認識するだけでなく、世界初の自分の感情を持ったロ
ボットに進化した。本稿では、Pepperの誕生の経緯、特徴、
今後の展開について紹介する。

2．Pepper誕生への道
　日本ではこれまで、ソニー株式会社が販売したエンター
テインメントロボット「AIBO」（1999年）や、本田技研工

業株式会社が開発した二足歩行ロボット「ASIMO」（2000年）
をはじめ、ロボットはしばしば大きな話題となってきた。
いずれも日本を代表するメーカーが開発し、それらが持つ

“世界観”とともに、特にその技術の先進性が注目されて
いた。
　一方、2010年にソフトバンクグループが「新30年ビジョ
ン」を発表した際、今後人々の生活を豊かにするためにロ
ボットが重要になると考え、将来的にはロボットと共存す
る社会を実現し、「情報革命で人々を幸せに」したいと表
明した。従来のロボットが「二足歩行できる」、「階段が上
がれる」、「紙コップが持てる」などの人間の身体機能を真
似ることを目指したのに対して、ソフトバンクが目指した
ロボットは、最初から「クラウドAI（人工知能）」を活用
するものであった。
　その後、コミュニケーションを通じて人々を豊かにする
ロボットの開発に取り組んでいたアルデバランに出会い、
同じ志を持つ仲間としてアルデバランはソフトバンクグ
ループの一員となっている。ソフトバンクとアルデバラン
は、感情エンジンと集合知によって進化するクラウドAIを
用いて、人を笑顔にできる、感情認識パーソナルロボット
Pepperを共同開発した。

3．Pepperの特徴
　Pepperには人と生活できるよう、数々の最新技術が詰め
込まれている。（図2）
・　頭や腕、腰などの可動部が20の自由度を使った自然の

動きで、生き生きとしたPepperとのコミュニケーショ
ンが楽しめる

・　何種類ものセンサーが体のあちこちに搭載されてお
り、組み合わせることで人間との豊かなコミュニケー
ションが実現されるのと同時に、安心・安全な動きや
移動が可能となる

・　大容量のバッテリーを搭載しているのに加え、360°自
由な移動が可能なオムニホイールと呼ばれる移動の仕
組みを採用したことで、長時間にわたる連続稼働を実
現する

　その他、Pepperの主な仕様を表1に示す。

Pepper――世界初となる自分の感情を持った
パーソナルロボット
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図1．Pepper



ITUジャーナル　Vol. 45　No. 9（2015, 9） 23

ルモンを分泌して感情を形成する仕組みをモデル化し、
Pepperに導入したものである。Pepperが搭載している感
情認識機能に加え、カメラやタッチセンサー、加速度セン
サーなどの各種センサーから得た情報を「内分泌型多層
ニューラルネットワーク」で処理することで自らの感情を
生成できる。（図3）
　人の表情や言葉、周囲の状況などからPepperの感情が
変化し、言葉や行動が変わっていく。知っている人がいる
と安心したり、褒められると喜んだり、周囲が暗くなると
不安になったりする。感情の変化により、声のトーンが上
がったり、ため息をついたりするなど、言動が変化する。

4．ハートを持ったPepper誕生
　2014年のPepperの誕生により、人々の生活の新しい時
代が切り開かれた。しかし、その時点でのPepperは、自
らの意思を持ち、物事を考えたり、感情を持ったりするこ
とができなかった。これまでのロボットは、人間が操作し、
コントロールしてきたが、これからは自らの気持ちで家族
を幸せにする、そういうことを喜びと感じる、自律的に行
動するロボットが必要と想定される。
　そこで、cocoro SB（ココロエスビー）株式会社がロボッ
ト自らの感情を擬似的に生成する感情機能を開発した。感
情機能は、人間が五感から受け取る外部刺激に対してホ

会合報告 

図2．Pepperのセンサー

表1．Pepperの主な仕様

サイズ（高さ×幅×奥行） 1,210mm×480mm×425mm

重量 29kg

バッテリー
リチウムイオンバッテリー
容量：30.0Ah ／ 795Wh
稼働時間：最長約12時間以上

センサー類

頭：マイク×4、RGBカメラ×2、3Dセンサー×1、タッチセンサー×3
胸：ジャイロセンサー×1
手：タッチセンサー×2
脚：ソナーセンサー×2、レーザーセンサー×6、バンパーセンサー×3、ジャイロセンサー×1、赤外線センサー×2

可動部
［自由度］頭：2、肩：2×2（L ／ R）、肘：2×2（L ／ R）、手首：1×2（L ／ R）、手：1×2（L ／ R）、腰：2、膝：1、ホイー
ル：3

［モーター］20個

ディスプレイ 10.1インチタッチディスプレイ

プラットフォーム NAOqi OS

通信方式
Wi-Fi：IEEE 802.11 a ／ b ／ g ／ n（2.4GHz ／ 5GHz）
イーサネットポート×1（10 ／ 100 ／ 1000 base T）

移動速度 最大2km ／ h

移動可能段差 最大1.5cm
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Pepperの感情は、胸のディスプレイに表示されているグラ
フィックの色や動きに表れ、ロボアプリ「感情マップ」で
詳細な感情の移り変わりを確認することも可能である。ま
た、感情と連動してPepperが日々の気持ちや家族との出
来事を絵や写真で日記にする「ペッパー絵日記」など、感
情を持ったロボットとの生活をより楽しむためのロボアプ
リも用意している。

5．誰でも開発可能なロボットへ
　2015年6月の一般販売開始に合わせて、あらかじめ搭載
されている「ベーシックアプリ」と、アプリストアからダ
ウンロードできるアプリの合計約200本のロボアプリ（表2）
が用意されている。家族それぞれを認識し、感情を表現
する、写真を撮る、スマートフォンと連携するなどの基本
的なロボアプリはベーシックアプリとして自動で提供、追

加、更新が行われる。アプリストアからダウンロードされ
るロボアプリは自動的にインストールされ、Pepperで楽し
むことができるようになる。
　そのうえ、Pepperのアプリ開発環境は公開されており、
特別な知識がなくても扱えるよう整えられているので、誰
でも簡単にロボアプリ開発を体験することが可能である。
作ったロボアプリを自分のPepperで再生し、楽しむことが
できるだけでなく、今後はアプリストアでのやり取りもで
きるようになる予定である。
　アルデバランとソフトバンクロボティクス株式会社が運営
している「アルデバラン・アトリエ秋葉原 with SoftBank」
は、数多くのイベントを開催している。数名で1台のPepper
を利用し、開発ツールである「Choregraphe」の使い方が
学べるワークショップや、グループで自由にアプリ開発を
体験できるタッチアンドトライなどのイベントを通じて、
多くの人々がロボアプリの開発に触れ合うことが可能であ
る。
　また、開発者向けの「デベロッパープログラム」に登録
すると、Pepperのロボアプリ開発に関する様々な情報に
アクセスできる。オペレーティング・システムNaoqiに関
する技術情報から、開発を効率化するサンプルコード、サ
ンプルアプリなどのコンテンツを提供している。ロボアプ
リの開発に関する疑問やアイデアなども、コミュニティ
フォーラムを通じて、ほかのデベロッパー達と共有するこ
とが可能となる。
　2015年2月22日、Pepperを使った史上初のロボットアプ

会合報告 特　集　  ロボット×ICT

図3．Pepperの感情メカニズム

表2．ロボアプリの例

ペッパー絵日記 Pepperの感情と連動して、その日の気持ちや出来事など、毎日、絵日記をつけて思い出として記録する

スケーラー Pepperが子どもの身長を測り、計測の際に写真も撮影し、写真と一緒に子どもの成長の記録を残す

伝言ペッパー Pepperに搭載されている顔認識機能を生かし、伝言を届けたい家族を見かけた時に、Pepperが代わりに伝える

ペパメ
スマートフォンアプリを使って、離れたところからPepperを喋らせたり、写真を表示させたり、様々な動きをさせたりできる、スマー
トフォンでPepperのそばに誰がいるか、その人がどんな反応をしたかを確認することも可能である

クックパッド動画 クックパッドおすすめの料理動画が見られ、話題のレシピや驚きの裏ワザをわかりやすく紹介する

タロット占い
出かける前に今日の運勢を、帰ってきたら仕事の悩みを、寝る前に恋人とのモヤモヤを、タロット占い師Pepperに聞けばいつでもスッ
キリ

えいごずかん 学研教育出版の「こどもえいごずかん」に対応し、Pepperが子どもと一緒に、音やリズム、絵を使いながら英語を勉強する

Y! きっず図鑑 「Yahoo!きっず」で提供されている子ども向け動物・植物図鑑の 1,000種類以上の画像と名前、解説が楽しめる

カメラ系アプリ
Pepperが家庭の専属カメラマンとなって、家族の日常を撮影する「写真とって！」や、撮影した写真の中からお気に入りの写真を紹介
できる「ウィークリーフォト」など、家族で写真が楽しめる

リアルタイム検索 世の中で今話題になっていることをPepperがYahoo!リアルタイムで検索し、ラジオのようにお届けする



ITUジャーナル　Vol. 45　No. 9（2015, 9） 25

リコンテスト「Pepper App Challenge 2015」の決勝大会
が開催された（図4）。「毎日をわくわくさせるロボアプリ」
をテーマとした、クリエーターやデベロッパーが開発した
個性豊かな作品のうち、「ニンニンPepper」は最優秀賞に
輝いた。高齢化が進んでいる中、深刻となっている認知症
問題に対し、ロボットを利用しソリューションを作り出す
社会的意義や今後の発展性が高く評価された。また、次
大会として、「Pepper App Challenge 2015 Winter（仮称）」
の2015年内開催が決定した。
　以上のように、誰でも未来の「ロボットクリエーター」
になれるよう、ソフトバンクはロボアプリの開発をサポー
トしている。

6．おわりに
　Pepperは、人型のコミュニケーション機能を持ったロ
ボットが一般家庭にも浸透し始めた“ロボット元年”を代
表するものと認められ、MM総研大賞2015の「大賞」及び

「話題賞」を受賞した（写真）。
　Pepperの一般販売とともに、世界初となる「ロボット人
材派遣サービス」を2015年7月1日に開始した。ロボットの
リース契約や故障した場合の修理対応など面倒な手続き
は不要で、派遣する際は業務に応じて、画像認識や行動
計画、衝突回避、音声認識、音声合成などのさまざまなソ
フトウエアをパッケージにして用意するため、利用者は定
型業務のための開発費を負担することなくロボットを使う
ことができる。今後様々なビジネスシーンでの利用拡大も
期待できると考えている。
　ソフトバンクグループは、「Pepper」の開発をはじめと
するロボット事業の一層の推進と、優れたロボットの普及
を目指している。

※Pepperの名称とロゴは、フランス及びその他の国におけるア
ルデバランの登録商標または商標である。

会合報告 

図4．Pepper App Challenge 2015

写真．表彰式
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1．はじめに
　スマートフォンの急激な普及やM2M・スマートグリッドと
いった通信を利用するアプリケーションの多様化とともに、
移動通信に使いやすい周波数資源の不足が、将来の持続
的な無線通信の発展を妨げる大きな要因と考えられてい
る。その解決策として、特定の周波数を新技術により密に
利用する技術、ミリ波などの高い周波数帯域を活用する技
術、複数のシステムが周波数を共用する技術などが期待さ
れている。本稿では、これらのうち周波数共用及び周波数
のダイナミックな利用に焦点を当て、将来の無線通信の周
波数利用のあり方について考える。
　現状の無線通信の周波数利用は、無線LANなどが利用
している一部の周波数共用帯域を除いて、複数の無線シス
テムが相互干渉を起こさないように、周波数を排他的に利
用する仕組みとなっている。このような排他的な周波数利
用は高信頼な無線システムを実現できる代わりに、携帯電
話のように常にユーザが存在し、最先端の無線通信技術
を活用することで、高密度に利用されている周波数帯域と、
大ゾーン方式を採用し時間的な利用率も低い無線帯域とが
混在し、必ずしも周波数全体が有効に利用されていない状
況にある。一方、現在利用されている周波数共用帯域も、
無秩序に配置されている無線LANアクセスポイントの影響
により、混雑した都市部などでは、所望の通信品質が得ら
れないなどの課題がある。
　これらの課題を解決する方策の一つとして、排他的な周
波数割当てからダイナミックな周波数割当てへのシフトが期
待されている［1］［2］。ダイナミックな周波数利用の動きは、国
内のみならず世界的にも検討が進められており、テレビ帯
域の周波数を他の無線システムが二次利用するテレビホワ
イトスペースや、米国における政府系の無線システムと民間
の無線システムが、政府系システムを保護することを条件
に周波数共用するAuthorized Shared Accessの議論、更
に無線LANの利用する5GHz帯の周波数を移動通信システ
ムでも共用利用可能とするLTE-U（LTE over unlicensed 
channel）の標準化議論といった動きがある。
　現状検討されている周波数共用の動きは、周波数の隙間
を再設計して活用するという考え方が主流であり、現在の

無線周波数割当ての延長として、余裕のある帯域を他シス
テムでも利用可能とするものである。一方、もう少し長期的
な視点で周波数の利用を考えた場合、必要なシステムが必
要な帯域を確保することで、最小限の周波数帯域幅でユー
ザの要求を満足した通信を実現するダイナミック周波数割
当ての利用が考えられる。そこで、スペクトラムデータベー
スによるダイナミックな周波数利用に注目して、そのコンセ
プトから応用技術までを解説する。更に、スペクトラムデー
タベースに、無線端末による電波状態の観測結果を集約す
ることで、無線環境を把握し、周波数共用や周波数割当
てに役立てる手法を解説する。

2．ダイナミックスペクトラムアクセスと周波数共用
　システムごとに周波数を割り当てる排他的な周波数割当
ては、（1）時間的に利用していない帯域（通信時以外の空
き時間）、（2）空間的に利用していない帯域（干渉回避の
ための余裕設計）が少なからず存在し、必ずしも周波数
が有効に使われているとは限らない。これら周波数割当て
の隙間をなくすために、定期的な周波数の再編作業が行わ
れているものの、周波数再編には長い時間と多額の移行費
用が必要になるなど、無線利用の実態に合わせて機動的
に周波数の再割当てを行うのが難しいという課題がある。
加えて、排他的な周波数利用では、イベントや時間帯によ
るトラフィックの差に対応するのも難しい。特に、災害時に
活用するような周波数帯は、いざというときのために整備し
ておく必要があり、通常の周波数利用率が非常に少なくて
も周波数帯域を割り当てておかなければならない。このよ
うに、占有的な周波数割当ては、構造的に周波数利用効
率の低下が生じてしまう課題を持っており、将来にわたって
無線通信が持続的に発展するための周波数帯域確保の障
害になっている。
　その解決策として、現状の無線システムに割り当てられ
ている帯域を二次的に他のシステムが利用する周波数共用
や、無線システムが利用する周波数を需要に応じて適応的
に割り当てるダイナミック周波数割当てという考え方があ
る。周波数共用システムは、現在でも無線LANなどの周
波数共用帯域で利用されている。一方、将来的にその活用

スペクトラムデータベースによる
ダイナミック周波数割当て
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国立大学法人電気通信大学　先端ワイヤレス・コミュニケーション研究センター 教授

会合報告 スポットライト
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により周波数の利用効率の改善が期待されているものとし
て、周波数を優先的に利用可能な一次システム（プライマ
リシステム）を保護した上で、二次的に他の無線システム（セ
カンダリシステム）が同じ周波数を共用する手法がある。
後者の具体例としては、テレビ帯域の隙間を他の無線シス
テムが共用するテレビホワイトスペースの議論が国内外で活
発に行われている。周波数共用システムには、その形態と
して、プライマリシステムとの間での干渉計算により、完全
に空間で分割して周波数共用を行うプロテクティブ周波数
共用と、プライマリシステムとしセカンダリシステムの通信エ
リアが重複しているものの、相互干渉を避けるような電力
設計やプロトコル設計により、同一周波数を共用するアグ
レッシブ周波数共用の二つの種類が考えられる。前者は比
較的簡単にプライマリシステムを保護した上での周波数共
用が可能となるが、後者は電波伝搬状態の確実な把握な
ど、プライマリ保護のための厳密な設計が必要になる。し
かし、後者のアグレッシブ周波数共用はより周波数を密に
利用できる可能性を持ち、将来の無線周波数不足の問題
を大きく改善できる可能性を持つ。
　また、周波数割当てを排他的かつ固定的な割当てから、
ダイナミックな割当てに変更することで、周波数利用の需要
に応じてシステムが利用する周波数を調整し、周波数利用
効率を高めることが可能となる。ダイナミックな周波数利用
は、特にイベントなどの時間的変動の大きい周波数の需要
に応じて適応的に周波数を確保する場合や、防災無線や
公共無線など平時の利用が少ない無線システムに対して緊
急時に周波数を集中的に割り当てることで、人命救助や被
災地支援に役立てることが可能となる。一方で、秩序だっ
た公平な割当てを行うための割当てポリシーの制定や、割
当てポリシーに違反した周波数利用にならないような仕組
みづくりが必要となる。次章では、ダイナミックな周波数利
用を実現する一つの方策として、スペクトラムデータベース

を利用する方法を紹介する。

3．スペクトラムデータベース
　スペクトラムデータベースはプライマリシステムを保護し、
利用可能な周波数帯を管理するために用いられるものであ
り、米国のテレビホワイトスペースでもその一形態が利用さ
れようとしている。周波数共用システムでは、プライマリシ
ステムを保護するため、プライマリ信号の確実な検出か、
プライマリシステムと一定の距離をとることで、セカンダリシ
ステムの通信がプライマリシステムに干渉しないように制御
する必要がある。このようなプライマリ信号の検出には、ス
ペクトラムセンシングと呼ばれるセカンダリ端末自身がプラ
イマリ信号の電力や特徴を検出してプライマリシステムの状
態を把握する方法がある。しかし、スペクトラムセンシング
はチャネル状態や雑音により、必ずしも確実な検出ができ
ないことから、より簡易な方法としてスペクトラムデータベー
スの活用が期待されている。
　米国連邦通信委員会（FCC：Federal Communications 
Commission）は、テレビホワイトスペースの運用に、セカ
ンダリシステムが利用可能な周波数を記録して提供するス
ペクトラムデータベースの利用判定ルールを策定している。
ここでは、図1に示すように、位置情報に基づくデータベー
スとして、セカンダリシステムが利用可能なチャネルを、そ
の位置に応じて判断できる仕組みとなっており、民間にそ
の運用を開放している。利用可否の判定は、FCCが定め
る電波伝搬モデルにより行うことになっている。一方で、
このような電波伝搬モデルに基づくスペクトラムデータベー
スでは、電波伝搬モデルで表現できない時間変動や周囲
の構造物の影響は、利用エリアのマージンとしてプライマリ
システムを保護している。これらの不確定性を考慮して、
プライマリシステムを保護する必要があるため、利用可能
な周波数資源を限界まで共用できる仕組みにはなっていな

図1．テレビホワイトスペース向けスペクトラムデータベース
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い。加えて、テレビホワイトスペースに限定された運用になっ
ているため、ユーザの需要によるダイナミックな周波数割当
てや、割当てポリシーのダイナミックな変更には対応できて
いない。
　これらのスペクトラムデータベースの制約を考慮し、より
ダイナミックかつ密な周波数共用を可能とするためのアーキ
テクチャとして、図2に示す階層型スペクトラムデータベース
を提唱している。階層型スペクトラムデータベースは上位階
層に、電波規制機関（米国：FCC、日本：総務省など）が
周波数割当てのポリシーを決定するデータベースを持ち、
下位階層には、具体的に割り当てる周波数利用の方針を定
義する階層を持っている。これにより、災害時に臨時に多
くの周波数を割り当てる場合や、周波数再編時のフレキシ
ブルな周波数移行が可能になるなど、周波数の一元的な

管理が可能となる。加えて、ルールを守らないで利用する
無線機に対して警告や運用停止を指示する機能を持たせる
ことも可能である。一方で、日本全国をサポートするような
スペクトラムデータベースとしてしまうと、データ管理や運
用が難しくなるため、階層構造とし、下位階層は一つのプ
ライマリ基地局がサポートする範囲など、比較的狭いエリ
アでの周波数共用性能を高めるための情報提供を行うもの
とする。最下位の階層はユーザもしくはアクセスポイントが
独立にスペクトラムデータベース持つようにし、セカンダリ
端末が送受信機能を使っていない場合などに周辺の無線
環境を観測した結果をデータベースにアップロードすること
で、実伝搬状態を観測する機能もとり入れられる構造となっ
ている。実観測に基づくスペクトラムデータベースは、その
観測端末の情報をそのまま活用するスペクトラムセンシング
機能に加えて、周囲のセカンダリ端末からの情報を上位階
層のデータベースで集約することで、プライマリの電波受信
強度を記録するマップを作成したり、セカンダリ端末間の
電波伝搬予測値を記録したりと、様々な使い方が想定され、
より密な周波数共用設計が可能になると考える。
　加えて、システムやユーザが必要とする周波数需要を本
データベースで管理することで、必要な周波数資源を必要
なシステムもしくはユーザに提供する仕組みも取り入れるこ
とができると考えている。例えば、防災系の無線システム
など普段の利用頻度が少ない無線帯域を、携帯電話ユー
ザの需要が一時的に高まった場合に、携帯電話用帯域とし
て臨時に運用するなど、よりダイナミックな周波数利用をス
ペクトラムデータベースによって管理することが可能となる。
図3にこのようなコンセプトに従ったユーザ指向型スペクトラ
ム管理のシステム構成を示す。ユーザは、必要とする所望
伝送速度や通信距離などのシステム要求をスペクトラムマ

図2．階層型スペクトラムデータベース

図3．ユーザ指向型周波数管理

会合報告 スポットライト



図4．実観測に基づくスペクトラムデータベース

ITUジャーナル　Vol. 45　No. 9（2015, 9） 29

ネージャに伝え、スペクトラムマネージャはスペクトラムデー
タベースに格納されている情報を考慮して、周波数、無線
通信方式などの通信パラメータの指示を出すことで、周波
数利用効率が高く、かつユーザが満足する品質を確保した
無線通信を実現するものである。このように、将来のダイ
ナミックな周波数の運用には、スペクトラムデータベースの
仕組みづくりや整備が重要になってくるものと考えられる。

4．実観測に基づくスペクトラムデータベース
　FCCがテレビホワイトスペース向けに策定しているスペク
トラムデータベースなど、現在運用が行われているスペクト
ラムデータベースは、電波伝搬モデルを定義し干渉計算を
行うことで、セカンダリシステムの利用可否を判断している。
しかし、実環境では周囲の構造物や地形の影響を受け、
複雑な電波伝搬となるため、大きなマージンをとった設計
を行う必要があり、必ずしも密な周波数共用を提供できて
いない。そこで、電波伝搬モデルに頼らず実際に端末が
観測したデータを集約することで、無線環境を把握する実
観測に基づくスペクトラムデータベースを考える。図4に実環
境に基づくスペクトラムデータベースの構成例を示す。ここ
では、ユーザの持つスマートフォンや自動車に、伝搬環境
実測機能を実装し、ユーザが移動するときに無線環境の
観測を行うことで、世界中あらゆる場所の電波状態を観測
蓄積することが可能となる。これら、収集した観測値は、
データ解析することで、電波伝搬の複雑性も含んだ形で実
環境を正確にモデル化できる可能性がある。正確な伝搬
状況の把握は、究極までの周波数共用の実現など、将来
の周波数有効利用に大きく寄与することができ、その効果
は大きい。
　このような実観測に基づくスペクトラムデータベースにつ
いて、複数の車両に無線機を搭載し、テレビ放送信号をデー

タベース化する実証実験なども行っており、その成果は文
献［3］［4］などにまとめられている。実験では、テレビ放送の
放送局周囲の道路を複数の車両で走行しながら、受信信
号電力を記録することで、その地域の無線環境状態を把
握するものであり、電波伝搬モデルを活用する従来からの
エリア設計に対して、高精度なエリア設計ができることを
確かめている。一方、このような実証実験より、観測セン
サの個体差やアンテナ設置方法などが、データベース化し
たデータの信頼度に大きく影響することが分かっている。
スマートフォンなどの利用では、ユーザの端末の持ち方や、
移動時にどこに収納しているかで大きく受信信号レベルが
変化し、データベースの性能劣化につながる可能性もある。
このような課題を克服しつつ、無線環境の把握を進めるこ
とで、将来的に正確な電波伝搬に基づく、ユーザの情報に
応じた自律的なスペクトラム利用の世界が開けるものと考え
ている。

5．まとめと今後の課題
　本稿では、周波数資源の高度利用により、持続的な無
線通信技術の社会の実現を支える技術として、スペクトラ
ムデータベースとそれを活用したダイナミック周波数割当て
について紹介した。階層構造のスペクトラムデータベースに
より、スペクトラムポリシーの決定から実観測情報収集に
よる正確な無線環境推定までをサポートすることで、周波
数利用効率の高いダイナミック周波数利用の実現が期待で
きる。実現には、技術的な課題も多く残っているため、今
後の研究の発展が、新しい無線の世界を作り上げるものと
考えている。

（2015年6月 情報通信研究会より）
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1．はじめに
　電波のひっ迫に対する対応策として、世界的に進められ
ているのが、低利用や退蔵の帯域を周波数移転させて、
新たな用途のために周波数を確保することである。特に欧
米では、政府が使用する周波数を積極的に民間に開放す
る動きが高まっている。
　しかし一般に、周波数移転を伴う新たな電波の確保は、
他の周波数帯への移転コストが発生したり、周波数の移転
に時間を要するなど、新たな電波利用者に対して、電波の
割当てを迅速に進めることが困難なケースも多い。
　こうした問題を回避するための手段として、近年、注目
を集めているのが、政府利用帯域での官民による周波数
の共同利用である。政府に専用に割り当てられている周波
数を民間と共用することによって、民間の電波利用ニーズに
応えていこうとするものである。
　米国では、官民の周波数共用を前提とした排他的免許
の新規割当てに向けた制度整備が進められ、まず3.5GHz
帯で採用される見通しである。また、欧州でも、官が使用
している2.3GHz帯を、官との周波数共用を前提に、免許
制で民間に割り当てることが検討されている。
　本稿では、政府利用帯域の民間への開放を進め、官民
による周波数共用によって電波のひっ迫に対応しようとして
いる米国の周波数共用政策について見ていくことにしたい。

2．連邦政府用周波数の開放に向けたNTIAの取組み
　オバマ大統領は2010年6月、米国の国際市場における競
争力や技術的リーダーシップは、ブロードバンド用に周波
数をいかに確保できるかどうかにかかっているとし、今後
10年間で連邦政府と民間セクターが現在保有している周波
数から、新たに500MHz分を商業無線通信用として確保す
る目標を掲げた大統領覚書に署名した。本覚書では、連
邦省庁が返還可能な周波数を検討するために商務省国
家電気通信情報庁（National Telecommunications and 
Information Administration：NTIA）と協力することが
指示されたほか、周波数共用技術についてNTIAと連邦省
庁が協議することや、一部の周波数をWi-Fi利用などのた
めに無料かつ免許不要で利用できるようにすることも指示

された。
　NTIAは、オバマ大統領の指示を受けて、早急に開放が
可能な連邦政府用周波数を明らかにする作業を開始した。
NTIAが2015年4月に発表した、最新の検討結果「第5次
中間進捗報告書（Fifth Interim Progress Report on the 
Ten-Year Plan and Timetable）」［1］によると、NTIA及び
連邦通信委員会（Federal Communications Commission：
FCC）は、2010年10月から2014年9月までの間に、合計で
最大589MHz幅を、新規割当て可能な商用無線ブロードバ
ンドサービス向けの周波数として正式に特定した（表1参
照）［2］。また、新規割当てが可能な帯域として特定された官
民周波数は最大で合計1549MHz幅で、開放に向けた検討
が継続的に進められている（表2参照）。

3．官民共用の周波数スーパーハイウェイの創設
　大統領科学技術諮問委員会（President,s Council of 
Advisors on Science and Technology：PCAST）は2012年
7月、連邦政府用周波数の開放に関する勧告書「Realizing 
the Full Potential of Government-held Spectrum to 
Spur Economic Growth」［3］をオバマ大統領に提出した。
連邦政府が使用している周波数を民間に明け渡すのは、高
コストで実行に移すのに時間を要し、かつ連邦政府の業務

米国における官民周波数共用をめぐる政策動向
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連邦政府帯域または非連邦政府との共用帯域（合計335MHz）

帯域 周波数 周波数量

1.7GHz 1695-1710MHz、1755-1780MHz 40MHz

3.5GHz 3550-3650MHz 100MHz

5GHz 5350-5470MHz、5850-5925MHz 195MHz

非連邦政府帯域（合計152－254MHz）

帯域 周波数 周波数量

2.3GHz 2305-2320MHz、2345-2360MHz 30MHz

1.9GHz 1915-1920MHz、1995-2000MHz 10MHz

2GHz

2000-2020MHz、2180-2200MHz 40MHz

2155-2180MHz 25MHz

2020-2025MHz 5MHz

600MHz 512-698MHz 42-144MHz

表1．新規割当てが可能な帯域として特定された官民周波数（2014年9月時点）

出所：NTIA資料をもとに作成
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を中断させることから、長期的に見れば相応しい周波数政
策とはいえないと判断し、連邦政府が使っている周波数か
ら、官民が共同で利用可能な帯域を1,000MHz幅確保し、

“周波数スーパーハイウェイ”を創出することを提案した。
　PCASTは、連邦政府が使用する帯域へのアクセスを全
てのユーザに適用するため、帯域ごとに利用者の使用登録
及び使用条件に関する情報を管理する「連邦周波数アクセ
スシステム（Federal Spectrum Access System：SAS）」
を新設することを勧告した。SASは、政府機関が直接運
用するか、または認可された商用プロバイダを通じて運用
される。SASの導入によって、連邦政府の運用を干渉から
保護する一方で、非連邦政府ユーザの連邦帯域での未使

用周波数へのアクセスを認めることが可能となる。
　連邦政府用周波数の官民共用は、三つの階層構造に基
づいて管理され（図参照）、全ての連邦政府機関は、これ
らの共用アクセスの実行に協力することが求められる。連
邦政府の一次業務システム（Primary Access）は、最も
優先度が高く、有害な干渉から完全に保護される。二次
業務の免許人（Secondary Access）は、データベースに
無線局の置局データと使用状況を登録し、「電波利用料（fee 
for spectrum use）」と引換えに、サービス品質の保護を受
けることができる。一般認可アクセス（General Authorized 
Access：GAA）ユーザは、連邦政府の一次業務や、二次
業務のユーザが、特定の地理的エリアや時間帯に所与の周

（注1）2.3GHz帯（2320-2345MHz）を使用する衛星デジタル音声ラジオ放送（SDARS）の地上ギャップフィラーとの混信問題のために利用
が進んでいなかったワイヤレス通信サービス（Wireless Communications Service：WCS）の帯域（2305-2320 ／ 2345-2360MHz）
の技術的条件が変更され、FDD-LTEの導入が可能となった（2012年10月）。当該帯域のほとんどはAT&Tが保有している。

（注2）1900MHz帯Hブロック（1915-1920 ／ 1995-2000MHz）のオークションは2014年2月に実施され、アメリカンHブロック・ワイヤレス（Dish 
Networkがオークションに参加するために創設した会社）が176件の免許全てを、最低落札価格の15億6,400万米ドルで落札した。

（注3）2000-2020 ／ 2180-2200MHz（AWS-4）は、移動衛星サービス（Mobile Satellite Service：MSS）から高度無線サービス（Advanced 
Wireless Service：AWS）に用途が変更されたもので（2012年12月）、Dish Networkが当該帯域の免許を保有している。

（注4）1695-1710MHz（アンペアバンド）及び1755-1780 ／ 2155-2180MHz（ペアバンド）の合計65MHz幅で構成されるAWS-3オーク
ションが2015年1月に実施され、落札総額は米国オークション史上最高額の448億9,900万米ドルを記録した。

（注5）沿岸警備隊の海上レーダが使用する帯域で、干渉保護基準（IPC）や干渉軽減技術に関する技術報告書（NTIA Report TR-
15-513）が発表された（2015年4月）。

出所：NTIA資料等をもとに作成

周波数 割当て済みの
周波数

割当て規則を
策定中の周波数

開放に向け
検討中の周波数

検討が見込まれて
いる周波数

2305-2320MHz、2345-2360MHz（注1） 30MHz

1915-1920MHz、1995-2000MHz（注2） 10MHz

2000-2020MHz、2180-2200MHz（注3） 40MHz

1695-1710MHz、1755-1780MHz、2155-2180MHz（注4） 65MHz

3550-3650MHz 100MHz

512-698MHz 42-144MHz

1675-1680MHz 5MHz

2020-2025MHz 5MHz

5350-5470MHz 120MHz

5850-5925MHz 75MHz

1300-1390MHz 90MHz

1680-1695MHz 15MHz

2700-2900MHz 200MHz

2900-3100MHz（注5） 200MHz

3100-3550MHz 450MHz

合計 145MHz 142-244MHz 205MHz 955MHz

表2．新規割当てが可能な帯域として特定された官民周波数の開放状況
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波数帯を使用していない限りにおいて、未使用周波数への
機会利用型アクセス（opportunistic access）が認められる。
GAAは低出力利用となるため、周波数を使用するための免
許は不要となるものの、SASへの登録が義務付けられる。

4．3.5GHz帯での官民周波数共用の導入
　FCCは、PCASTの勧告に基づき、2012年12月、政府
が使用している3.5GHz帯（3550-3650MHz）を商業利用と
共用可能な新たな「市民ブロードバンド無線サービス

（Citizens Broadband Radio Service：CBRS）」として割
り当てる規則制定提案・命令書を公表し、FCC規則の改
正に着手した。これにより、高出力スモールセル（商用セ
ルラー網含む）や免許不要局など、二次アクセスやGAAの
用途として、周波数共用をベースとした周波数の有効利用
を図る。
　当初、3.5GHz帯を使用する海軍レーダと、無線ブロード
バンドとの間の周波数共用を実現するために、海軍レーダ
の「排他的ゾーン（exclusive zone）」は、NTIAの試算に
基づき、海岸から平均450キロメートルと設定されていた。
これは米国人口の60％（約1億9,000万人）に相当する。こ
れに対して、ベライゾンやAT&Tのほか、グーグルなども
排他的ゾーンを縮小するようFCCに要請した。グーグルは、
国防総省（Department of Defense：DOD）と海軍（Navy）
と協力して、海軍が使用する航空管制用のSPN-43レーダ
システムを対象に実験を行い、3.5GHz帯のレーダシステム
の近傍でもLTEとWi-Fiが動作することを確認した実証実

験の結果をFCCに提出した。本実験には、バージニア工科大
学（Virginia Polytechnic Institute and State University）
とFederated Wireless［4］がパートナーとして参加した［5］。こ
うして排他的ゾーンは最終的に、当初よりも77％縮小され
た。
　FCCが2015年4月に公表した最新の規則制定提案［6］で
は、二次アクセスを優先アクセス免許（Priority Access 
License：PAL）と定義し3550-3650MHz（100MHz幅）を
配分、全国を約7万4,000地区に分割した地域免許を、チャ
ンネル幅10MHz単位でオークションにより割り当て、免許
期間を原則3年間とすることが提案された。GAAには、
3550-3700MHz（150MHz幅）が割り当てられた。そのうち
3650-3700MHz（50MHz幅）はGAA専用帯域として配分
され、3550-3650MHzは未使用PALがある場合にGAAも
利用することができる。
　PAL及びGAAへのチャンネルの動的割当ては、SAS管
理者［7］が運用するデータベースシステムによって行われる。
SASは、他のSAS、FCCデータベース及び電波環境検知
機 能（Environmental Sensing Capability：ESC）［8］から
の情報に基づき、ある地域において固定局である市民ブ
ロードバンド無線サービスデバイス（Citizens Broadband 
Radio Service Device：CBSD）が利用できるチャンネル
を判断し、その最大許容伝送出力を設定して、CBSDにそ
の情報を伝達する。SASは、CBSDのID情報と位置情報
の登録及び認証を行い、該当するチャンネルでのPALまた
はGAAの利用者によるCBSDの運用を管理する。

図．米国の連邦政府用周波数利用の三層構造

出所：http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast_spectrum_report_final_july_20_2012.pdf

会合報告 スポットライト



ITUジャーナル　Vol. 45　No. 9（2015, 9） 33

5．官民周波数共用検討をめぐる取組み
5.1　商用周波数管理諮問委員会

　米国では、官民間の運用調整や周波数調整などを含む
共用検討は、2004年に商務省が設立した、連邦政府と無
線業界の代表者で構成される商用周波数管理諮問委員会

（Commerce Spectrum Management Advisory Com-
mittee：CSMAC）［9］が行っている。
　例えば、AWS-3オークションでは、その実施に先立ち、
連 邦 政 府 が 使 用 し て い る1695-1710MHz及 び1755-
1850MHzを民間セクターに開放するために、CSMACが、
商用LTEと連邦システムとの間の共用検討を実施した。具
体的な検討は作業班が担当し、既存の連邦政府ユーザを
有害な干渉から保護しながら、民間利用を促進するための
技術的な検討を行い、周波数の使用制限の少ない手法を
提言した。また、官民の周波数共用や官の周波数移転に
ついて、費用対効果の高い方法についても検討を行った。
　作業班での共用検討結果を踏まえ、例えば、1755-1850 
MHzを使用しているアメリカ空軍の空戦訓練システム（Air 
Combat Training System：ACTS）については、表3のよ
うな離隔距離が導出された。

5.2　実証実験のモデル都市の選定

　2010年6月、大統領覚書「Presidential Memorandum：
Unleashing the Wireless Broadband Revolution」［10］にお
いて、高度な周波数共用技術の開発に向けて、NTIAに対し
て、国立標準技術研究所（National Institute of Standards 
and Technology：NIST）、全米科学財団（National Science 
Foundation：NSF）、及び各連邦省庁との協力が指示された。
また、2012年のPCAST報告書では、周波数の動的共用を
テストするため、都市部での実証実験が勧告された。
　NTIAによると、2012年時点で、価値の高い周波数の約
43％は連邦政府が保有しており、これらをさらに有効活用
する手段を探るために、周波数共用テストを実施する必要
があるとしている。これまで周波数を共用するためのコグニ

ティブ無線技術は、米軍基地やコンピュータラボ、ルーラ
ル地域など、限られた範囲でテストされてきた。しかし、
実際の影響を測定するには、多様なユーザが周波数を共用
することになる都市部で、周波数の動的共用をテストし、
高度な周波数共用技術の実証・評価を実施することが不
可欠となっていた。NTIAによれば、最適なテスト場所は、
多様なユーザが想定でき、学術・研究コミュニティがテスト
に参加できる大都市で、自治体が電柱や公道などを提供
する地域とされている［11］。
　2014年7月、NTIAとFCC工学技術室（Office of Engineering 
and Technology：OET）は、高度な周波数共用技術の実
証実験を行う「モデル都市」の公募に関する意見募集を開
始した［12］。モデル都市を創設するための手段や資金、運
営方法、具体的な共用手段の実証方法のほか、NTIAと
NISTが新たに設立した高度通信センター（Center for 
Advanced Communications：CAC）［13］によるモデル都市
の運営や、同センターが果たす役割などについても意見募
集が行われた。これに対して14の機関［14］が意見提出を行
い［15］、2015年1月にNTIA、FCC及び意見提出者でラウン
ドテーブルディスカッションが実施され、同年4月にはモデ
ル都市について広く意見を得るための公開ワークショップ
が開催された［16］。
　モデル都市での実証実験では、1675-1710MHz、1755-
1850MHz、3550 -3650MHz、5350 -5470MH、5850 -
5925MHzなどの周波数が検討対象となっており［17］、無線
技術の高度化を図るとともに、官民周波数共用の規則策定
につなげることが期待されている。

5.3　国家高度周波数・通信試験網

　2015年3月、商務省とDODは、無線通信チャンネルや周
波数の高度な共用技術の開発を支援するため、研究施設
や試験設備の広範な利用を促進するための新たな協力体
制の構築に向けた覚書を締結した［18］。両省のパートナー
シップ協定に基づき、NTIA、NIST及びDODは6か月以

LTEユーザ設備（LTE user equipment：UE）からACTS受信機までの距離 ACTS送信機からLTE基地局までの距離

ACTSサイト 保護距離見積 最低距離見積 最大距離見積

シーモア・ジョンソンAFB基地 350km

285km 415kmNASキー・ウェスト基地 325km

ネバダ試験・訓練基地（NTTR） 375km

表3．空戦訓練システム（ACTS）保護のための離隔距離

出所：http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/wg5_final_report_posted_03042014.pdf
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内に、高度通信センターのプログラムとして、国家高度周
波 数・ 通 信 試 験 網（National Advanced Spectrum & 
Communication Test Network：NASCTN）［19］を構築する。
NASCTNには、その他の連邦政府機関や民間セクターの
参加要請が予定されており、周波数共用技術の研究開発
に必要な試験、モデリング、分析を実施するための、産学
官が利用できる国の試験網となっている。
　NASCTNの主な役割には、①周波数共用の技術的な可
能性を検証すること、②周波数共用技術の評価基準を構
築すること、③周波数共用のテスト及びモデル分析に係る
アウトリーチ活動を行うこと、④特許や特定の機密に関す
る情報を保護すること、が含まれる。先進的な周波数共用
技術の性能を評価し、共用を可能とする技術的なソリュー
ションを見出すために、NASCTNを活用することで、周波
数共用の技術開発を後押しするとともに、検討中あるいは
将来の周波数政策を広く利害関係者に周知する狙いがある。

6．おわりに
　周波数へのアクセス機会を可能な限り極大化するための
手段としての周波数共用は、今後、我が国においても、政
府に割り当てられている周波数に及んでいくことが予想さ
れる。こうした官民による周波数共用を推進するためには、
公共セクターの抜本的な周波数の割当ての見直し・再編が
不可欠になると見られる。そのためには、省庁の垣根を超
えた国家レベルでの周波数分配を検討・議論するための機
会を設ける必要が出てくるであろう。また、官民周波数共
用を実現するための技術開発や共用検討を行うにあたって
は、米国の取組みにあるように、産学官が活用できる試験
網を政府が構築したり、実際の都市部での実証実験を推
進する施策なども有効となろう。いずれにしても、米国が
推進する官民周波数共用（特に軍用と商用の共存）は、技
術的なハードルの高さに加えて、運用規則などの制度面の
検討も大きな課題となっており、今後の取組みが注目され
るとともに、我が国においても、官民の周波数共用を前提
とした電波割当ての実現に向けて、産学官が協力しながら
技術的・政策的な枠組みを検討しておく必要があるかもし
れない。

（2015年5月 情報通信研究会より）
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1．はじめに
　現在、世界各国では地上テレビ放送のデジタル化、いわ
ゆる地デジ化が進められています。日本では、岩手県、宮
城県、福島県を除く44都道府県でアナログ放送を予定通り
2011年7月24日に、震災により延期した東北3県でも2012年
3月31日に終了して地デジ化を完了しましたが、他の国々で
は、日本と同様すでに完了した国、アナログ停波を目指し
ている国、まだ地デジ放送を開始できていない国など状況
は様々です。
　日本の地デジ方式（ISDB-T）採用国の一つであるフィリ
ピン共和国では、本格的な地デジ放送を開始するために、
現在まさに各方面による取組みが行われているところで、
2015年1月1日に 地デジ 放 送 のため の 規 則 であるIRR

（Implementation of Rules and Regulations）が発効し、
地デジの開始に向けた土台が整いつつあるところです。
　地デジ化のためにやるべきことはまだまだ多々あります
が、さっそく一部の放送事業者による商用地デジ放送が開
始されたり、店頭に地デジ対応受信機が並ぶようになった
りと状況は目まぐるしく変化しており、日本の各企業からの
関心も高まっています。
　そこで本稿では、活況を見せるフィリピンの地デジ化の
最新動向と今後について、ご紹介いたします。

2．フィリピン政府の取組み
　地デジ化は、言うまでもなくその国にとって非常に大きな
イベントであり、放送事業者による地デジ放送や、国民へ
の受信機の普及などが円滑に行われるよう、各種の制度整
備や周知広報活動といった様々な局面で政府による強い関
与が不可欠です。
　フィリピンの場合は、その中心的な役割を担うのが、国
家電気通信委員会（NTC：National Telecommunications 
Commission）と科学技術省（DOST：Department of Science 
and Technology）です。放送及び電気通信分野における
規制監督等を担う独立規制機関であるNTCは、地デジに
関するチャンネルプランの策定や各種制度整備を行い、DOST
は、情報通信技術関連の政策立案を担う情報通信技術局

（ICTO：Information and Communications Technology 

Office）が中心となって、アナログ停波時期を含む地デジ
移行計画の取りまとめを行っています。

2.1　実施細則（IRR）の策定

　地デジ放送を開始するにあたり、政府機関への免許申
請や周波数割当ての方針など、各放送事業者が順守すべ
き取決めが必要となります。フィリピンでは、NTCが公布
するIRRがそれに当たります。
　NTCはIRR策定のため、長きにわたってDOSTなど他の
政府機関やフィリピン放送事業者連合（KBP）、各受信機
メーカといった関係方面との議論を重ねてきました。2014年
9月に開催された公聴会の後も、更に数か月にわたり粘り強
い議論が続けられ、ついに12月16日、地上デジタルテレビ
放送のための実施細則として公布され、翌2015年1月1日に
発効という運びとなりました。

2.2　受信機規則の策定

　IRRによると、地デジ受信機に係る規則は別途定めるこ
ととされています。

佐
さ

藤
とう

　岳
たけ

文
ふみ

総務省　情報流通行政局 放送技術課

フィリピンにおける
地上デジタルテレビ放送の現状

地上デジタルテレビ放送のための実施細則（IRR）（抜粋）
• ISDB-Tを地デジサービスの唯一の標準方式とする
• VHF帯でアナログ放送を実施する者には、IRR施行後1年以内

にデジタル放送を開始することが義務づけられ、NTCが指定す
る時期までアナログ停波は認められない

• UHF帯のアナログ放送実施者は、デジタル放送に直接切替え
ることができ、切替えに先立ち1か月以上前から視聴者への告
知を行う

• HDTV、SDTVの組合せによりサービスを提供できるが、変更
にはNTCの承認が必要となる

• 地デジの特性を生かした番組やHDTV番組の提供が推奨される
• 地デジ移行期間において、マニラ首都圏では、既存のアナログ

テレビ放送事業者以外による地デジ放送サービスの申請は認め
られない

• アナログ停波の時期は、地デジ開始の5年後に、地デジ移行
の進捗にしたがい検討する

• 各放送事業者は少なくとも1つの無料放送を行わなければならない
• 本IRR施行後のアナログTV放送の新規申請は認められない
• デジタル放送サービスには512-698MHz（21-51ch）の周波数

帯を割り当てる（470-512MHz（14-20ch）の地デジへの割当
てについては、別途公示する）

• 6MHz帯域がサービスエリア毎に認可された地デジサービスに
割り当てられる
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　この規則は、受信機の技術規格のみならず、どのような
機能の具備を、いつから、どのように義務付けるか、また、
受信機の販売にあたっての表示（地デジ対応／非対応など）
といった事項を規定するもので、各受信機メーカのみなら
ず、やはり放送事業者や各政府機関にとって重大な関心事
項となっています。
　 その関 心 事 項の 一 つが、 緊 急警 報 放 送（EWBS：
Emergency Warning Broadcasting System）とデータ放
送（BML）というISDB-Tの機能です。
　フィリピンでは、台風や火山活動といった自然災害への
対応が課題となっており、非常時に警告を伝えるEWBSや、
豊富な情報を提供するBMLといった機能に高い期待が寄
せられています。そして、今年（2015年）3月に公表された
地デジ受信機規則の案にも、これらの機能に関する記述
があります。
　受信機規則については、今年、2度にわたり公聴会が開
かれるなど、NTCが中心となり現在も活発な議論が行われ
ています。地デジ受信機の円滑な普及のため、規則の早期
策定が待ち望まれています。

2.3　周波数の割当て

　フィリピンでは多くの放送事業者がテレビ放送を行ってお
り、特に首都マニラ周辺では、20近くの放送局がひしめき
合っています。そのため、日本のようにすべての放送局が
デジタル放送とアナログ放送を同時に放送すること（いわゆ
る「サイマル放送」）は不可能です。そこで、IRRにあると
おり、一部の放送局についてはアナログ放送からデジタル
放送への直接移行（いわゆる「一夜切替え」）を行うという
対応がとられようとしています。
　ただし、「一夜切替え」では、並行してアナログ・デジタ
ル二つの放送をする必要がないことによる運用コスト面での
メリットはあるものの、地デジ対応受信機がまだ十分に普及
しないうちに地デジ化をすると、それまでの視聴者が離れ
てしまうという事業面でのリスクがあります。このため、多く
の放送事業者はサイマル放送を望むことが推察されます。
　そこで、フィリピン政府がとろうとしている方策が、こちら
もIRRに記載のある、周波数の追加割当てです。470MHz
から512MHzという周波数帯域は、日本や他の多くの国々
ではテレビ放送に使われていますが、フィリピンでは現在、
別の業務に使用されています。この帯域を放送業務に割り
当てることで、前述のような状況が改善されることが期待さ
れ、現免許人を含む関係者との調整が行われています。

3．総務省、DiBEGの取組み
　地デジ化のための放送方式について、フィリピンが2013年
11月に現在のアキノ政権において地デジ日本方式（ISDB-T）
の採用を表明してから1年半が経ちました。
　フィリピンの放送事業者にとっては、ISDB-Tの技術はお
ろか、地デジ化そのものが全く新しい取組みとなります。
制度整備、チャンネルプランの策定、技術者の知識涵養と
いった様々な課題へのフィリピンへの支援・助言について、
総務省は、一般社団法人電波産業会（ARIB）のデジタル放
送普及活動作業班（DiBEG：Digital Broadcasting Experts 
Group）の協力を得ながら精力的に取り組んできました。
　DiBEGは、ISDB-Tの国際的な普及を目的として各放送
事業者やメーカ等の協力のもと1997年に発足し、中南米等
におけるISDB-Tの採用や、その後の地デジ化の支援にお
いて重要な役割を果たしてきた専門家グループです。後述
するように、同グループはフィリピンの地デジ化においても
多大な貢献をしてきました。

3.1　共同作業部会

　フィリピンの地デジ放送の円滑な導入を目的として、日比
政府間で設けられた会合が、日比共同作業部会（Joint 
Working Group）です。NTCと総務省との間で共同作業
部会をこれまで6回にわたり開催し、様々な議題について
議論してきました。
　共同作業部会では、IRRなど前述の各課題について、
NTCが関係者との議論を行うにあたり、議論を円滑に進め
るために有益となるような助言や情報提供を行ってきました。
　当然ながら、日本とフィリピンでは多くの点で事情が異
なるため、時間をかけて情報や意見を交換し、フィリピン

写真1．共同作業部会の様子
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側の状況を踏まえた助言等をすることが重要となります。
　共同作業部会は、今後も継続的に開催する予定です。

3.2　ISDB-T技術規格の策定支援

　各放送局が地デジを始めるにあたり、各放送局による放
送と各世帯での受信が適切に行われるよう、技術的な仕様
を定めた技術規格が必要となります。日本ではARIBの標
準規格や技術資料がそれに当たります。中南米でも
SBTVD（Sistema Brasileiro de Televisão Digital）フォー
ラムにおける検討を経て、ABNT（Associação Bra-sileira 
de Normas Técnicas）標準が策定されました。
　フィリピンでは、NTCが公布するIRRに技術規格を盛り
込むこととなりましたが、ARIB標準をそのまま適用すれ
ば良いというわけではありません。例えば、日本では映像
圧縮方式にMPEG-2が使用されていますが、他のISDB-T
採用国では、より圧縮効率の高いMPEG-4（H.264）とい
う方式が使用されています。また、前述のABNT標準も、
データ放送の形式などが異なるため、そのままではフィリ
ピンに適用できません。
　そこで、DiBEGにおいて、既存のARIB標準及びABNT
標準等に基づいて、フィリピン向けのISDB-T標準の案を
策定し、共同作業部会の場でNTCに提案をしました。そ
の結果、2014年12月に公布されたIRRによって規定されて
いるISDB-T標準は、DiBEG策定による日本提案を踏襲し
たものになっています。

3.3　技術セミナーの開催

　フィリピンにISDB-Tを導入するにあたっては、送受信の
技術のほか、多重化、スタジオ、受信アンテナ、データ放送、
ワンセグ／電子番組表／緊急警報放送（EWBS）といった
ISDB-Tに関する各技術について知ってもらうことが不可欠
であり、こうした知識の涵養も、重要な支援の一つです。

　DiBEGでは、2014年に首都マニラで2回、2015年にはセ
ブにおいて、日本の技術者による技術セミナーを開催し、
それぞれの分野の技術や地デジの経験等についての講演
を行いました。いずれも現地の放送局技術者を中心とした
関係者から数多くの参加者を得て大変好評を博しました。
　これらの取組みが評価され、2015年3月のNTCコルドバ
委員長の訪日に合わせて行われたDiBEGとの意見交換の
際には、これまでの同グループの協力に感謝する旨の感謝
状がコルドバ委員長よりDiBEG渡辺議長（当時）に贈られ
ました。

4．放送事業者の動向
　IRRの公布・発効を受けて、フィリピン国内では、各放
送事業者による試験放送の実施や設備の調達など、デジタ
ル化に向けた準備が着 と々進められています。ここでは、
特に取組みが顕著な3大民放の動きをご紹介します。
　最も動きが速かったのは、民放大手のABS-CBNです。
同社は、2015年2月11日に、地デジによる商用サービスの
開始を大々的にアナウンスするイベントを実施し、更に、地
デジの受信に必要なセットトップボックス（STB）の販売を
開始しました。
　また、5月2日に行われた、パッキャオ選手（比）とメイウェ
ザー選手（米）による世界ウエルター級王座統一戦では、
試合の生中継放送をペイ・パー・ビューにて提供しました。
　このように、同社は無料放送での広告収入のみならず、
受信機の販売や有料放送といった多面的なビジネスを展開
しています。
　現在、デジタル放送のカバーエリアは、マニラ首都圏の
ほか、ルソン島の一部、セブの一部となっていますが、今後、
ビサヤやミンダナオといった他の地域への展開に、約5億ペ
ソ（約13億円）の投資を行うと発表しています。
　ABS-CBNと並ぶ大手放送局GMAは、実に30億ペソ（約
80億円）の投資計画を発表しました。最近では、ルソン島
南部やミンダナオ島北部といった地域で送信機を更新する
など、放送網の整備を着実に進めています。また、やはり
独自の受信機を販売するとのことで、「ABS-CBNのSTB
の価格である2,500ペソ（約6,500円）よりずっと安くなる」と、
対抗心を露わにしています。
　大手民放のTV5も同様に、今後5年間で7億ペソ（約18億
円）という投資を発表しています。また、「ただエリアを広
げるだけでなく、室内でも良い受信環境を実現したい」と、
先の2社とはまた違った姿勢が見られます。

写真2．（左）技術セミナーの様子
（右）NTCコルドバ委員長からDiBEGへの感謝状
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5．受信機メーカの動向
　前述のとおり、既に放送事業者が独自の受信機を開発
する動きがあるほか、各メーカによる受信機も開発されてお
り、店頭に並び始めています。
地デジ受信機規則に関する議論においてEWBSやBMLに
関する検討が行われているところですが、そんな中、シャー
プは、早くもフィリピンで初めてとなるEWBS（自動起動機
能を含む）やBMLに対応するテレビの販売を開始しました。
店頭でもその旨をアピールする広告を見ることができます。
　ただし、フィリピンにおいて、これらの機能を含む受信
機はまだ他にはありません。今後、EWBSやBMLによる
便益が広くフィリピン国民に行き渡るためには、これらの機
能がより多くの受信機で具備されるよう、メーカへの奨励
策や、消費者への周知・意識啓発といった取組みが重要と
なります。

　なお、シャープのテレビについては、アフリカのISDB-T
採用国であるボツワナでも販売されるとのことです。同国
では、2015年6月に一部地域での地デジ放送が開始され、
今後地デジ受信機の需要の増加が見込まれています。
　テレビ放送では、1チャンネル当たりに使用される周波数
幅が国ごとに異なっており、地デジ放送を受信するために
は、受信機がその国の周波数幅に対応している必要があり
ます。日本やフィリピンの周波数幅が6MHzであるのに対
し、ボツワナは8MHzとなりますが、同社のテレビは、こ
れらの両方に対応しています。現在ボツワナで実施されて
いる地デジ広報活動においても、このテレビが活用されて
います。
　LG、Haier、Hisense、TCLといったその他のメーカも、次々
とISDB-T対応テレビを打ち出しています。
　そのような中、フィリピンの家電量販店の店頭の、地デ
ジの広告やプロモーションムービーで特に目を引くのが、
DÉVANTという日本ではあまり馴染みのないブランドです。

　「フィリピン初の地デジ対応テレビ」を標榜し、かなりの
スペースを割いて地デジのメリット等をアピールしています。
一般市民の地デジへの意識啓発という面ではありがたい取
組みです。
　ただし、全体としては、地デジ対応受信機の品揃えも店
頭でのアピールも、まだ緒についたばかりという様子です。
今後、より多種多様な地デジ受信器の開発・販売が進めら
れることが期待されます。

6．おわりに
　ご紹介したとおり、現在のフィリピンの地デジ化の活況
は、フィリピン政府や放送事業者等による長きにわたる努
力と、多くの関係者の協力を得ながら行ってきた日本から
の支援のたまものと言えます。
　ただし、全体のプロセスで見ると、地デジ化はまだ始まっ
たばかりです。今後も様々な課題が想定されますが、総務
省は引き続きフィリピンの地デジ完全移行を目指し、支援
を行って参ります。

写真3．（左）シャープによる地デジ対応テレビ販売の様子
（中）EWBS、BML対応をアピールする冊子
（右）卓上POP

写真4．ボツワナでの地デジ広報活動の様子

写真5．DÉVANT（左）、LG（中上）、KONKA（中下）、Hisense（右）に
よる地デジ対応をアピールするPOP

会合報告 スポットライト
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1．概要
　理事会は、全権委員会議の会期の間のITUをめぐる環境
変化に対応するため、広範囲な電気通信政策問題を検討す
ることを任務として毎年開催されるものである。2015年次
ITU理事会は、昨年開催された第19回全権委員会議（4年
に1回開催。ITUの最高意思決定機関）後初の理事会であり、
ITU加盟国（193か国）のうち理事国である48か国が参加し、
ITUの重要課題について審議が行われた。とりわけ、本理
事会においては、2014年から2015年までのITUの年次活動
及び戦略計画履行の進捗状況及び2016年から2017年まで
のITU予算（案）について詳細に審議された。
　今次理事会の議長は、慣例に基づき昨年（2014年）の
理事会副議長の韓国（MIN Wonki氏）、副議長は昨年の
特別理事会にて選任された米国（Julie ZOLLER氏）となり、
また、Standing Committee（ADM）の議長はポーランド

（Marcin KRASUSKI氏 ）、 同 副 議 長 は 米 国（Vernita 
HARRIS氏）が昨年に引き続き務めることとなった。
　今次理事会の個別主要課題の結果については、次項で
報告する。

2．個別主要議題の対処結果

2.1　一般的な政策、戦略及び計画

（1）WSIS成果の実施にかかるITUの役割に関する作業部

会報告（文書8）

　ロシアが主張していたWSISレビューに向けてITUが
様々な活動をしていくべき、との意見（理事会決議1334）、
米国が主張していた同決議の削除、その両方の提案は取
り下げられ、2014年秋の全権会議の結果に基づき、当該
決議を最小限の現行化を行うことで合意した。
　また、米国が主張していた理事会決議1332の修文につ
いては、全権会議の結果に基づき、当該決議を最小限の
現行化を行うことで合意した。

（2）インターネット関連国際公共政策課題に関する作業部

会報告（文書13）

　オープンコンサルテーション会合の実施時期について、

理事会インターネット作業部会の直前に開催することで合
意が得られた（日米欧友好国の意見）。
　ただし、その他の時期に追加的に会合を開くことは妨げ
ないこととされた。また、各国から出された、会合の実施
時期以外に関する提案は議長からの要請により全て取り下
げとなった（決議1344）。
　更に、ロシアから出された、政府が国際インターネット
公共政策を作る必要性、などを含む決議1336の修正案は、
現行化のみを行う最小限の修正で合意した。

（3）6言語使用に関する理事会作業部会報告（文書12、

55、86）

　6言語使用に関する理事会作業部会（CWG-language）
に関して、同作業部会の副議長、ロシア及びUAEより説
明があり、ITUウェブサイトにおけるレベル0及びレベル1
の情報に関しては、6言語それぞれの言語に翻訳される必
要があることが強調された。また、アウトソーシングやリ
モート通訳・翻訳などのコスト削減策の検討も要請された。
　コスト削減においては、翻訳の質を落とさないことに注
意することが強調されたものの、基本的には、それぞれの
提案に対して多くの支持が表明された。このため、理事会
決議1238を廃止し、6言語使用に関する理事会作業部会の
継続を求める新決議及び同作業部会のTerms of Reference

（ToR）が採択された。
　併せて、2016年に開催されるCWG-languageの会合まで
に、6言語翻訳の履行状況、翻訳の質を測定するための指
標及び翻訳の費用負担などに関して報告するよう事務総
局長に求められた。

（4）宇宙資産議定書に基づく国際的登録機関の監督機関

としてのITUの役割（文書26）

　2014年ITU理事会及び2014年ITU全権委員会議で行わ
れたケープタウン条約の宇宙資産議定書に基づく国際的
登録機関の監督機関としてのITUの役割に関する議論を
フォローアップするとともに、第3回登録機関設立準備委
員会（2014年9月）について現状報告された。

2015年次ITU理事会（5/12-21）結果概要報告
総務省　情報通信国際戦略局 国際政策課

会合報告 会合報告
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　ITUが監督機関に関心を表明すること自体には多くの支

持が寄せされたものの、本件に関しては更なる検討が必要

との意見が大勢を占めた。なかでも、今後の日程が不透明

である点、監督機関としてどの程度の資源が必要なのか不

明な点が指摘された。

　このため、まず事務局がこれまで各国から提起された疑

問を考慮した上で文書を準備し、その報告を踏まえた上で

2016年理事会において再度議論し、最終的に2018年全権

において判断することで今後検討を進めていくことが合意

された。

（5）2015-2018年ITU事業計画（文書28、29、30、31）

　事務総局次長より、ITU3局全体にまたがる業務計画に

ついて説明されたあと、各局の代表者よりそれぞれの局に

関する業務計画の説明がなされた。

　審議においては、ITU地域事務の役割及び活動の強化、

result-based managementの強化、財政計画と戦略計画の

連携強化といった点に議論が集中した。

　また、事業計画においてoutputとoutcomeの間で一部重

複が見られるため、今後重複を解消することや、ITUの

3アドバイザリーグループ（RAG、TSAG、TDAG）の意

見を事業計画に反映することを今後も継続することが強調

された。

　事務総局長より2016年事業計画はこれらすべての意見

を考慮した上で策定することが約束され、事業計画は承

認された。

　その他、ITU4か年計画を実行するために、既存の事務

手続きの範囲内において柔軟な対応を事務総局長及び事

務総局次長に認めることが合意された。

2.2　ITUイベント

（1）2016年、2017年及び2018年の理事会の日程（文書2）

　当初理事会は、2016年、2017年及び2018年の理事会通

常会合の日程を表の「当初日程案」で承認するよう求めら

れていたが、一部の国より宗教上の諸事情及び他のITU会

合の日程を考慮して期間を変更する旨要請された。

　また議長からは、将来理事会は1日会期を短縮し、財政

に関して審議する年は会期を8日とし、それ以外の年は会

期を7日とすることが提案され、理事会において承認され

た。

　以上のことを考慮した上で、事務局より再度調整された

日程（案）が理事会最終日に提案され、表のとおり理事会

において採択された。
表．理事会通常会合の日程

開催年度 当初日程案 採択された日程

2016年 7月13日～ 7月22日 5月25日～ 6月 2 日

2017年 7月 4 日～ 7月14日 5月15日～ 5月24日

2018年 3月20日～ 3月29日 4月19日～ 4月27日

（2）2015年世界電気通信・情報社会の日のテーマ（文書17）

　毎年5月17日に開催されるITUのイベントの一つである

「世界電気通信・情報社会の日（WTISD）」は、1969年以

降毎年開催され、そのテーマは理事会で決定されており、

2016年（WTISD-16）のテーマとして「ICT entrepreneurship 

for social impact」が提案された。

　事務局（案）に多くの支持が表明されたものの、一部

文 言 の 修 正 提 案 が 認 め ら れ、2016 年 の テ ー マ は

「Telecommunication/ICT entrepreneurship for social 

impact」とすることで合意された。

2.3　その他の考慮すべき報告

・戦略計画の実施及びITUの活動に関する報告（文書35）

　本文書は、前回開催された理事会以後の2014年6月から

2015年2月までを対象に、ITUの年次活動及び戦略計画履

行の進捗状況をハイライトしたものであり、理事会におい

ては事務総局次長より報告され、特段議論なく承認された。

2.4　その他事項

・廃止する理事会決議及び決定（文書3）

　これまで、理事会通常セッション終了後実施された理事

会決議、決定は廃止され、理事会の決議、決定集から除

かれている。今次理事会において、23の理事会決議、決

定の廃止が事務総局長から提案され、本年も特段意見無

く採択された。

2.5　管理事項

（1）収入と支出（文書9）

　ITU条約第73号（理事会は、収入及び支出の年次検討

を行う旨規定）に従い、2014年から2015年の間に履行され

会合報告 会合報告
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た予算のうち、主に収入と支出に関して報告され、特段の

異論もなく採択された。

　報告によると、2015年3月24日現在で、2014年度の収入は実

績値でCHF159.3millionが見込まれ、支出はCHF155.3million

が見込まれる。このため2014年度はCHF4millionの黒字が

見込まれている。（※CHF：スイスフラン）

　2014年度における黒字発生の主な要因はITU事務局によ

る継続的な効率化策が奏功したとされ、事務局としては更

なる支出削減のために効率化を引き続き継続するとのこと。

（2）2016-2017予算案（文書10、48、60、73、97）

　事務局より、2016年から2017年までのITU予算（案）が

文書10に基づき提案された。予算案は予備勘定からの引

出しなしで均衡するよう策定されており、2 年間で計

CHF321.3millionとされた。これは前2年の予算と比較して、

CHF9.7million縮小した。

　予算（案）には、当初 2018 年開催予定とされていた

WTDC-17に必要な予算も含まれている。これは、本来

2018年に予定されていた支出を2017年に支出することを意

味するため、WTDC-17に必要な額（CHF2.45million）だ

け予備勘定から予算を割り当てるとされた。2018-2019予

算に予定されていたものを2016-2017予算に振り替えるの

みで、2014年全権で認可された4年間トータルでの予算額

には直接影響しない。

　多くの国より均衡予算案と効率化の継続に関して謝辞が

述べられ、2016年から2017年までのITU予算（案）は認可

された。

　ただし、一部の国より、構成国からの分担金の増加、追

加的な収入源及びITUメンバーの増加を検討することが重

要であると強調された。また、ITU-RにおけるBudgeted 

postsの削減は業務に支障をもたらすため、更なる削減を

控えるように求められた。

　また、国際電気通信番号資源（INR）への課金について

も別途議論されたところであるが、各国より課金に対して

多数の疑問が呈され合意が極めて難しいため、今次理事

会において判断を下すには時期尚早であり、今後の更なる

検討事項とされた。

　今後INRへの課金に関する審議は、理事会作業部会（10月）

において引き続き検討され、更に議論が必要となった場合

は、ITU-TのSG2（2016年1月）及びSG3（2016年2 ～ 3月）

においても検討するとされた。

　SG2及びSG3で検討される場合、SG2での結果は理事会

作業部会（2016年2月）において、SG3での結果は2016年

理事会前に開催される特別会合において、それぞれ再度

検討される。

（3）外部監査の任期更新（文書5）

　2012年から2015年までの4年間のITU財務諸表を対象と

した外部監査の任期が2016年6月30日をもって終了するた

め、財政規則第28条のパラグラフ2に基づき、外部監査の

任期を2017年まで延長することの承認が理事会に求めら

れ、特段異論もなく承認された。

　ただし、一部国より外部監査の任期の延長期限に関して

事務局に疑問が呈された。事務局によると、同一監査機関

による外部監査の任期は最長で8年とされており、最初の

契約は4年で以後2年ごとに更新するか検討することが求

められているとのこと。

（4）国連共通システム下のサービス条件の変化（文書42）

　全権委員会議決議46に基づき、ITUの選挙職である事

務総局長、事務総局次長及び3局長（T、D、R）の給与に

ついて、2014年12月29日に第69回国連総会で採択された決

議69/251を反映させた形で定めるよう提案され、本文書の

Annex Fに添付された決議（案）は承認された

（5）財務分析の必要性に関する日本提案（文書67）

　ITUの財務状況を客観的に把握するためには、主要な

財務指標を用いた国際機関間の財務状況を比較する財務

分析が極めて有益であるため、外部監査に対して、これ

までの監査報告に加え主要な財務指標を用いた国際機関

間の財務分析に関する報告を外部監査報告書において実

施する旨、我が国より提案した。本提案に対し、米、豪、加、

韓など多数の国から賛意が示された一方で、国際機関間

の財務分析において使用する財務指標の選定及び比較対

象となる国際機関の選定について更なる検討が必要である

との意見が出された。

　このため、今次理事会での日本提案の採択は見送られた

ものの、事務局は外部監査と協力した上で日本提案（提案

された財務指標も含む）を検討しその結果を次回開催予定

の理事会作業部会（CWG-FHR）に報告するよう命じられた。

会合報告 
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（6）独立管理諮問委員会委員（IMAC）勧告の期限に関す

る日本提案（文書68）

　2014年IMAC報告書によると、2013年までにIMACより

提案された8の勧告の内1勧告のみ履行された。IMAC勧告

の重要性に鑑み、我が国よりIMACの勧告の履行を促進す

るために、それぞれの勧告に期限を設定する旨提案したと

ころ、米、スペイン、メキシコなどの国より、各勧告の履

行状況をフォローアップする必要性に賛意が示された。一

方で、各勧告の期限を設定する主体に関しては、我が国

より提案したIMACよりも事務局の方が適しているといっ

た意見や、各勧告をその重要度（risk）に応じて分類した

上で期限を設定すべきといった意見が出されたため、若干

の修正を加えた上で日本提案が採択された。

　具体的には、IMACは、各IMAC勧告の履行状況をフォ

ローするために事務局と相談した上で各勧告の履行期限

を設けるよう命じられた（ただし履行期限の設定が可能で

適切な場合に限る）。なお、これらの措置はこれまでに提

案されたIMAC勧告に対しても遡及される。

会合報告 会合報告
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1．はじめに
　 無 線 通 信 諮 問 委 員 会（RAG：Radiocommunication 
Advisory Group）は、無線通信部門（ITU-R）における
優先順位や戦略の検討、研究委員会（SG：Study Group）
の活動の指針の策定、ITUの他部門との協力や調整の促進
等を行い、無線通信局長（BR局長）に助言することを任
務としている。
　RAG会合は通常年1回開催されており、今会合は、2015年
5月5 〜 8日の4日間の日程でITU本部（スイス・ジュネーブ）
において開催された。出席者は、30か国の主管庁、民間企
業、ITU事務局から約60名であり、我が国からは、総務省、
通信、放送事業者等の民間企業から6名が出席した。
　以下に、主な議題に関する議論の概要について紹介する。

2．2016-2019年ITU-R運用計画
　2014年10 〜 11月に開催されたITU全権委員会議におい
ては、2016-2019年ITU戦略計画が策定されているが、これ
を踏まえ、BR局長より、ITU-Rにおける2016-2019年の4年間
の運用計画案が提示され、本RAG会合において審議された。
　2016-2019年ITU-R運用計画においては、まず三つの目
標として、①ITU構成国等による無線周波数及び衛星軌道
に対する要求の満足（R.1）、②無線通信サービスの全世界
的な接続を高品質かつ適切な価格で提供（R.2）、③無線
通信に関する知識の獲得と共有（R.3）を明確にした上で、
次にそれらの三つの目標に対応する成果指標（outcome）
及び成果物（output）がそれぞれ提示された。
　具体的には、R.1に対応する成果指標としては、国際周波
数登録原簿（MIFR）に衛星網の登録を有する国数、MIFR
に登録される可判定（favorable finding）の割当ての率、
地上デジタル放送へ完全移行した国の比率等が挙げられ、
R.1に対応する成果物としては、WRC最終文書、衛星網の
通告手続の結果、ITU-Rソフトウェアの改良等が挙げられた。

また、R.2に対する成果指標としては、IMT等モバイルブ
ロードバンドの加入数、デジタル放送の受信世帯数等が挙
げられ、成果物としては、ITU-R勧告、レポート、ハンドブッ
ク等が挙げられた。更に、R.3に対する成果指標としては、
途上国の遠隔会議による参加などITU-R活動の参加数等
が挙げられ、成果物としては、ITU-R出版物やセミナー、
ワークショップ等の各種イベントの開催が挙げられた。
　なお、ITU-Rにおける三つの目標に対する予算配分とし
ては、R.1に対して59%、R.2に対して14%、R.3に対して
27%がそれぞれ計画された。
　運用計画案に対する本会合での審議において、イランか
ら、モバイルブロードバンドや固定アクセスの加入数等の指
標は、各ITU構成国等にとっての目標であり、また、地上デ
ジタル放送への完全移行を完了した国数については、各構
成国内の周波数政策に依存するものであり、更に、MIFRの
可判定数の目標については、現実と乖離しているとして、
いずれもITU無線通信局（BR）が運用計画における目標と
して掲げることは不適切との意見が表明された。
　上記の議論を踏まえ、今回のRAG会合においては、運
用計画のcover sheetに提示された概要の中に、「RAGとし
ては、本運用計画案で掲げられた成果指標については、最
も楽観的な想定の下に達成される数値であり、かつITU-R
以外の関係者も関与し、更に各国内の政策や決定によって
も左右される目標であることから、コメントすることが困
難である。併せて、本案で掲げられた宇宙業務関連につい
ても、可判定として登録される割当て数に関する指標が現
実から乖離していることを指摘しておく」旨記述した上で、
2015年理事会に提出することが認められた。

3．ITU-R電子出版物の利用状況
　ITU文書の無料ダウンロードアクセスは、ITU関連文書
を広く一般の方々、とりわけ途上国の関係者に対して容易

無線通信諮問委員会（RAG）第22回会合結果概要
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に利用可能とすることにより、ITUの様々な活動を世界に
向けて広く周知することに貢献している。
　ITU-R関連文書については、2010年ITU全権委員会議決
定により、ITU-R勧告及びレポートが無料ダウンロードの
対象とされ、その後も引き続き、2012年理事会決定による
無線通信規則（RR：Radio Regulations）（2014年までの
試行）、2013年理事会決定による周波数管理に関する
ITU-Rハンドブック、2014年決定によるRR（恒久化）及
び手続規則（RoP：Rules of Procedure）へと無料ダウンロー
ドの対象が順次拡大されてきている。
　BRより、2014年におけるITU-R勧告の無料ダウンロー
ド利用数については、全体で約270万回であり、その中で
Pシリーズ（電波伝搬）勧告の利用が最も多く、次いで
BTシリーズ（放送）、Mシリーズ（移動通信）、SMシリー
ズ（周波数管理）の順番に多く、また、2014年における
ITU-Rレポートの無料ダウンロード利用数については、全
体で約120万件であり、その中でMシリーズが最も多く、
次いでBTシリーズが多いとの紹介があった。
　次に、RRの無料ダウンロードのITU-Rの財政面への影
響について、無料ダウンロードが開始される前の2008年版
RRの有料販売数は4年間で14,870件であったのに対して、
2012年版無料ダウンロード数は、4年間の約半分の26か月
間で18,449件であったが、有料販売数も12,555件あったこ
とから、RRの無料ダウンロードの提供開始が有料販売数、
ひいてはITU-Rの財政に対して何らかの悪影響を与えたわ
けではなく、むしろ有料販売数の増加という好影響をもた
らしているとの分析がBRから紹介された。

4．WRC準備状況
　BRより、2015年世界無線通信会議（WRC-15）の準備と
し て、 ①2015年3月23日 〜 4月2日 に 開 催 さ れ た 第2回
WRC-15準備会合（CPM15-2）について、英語版の場合
860ページに及ぶ最終報告書を承認することができたこと、
②WRC決議第72に基づき6地域でそれぞれ開催されている
WRC地域準備会合について、BRとしても積極的に参加し
支援してきたこと、③WRC-15準備のための国際ワーク
ショップをこれまで2回開催し、第3回ワークショップが2015年
9月にジュネーブにおいて開催予定であることなどについて
紹介された。RAGとしては、これらの会合を成功裏に進め
てきたBRやCPM議長等関係者の努力を高く評価した。
　併せてBRより、現在進行中のWRC-15の準備のための
活動として、2014年ITU全権委員会議において採択された

決議第185に基づき、WRC-15の新議題として審議が求め
られている民間航空機のグローバルフライトトラッキングシ
ステムに対する周波数割当てについて、ITU-Rの関連グルー
プにおける研究が進められていること及びその研究結果が
WRC-15 に対して報告される予定である旨紹介された。

5．ITU-R決議の見直し
（1）決議ITU-R 1-6（無線通信総会（RA）、研究委員会（SG）

等の作業方法）

　決議ITU-R 1-6については、2012年1月に開催されたRA-12
において、読みやすさを向上させるための全体的な構成の
見直しを行うべきとして、RAGに対して作業が要請された。
RAGにおいては、RAからの要請を受け、2012年に開催され
た第19回会合において決議ITU-R 1-6構成の見直しのための
コレスポンデンスグループを設置し、検討を開始した。
　今回のRAG会合では、コレスポンデンスグループからの報
告として、同決議のPART1「作業方法（Working Methods）」
の見直し案においては、ITU-Rのそれぞれの関連会合（RA、
SG、RAG、CPM、SC（手続に関する特別会合）、CCV（言
語に関する調整会合））について、機能（Function）、構成

（Structure）等を明確に定義し整理する案が提示された。また、
PART2「文書作成（Documentation）」の見直し案においては、
現行決議ではITU-R文書のうちレポート、ハンドブック、意見

（Opinions）及び決定（Decisions）の作成、改訂及び削除に
関する承認手続の詳細が明記されていないことから、これらの
文書にそれぞれ対応する承認手続案が提示された。
　なお、コレスポンデンスグループの活動においては、
ITU-R SG5橋本議長（NTTドコモ）より、今回のRAG会
合開催に至るまでの間、これまでの経験に基づき、RA、
SG等において実際に行われている作業方法を踏まえた同
決議の見直し案が積極的に入力されてきたところである。
　今回のRAG会合において、コレスポンデンスグループの
議長（Vallet氏、フランス）から提示された同決議の改訂
案のうち、特にレポート、ハンドブック、意見及び決定に
関する承認手続については、勧告とこれらの文書の性質の
違いに十分留意した上で見直し案の検討をすべきとの実質
的な議論が行われた。
　具体的には、現行決議において、勧告の採択・承認につい
ては、必要な条件が厳格に規定されているのに対して、レポー
トの承認手続については、「各SGは、新又は改訂レポートについ
ては通常コンセンサスに基づき承認する。もし1以上の構成国が
レポートに部分的に反対する場合には、その反対意見をレポー

会合報告 会合報告
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トの関連箇所に記述し、レポート全体に反対の場合は、レポート
のタイトルの直下に反対意見を記述する」との条件が提案され
た。また、ハンドブック、意見及び決定については、「各SGは、
反対意見が表明される場合においても、通常コンセンサスにより
承認する。ハンドブックについては、SGの了解の下にWP会合
においても承認することができる」との条件が提案された。
　今回のRAG会合においては、今回議論された同決議の
改訂案は、RA-15における議論のベースとして提案された
ものであり、各国に対して、今後RA-15開催までの間、本
案に対する検討を更に深めることが奨励された。

（2）決議ITU-R 2-6（CPM）

　CPMレポートの公表時期及びCPM-2への入力文書の提
出期限については、決議ITU-R 2-6において、CPMレポー
ト案の6公用語への翻訳版は、CPM-2会合開催日の2か月前
までに公表される旨規定されているが、一方で、決議ITU-R 
1-6においては、CPM-2への入力文書について他言語への翻
訳を必要とする場合には、CPM-2会合開催日の3か月前ま
でにBRへ提出することが求められている。
　ロシアから、上記の時間差により、WRC地域準備会合にお
いてCPM-2への入力について審議する場合、英語版のCPM
レポートに基づく検討を強いられ、かつ英語以外の言語によ
る入力もできないことから、この時間差を解消し問題の解決を
図るため、CPMレポート案の6公用語への翻訳版は、CPM-2
会合開催日の4か月前までに公表すべきとの提案がなされた。
　今回のRAG会合においては、本件についてBRにおける
事務作業量も勘案する必要があることから、BRとオフライ
ンディスカッションを経た上で、CPMレポート案の6公用語
の翻訳版は、CPM-2会合開催日の3か月前の公表に前倒し
た上で、CPM-2への入力文書の提出期限を2か月前までに
遅らせることが適当とした上で、本修正案をRA-15におい
て審議することが合意された。
　このほか、韓国からは、CPMレポートの分量をできるだけ少
なくすべきとの観点から、各議題を満足する方法（Method）
ごとに記述されるメリット（Advantage）及びデメリット

（Disadvantage）の数をそれぞれ3に制限するとした同決議の
原則を維持した上で、メリット・デメリットに各Methodの賛否
の意見を記述することをやめ、単に事実関係のみで構成すべき
との寄与文書が提出された。しかしながら、今回のRAG会合
においては、韓国による上記の提案は十分な理解が得られな
かったことから、韓国がRA-15に対して各国の意見を考慮して
本改訂提案を直接入力することは妨げないとの結論となった。

（3）決議ITU-R 5-6（各SGの作業プログラム）

　前回RAG会合において、韓国より、研究課題の有無による
研究の区別及び研究課題のない研究の加盟国への周知方法
について定めるべきとの提案が提出された。これに対して、
我が国からは、2015年2月に開催されたAPT WRC-15準備会
合等の機会を捉えて韓国と意見交換、調整を行い、合意した
結果を我が国と韓国との共同提案として今回のRAG会合へ
提出することとした。共同提案の内容としては、決議ITU-R 
5-6中に「研究課題を有さない」研究について明示した上で、
研究課題を有する研究と有さない研究との間の基準は、研究
会期を超えて研究を継続するか否かであり、会期を超える場
合には、RAにおいて研究課題を承認する必要がある（決議
ITU-R 1-6の脚注の記述と同じ）との脚注を追加する提案を
行った。同時に、研究課題を有さない研究の周知方法として、
ITUウェブページの活用等が考えられる旨併せて提案した。
　今回のRAG会合においては、決議ITU-R 1-6と5-6との記
述の整合をとる必要があるため、日韓両国に対して、改め
てRA-15に対する直接の入力が奨励された。

（4）決議ITU-R 15-5（SG等の議長職及び副議長職の任命

及び任期）

　SG議長及び副議長の任期及び任命手続は、決議ITU-R 
15-5に記載されているが、一方、SG傘下のWPの議長、副
議長の任期及び任命についての手続は、同決議に記載され
ていない。このため、韓国からWP議長の任期をSG議長及
び副議長と同様、最大2会期に限定することを決議ITU-R 
15-5において規定すべきとの見解が入力された。
　韓国の見解に対して、イラン、オーストラリア、スウェーデン、
ロシア等から、WP議長は特に専門的知識が求められる中で最
適な人材がWP議長を務めるべきとの観点から、WP議長の任
命については、各SGの判断に任せるべきであり任期を設ける
のは適切ではないとの意見が表明され、支持を集めなかった。

6．他部門との連携
　ITU-Rと他部門との連携に関しては、決議ITU-R 6-1により
電気通信標準化部門（ITU-T）との連絡及び協調について、
また、決議ITU-R 7-1により電気通信開発部門（ITU-D）との
連絡及び協調についてそれぞれ規定されている。一方、最近
のセクター間に共通する重要課題の増加を背景として、2014年
ITU全権委員会議において、ITUの3セクター間の協調に関
する戦略を定めた決議第191が採択されており、更に、2014年
世界電気通信標準化総会（WTSA-2014）及び2014年世界
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電気通信開発総会（WTDC-2014） においても、同様にセク
ター間の協調に関する決議が採択されているところである。
　上記を背景として、ITU-Tにおいては電気通信標準化諮問
委員会（TSAG）より、またITU-Dにおいては電気通信開発
諮問委員会（TDAG）よりそれぞれRAGに対して、ITUのセ
クター間コーディネーションチームの検討事項（ToR：Terms 
of Reference）案及び当該チームが扱う各セクター共通の関
心事項案について提案するリエゾン文書が送付された。
　RAGにおいて、これらのリエゾン文書及び関連寄与文
書について審議した結果、TSAG及びTDAGから提示され
たリエゾン文書に必要な修正を加えた上で、当該チームの
ToR案及び関心事項案として、TSAG及びTDAGに対して
リエゾンバックする文書を承認した。
　また、特にITU-Tとの関係については、2012年に開催さ
れたRA-12及び第19回RAG会合において、両セクターの共
通関心事項について連携して研究を推進すべきとの寄与
文書が提出されたことをきっかけとして、第19回RAG会合
において、決議ITU-R 6-1（電気通信標準化部門との連携
及び協力）の見直しに関するコレスポンデンスグループが
設置され、本RAG会合において、同グループより、特定
の課題について検討するセクター間ラポータグループの作
業方法案を提案する決議ITU-R 6-1の改訂案が提示された。
　併せて、SG6（放送業務）議長より、既にITU-T SG9（映
像・音声伝送及び統合型広域ケーブル網）及びSG12（性能、
サービス品質及びユーザ体感品質）との間で、三つのセク
ター間ラポータグループ（IRG-AVQA：音声映像品質評価、
IRG-AVA：映像メディアアクセシビリティ、IRG-IBB：統
合ブロードバンド放送システム）が設置されているところ
であり、決議ITU-R 6-1の改訂案をRA-15において採択す
べき旨提案するとともに、より効率的なセクター間の協調
方法について更にITU全体で検討すべき旨強調された。
　今回のRAG会合において審議した結果、提案された決
議ITU-R 6-1改訂案については、RAGとして合意するとと
もにRA-15に送り審議することを承認した。

7．BR情報システム
　2012年に開催された第19回RAG会合において、BR局長
に対して、ITU-R勧告等を周波数や無線業務ごとに検索で
きるデータベースの構築が要請された。我が国は、本活動
を支援すべく2014年3月に資金拠出を行うとともに、2014
年に開催された第21回RAG会合において、データベース
を構築する上で考慮すべき機能を提案する寄与文書を入

力するなど継続的に活動を支援してきた。
　今回のRAG会合では、BRからデータベースの構築の進
捗状況の報告及びデータベースのデモンストレーションが
行われた。BRはこれまでデータベース機能の向上、多様な
検索手法の提供、利用者の要求への対応に向けた検討を
行ってきており、現状のデータベース構築状況として、
ITU-R勧告については、対象周波数、クロスリファレンス（RR
参照引用）、無線業務等を条件とした検索を行うことが可能
であり、ITU-R研究課題については、担当SG/WP、承認さ
れた年、カテゴリー等を条件とした検索を行うことが可能
である旨報告された。併せて、今後は、ITU-R勧告及び研
究課題の検索機能の更なる発展に向けた取組みを行うとと
もに、ITU-Rレポート、決議及びハンドブックのデータベー
ス構築に向けた検討を進める予定である旨報告された。
　これに対して我が国からは、寄与文書の入力により、BR
のこれまでの活動を支持すると同時に、BRに対して、本
データベースの更なる利便性向上や将来の拡張性のため
の取組みを要請したところ、RAG議長や各国からは、我
が国の継続的な支援に対して謝辞が述べられた。
　今回のRAG会合においては、BRに対して、日本提案を踏
まえつつ本活動を継続していくよう要請するとともに、BR局
長に対して、ITU全体としてデータ検索をより容易にしてい
くため、ITU内における本ノウハウの普及やより多くのメン
バーが本ツールを利用できる方法を検討するよう要請した。
　なお、本プロジェクトは、2016年内の完了を予定している。

8．おわりに－RA-15に向けて－
　2015年10月26 〜 30日にスイス（ジュネーブ）において開
催されるRA-15においては、最も重要な課題の一つとして、
各SGの議長、副議長の選出があり、日本からもできるだけ
多くの議長職、副議長職が選出されるよう、RA-15開催期
間中のみならず、RA-15に至るまでの他のITUやAPT等の
国際会合において、積極的に各国及びITU関係者への働き
かけを行う予定である。
　更に上記に加えて、RA-15においては、今回のRAG会合
においても議論されたITU-R決議の見直し、とりわけITU-R
文書の作成方法を規定した決議ITU-R 1-6の大幅な見直し
が重要な議題となることから、ITU構成国及びセクターメ
ンバーにとって、合理的かつ効率的にITU-Rの成果物が作
成できるよう、国内関係者とも十分意見交換を図りながら、
対処方針の策定等、RA-15に向けた準備を進めていきたい
と考えている。
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1．はじめに
　ITU-TにおけるQoS/QoE（Quality of Service/Quality 
of Experience）の検討はSG12をリードSGとして行われて
いる。QoS/QoEに関する標準化は、他標準化機関（ETSI、
ATIS、IETF等）でも行われているため、これら機関と
ITUの整合を図ることもSG12の重要なミッションである。

　今会期（2013-2016）の第4回会合は2015年5月5日から5月
14日までスイス（ジュネーブ）で開催され、36か国、108名
が参加し、各課題の審議を行った。会合の概要を表1に示す。
本会合で合意された勧告数は、新規3件、改訂（Revision）
7件、改正（Amendment）2件（表2参照）であり、これ
に加えてAppendixの改正が1件承認された（表3参照）。

ITU-T SG12 第4回会合における標準化研究動向
―性能、サービス品質とユーザ体感品質の研究―

浦
うら

田
た

　勇
ゆういちろう

一朗

前・日本電信電話株式会社　
NTTネットワーク基盤技術研究所 
研究員

高
たかはし

橋　玲
あきら

日本電信電話株式会社　
NTTネットワーク基盤技術研究所 
主席研究員
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表1．第4回会合の概要

開催期間 2015年5月5日～ 5月14日 開催地 スイス（ジュネーブ）

出席国 36か国、108名

会議の構成

Plenary WP1 WP2 WP3

全体会合 端末とマルチメディア主観評価 マルチメディア品質の客観モデルとツール IPに関するQoSとQoE

Q.1, 2 Q.3, 4, 5, 6, 7, 10 Q.8, 9, 14, 15, 16 Q.11, 12, 13, 17

寄与文書 寄書45件、テンポラリ文書174件

次回会合予定 2015年11月10日～ 19日（チュニジア・チュニス）：SG12全体会合

表2．合意された勧告一覧

勧告番号 勧告名 種別

G.100.1 The use of the decibel and of relative levels in speech band telecommunications 改訂

G.107 The E model：a computational model for use in transmission planning 改訂

G.107.1 Wideband E-model 改訂

G.1011 Reference guide to quality of experience assessment methodologies 改訂

G.1071（G.OMVAS） Opinion model for network planning of video and audio streaming applications 新規

P.10/G.100（2006）Amd.4 Vocabulary for performance and quality of service 改正

P.313 Transmission characteristics for cordless and mobile digital terminals 改訂

P.501（2012）Amd.3 Test signals for use in telephonometry 改正

P.834 Methodology for the derivation of equipment impairment factors from instrumental models 改訂

P.834.1 Extension of the methodology for the derivation of equipment impairment factors from instrumental 
models for wideband speech codecs 改訂

P.1130（P.VSSR） Subsystem requirements for automotive speech services 新規

P.1140（P.emergency） Speech communication requirements for emergency calls originating from vehicles 新規

表3．承認されたAppendix等

勧告番号 勧告名

P.806/Amd.1 A subjective quality test methodology using multiple rating scales – Amendment 1：New Appendix III
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　以下、全体会合（Plenary）、端末とマルチメディア主
観評価（WP1）、マルチメディア品質の客観モデルとツー
ル（WP2）及びIPに関するQoSとQoE（WP3）の動向をそ
れぞれ報告する。

2．審議の要点
2.1　全体会合

　課題1と課題2はSG12全般にかかわる課題であり、いず
れのWPにも属さず、全体会合に付託されている。
　課題1においては、発展途上国における国際標準化への
参 加 を 促 進 す る た め の プ ロ グ ラ ム「Bridging the 
Standardization Gap（BSG）」で進めているQoSのE-learning
コースに対し、草案をレビューし、記載すべき項目（勧告
P.1200シリーズ等）についてフィードバックを与えた。
　課題2において、サービスの品質と性能に関する用語を
定義する勧告P.10/G.100において狭帯域（300−3400kHz）、
広帯域（100−7000kHz）、超広帯域（50−14000kHz）及
びフル帯域（20−20000kHz）の音声音響信号の用語定義
を追加する改正がコンセントされた。

2.2　WP1（端末とマルチメディア主観評価）

・勧告P.313（Q3/12）

　勧告P.313では、無線端末及び移動端末の音響に関する
性能要件が定義されている。前回会合で作成された改訂
草案をもとに、伝送特性及び無線端末の適用範囲に関す
る修正・追記が行われ、改訂がコンセントされた。
・勧告P.1140（Q4/12）

　勧告P.emergencyは、緊急通信システムを利用して車か
ら発信する緊急呼の音声通話に関するユースケースや要
求条件、試験方法等を定義することを目的に、前回会合か
ら審議されている。本会合において、勧告草案が提案され、
新勧告P.1140としてコンセントされた。今後は、より汎用
的な背景雑音シミュレーションや広帯域信号を用いた試験
方法等について検討する。
・勧告P.1130（Q4/12）

　狭帯域/広帯域音声に対応した自動車用のスピーカフォ
ン端末を用いた音声サービス等で使われる各サブシステム

（マイク、オーディオ、伝送システム等）の要求条件や試
験方法を定義する勧告草案が本会合で提案され、新勧告
P.1130（P.VVSR：Subsystem requirements for automotive 
speech services）としてコンセントされた。

・勧告P.501 Annex D（Q6/12）

　勧告P.862/P.863等の知覚モデルに基づく音声品質客観
評価技術で品質を推定する際に活用する音声サンプルが、
勧告P.501として提供されている。今回、モバイルネットワー
ク等で短時間の品質推定に適した新しい音声サンプルを、
勧告P.501のAnnex Dに追加する改正がコンセントされた。
・勧告P.CROWD（Q7/12）

　新勧告P.CROWDは、クラウドソーシング（Crowd-
sourcing）をフィールドにおける主観品質評価に取り入れ
るフレームワークを定義する。クラウドソーシングは主観
評価の用途以外にも、エンドトゥエンドの客観的な品質測
定（例えばスループットや遅延）への適用も期待されてい
る。本会合では、下記が提案され、合意された。
　▪　用語“Crowdtesting”はクラウドソーシングを通じ

た主観テストを意味する。
　▪　新勧告P.CROWDはオーディオ品質を評価するため

のクラウドソーシングを対象とする。
・勧告P.1311（Q10/12）

　テレプレゼンスシステムにおける複数話者が同時に発話し
た際の音声の明瞭性を評価する方法を定義する勧告P.1311
について、マルチパーティの会話シナリオで情報伝達に関す
る電話会議システムの有効性を評価する主観試験が提案さ
れた。本手法では、システムの有効性を評価するために、複
数参加者による情報交換の達成率と対面コミュニケーション
シナリオでの達成率を比較する。次会合において、本手法を
複数のラボで検証した結果を報告することが合意された。

2.3　WP2（マルチメディア品質の客観モデルとツール）

・勧告P.834, P.834.1, G.107, G.107.1の改訂（Q8/12）

　VoLTE（Voice over LTE）サービスの普及とともに、
日本国内のIP電話の総合品質指標として採用されているR値
に基づく品質管理が求められている。R値を算出するアル
ゴリズムを規定した勧告G.107/G.107.1（E-model/Wideband 
E-model）では、音質を定量化するための入力パラメータ
として通常パケット損失率を用いるが、VoLTE（Voice over 
LTE）サービスにおいては、エンドトゥエンドのパケット
損失率を計測することは必ずしも容易ではない。
　R 値は音声信号ベースの客観評価技術（勧告P.862, 
P.863）を適用することでも算出可能だが、その手法を定義
する勧告P.834（狭帯域）及びP.834.1（7kHz帯域）のスコー
プに「パケット損失劣化」が含まれていないため、VoLTE
の品質評価への適用ができなかった。

会合報告 会合報告
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　本会合においては、既存の音声信号ベースの客観品質
評価技術がパケット損失劣化の評価に十分な精度と実績
を有している点を考慮して、日本から勧告P.834及び勧告
P.834.1のスコープを拡張する提案を行い、合意された。併
せて勧告G.107/G.107.1に関しても上記の品質評価が可能
である旨を追記し、4勧告（勧告P.834, P.834.1, G.107及び
G.107.1）の改訂がコンセントされた。
　本検討は日本国内のVoLTE品質評価の公平性・普遍性
を確保する観点で意義深く、TTCにおいても測定・評価
法の整備が計画されている。
・勧告P.ONRA（Perceptual Objective Noise Reduction, 

Q9/12）

　勧告P.835（ノイズ抑制アルゴリズムを含む音声通信シ
ステムを評価するための主観試験法）により導出される主
観評価値の推定法を定義する勧告P.ONRAの要求仕様書
の草案が作成された。ETSIではデバイス試験に焦点を当
てており、ネットワーク条件を含むP.ONRAはより広い範
囲を扱っている。そのため、本検討はETSIと協力して進
める方針で合意された。
・勧告P.NATS（Parametric Non-intrusive Assessment of 

TCP-based multimedia Streaming quality, considering 

adaptive streaming, Q14/12）

　課題14では、映像配信サービスの品質（特に主観品質）を
インサービス状態で監視するための品質推定技術を検討して
いる。具体的には、受信したパケットの情報を解析することで、
ユーザが体感する主観品質を推定するモデルの標準化を進め
ている。現在はTCPベースの映像配信（PDL：Progressive 
Download）方式を対象としており、特に、最新の可変レート
配信方式にも対応した技術である新勧告P.NATS（TCPベー
スの可変レート型映像配信サービスを対象とした品質推定法）
の標準化に向けた検討が中心となっている。
　本会合では、技術コンペにおける性能評価で用いる統
計的検定手法について決定し、各提案元が提出するモデ
ルの内部モジュール間のインタフェースを詳細に規定し
た。全体的に検討が遅延しており、新勧告の標準化時期
は2016年4月となっている。

2.4　WP3（IPに関するQoSとQoE）

・勧告G.1071（Q13/12）

　映像配信サービス提供中の品質監視技術として標準化
されている勧告P.1201.1（低解像度モード）及び勧告P.1201.2

（高解像度モード）は、パケットデータを入力とする品質
推定技術であり、サービス提供前の品質設計に適用できな
い。そこで、勧告G.107（E-model）のように品質設計パラ
メータから品質を推定する技術（新勧告G.OMVAS：
Opinion Model for network planning of Video and Audio 
Streaming applications）の検討を行ってきた。具体的には、
パケットキャプチャデータからの抽出を前提とした勧告
P.1201.1/2のパラメータを、品質設計パラメータ（例．ビッ
トレート、パケット損失率等）から算出する方法を定義し、
それらパラメータを勧告P.1201.1/2の品質推定技術の入力
として品質の推定を行う。
　本会合では、課題として残っていた低解像度モードの
映像品質推定モデルに関する提案を合意し、新勧告G.1071
としてコンセントした。
・勧告G.OM_HEVC（Opinion Model for network planning 

of High Efficiency Video Coding（HEVC）media 

streaming quality, Q13/12）

　次世代映像符号化方式HEVCを用いたメディアストリー
ミングを対象としたNW設計のオピニオンモデル（新勧告
G.OM_HEVC）に関して提案され、検討を進めることが合
意された。UHDに関する主観評価法はITU-Rで検討中で
あるため、初めはHD以下を対象として検討を進め、後に
UHDまで検討範囲を拡張することで合意された。
・勧告G.102y（Q17/12）

　PDL方式の映像配信サービスにおける端末のバッファ
状態を推定する新勧告G.102yのスコープに、パケットが暗
号化されている場合にも運用可能なモード（フレームレス
モード）を含む拡張をした。フレームレスモードは、映像
フレームの受信状況が導出可能な前提のモードに比べ、推
定精度は落ちるが少ない計算量で利用できる。

3．今後の会合予定
　第5回SG12会合は2015年11月10日～ 19日にチュニジア

（チュニス）にて開催予定となっている。ラポータ会合の
開催予定を表4にまとめる。

会合報告 

表4．ラポータ会合予定の一覧

会　合　名 開催期間 開催地

Q4/12ラポータ会合 2015.10.7-8 米国（デトロイト）

Q5/12ラポータ会合 2015.10.17-18 スイス（ジュネーブ）

Q13, 14, 17/12
ラポータ会合 2015.9.28-30頃 ドイツ（ベルリン）
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1．はじめに 
　ITU-T SG13会合が2015年4月20日から5月1日にスイス

（ジュネーブ）のITU本部で開催された。勧告案8件を合意、
補足文書1件を承認した。本会合では新議長の選出、
IMT-2020、IoT、情報化における“Trust”、作業方法の見
直しなどが議論された。これら主要な結果について報告し
たい。

2．新議長選出について
　これまでSG13議長であったChaeSub Lee氏が昨年の全権
委員会議でTSB局長に選出された。このため、SG13議長
は空席となり、これまでスイスのLeo Lehmann氏が議長
代理を務めていた。TSBより各副議長に議長立候補の可
能性について打診があったが、これに応じたのはLeo氏の
みであったため同氏が新議長に選出された。また、韓国か
らHyoung Jun Kim氏を副議長に任命した。
　WP議長に関してはLeo氏のSG13議長就任に伴い、同氏
がWP共同議長を務めていたWP3はHyoung Jun Kim氏の
単独WP議長となった。

3．IMT-2020について
　今回のSG13会合で最も注目を集めた議論が5G/IMT-2020
である。IMT-2020については、日本の5GMFをはじめ世
界中で検討が進んでおり、ITUにおいてもITU-R WP5Dを
中心に検討されている。ITU-Tにおいては、まとまった検
討体制はなく、これにどう取り組むか議論された。現地の
議論は時間を要することが予想され、アドホックを設置し、
ここで議論することになった。アドホックの議長にはSG13
副議長から筆者（後藤）が指名され、共同議長に同じく
SG13副議長のRim氏（チュニジア）が指名された。

3.1　FGの基本コンセプト

　事前の寄書分析では、KT、ETRI、China Mobile/China 
Telecom、UAE、Tunisie Telecomが寄書を提出しており、
これに加えてTSBからも4月14日に開催されたCJK CTO会
合のレポートが提出されていた。日本からの寄書は、FG新
設にまでは踏み込んでいないもののITU-TでのIMT-2020

検討を支持する内容であり、これらの各国からの寄書と足
並みを揃えたものである。一方で寄書を提出した各国、各
企業はITU-TでのIMT-2020の検討に前向きであるが、ToR
まで踏み込んでFG設置を提案（ETRI）、FGではなくGSI
設置を提唱（China Mobile/China Telecom）など、足並
みがそろっているとは言い難かった。現地の会合では
ITU-Tより既存のモバイル網の検討の枠組みを好むグルー
プがあると想定され、ITU-Tでの検討を支持するグループ
の意見の一本化が重要と考えこれに取り組んだ。非公式
の意見交換を重ね、GSIを提唱する理由である既存作業へ
の悪影響に関して、FGの新設は現在様々な課題で検討さ
れている移動管理や将来網の検討に悪影響を与えるもの
でないこと、会議運営の工夫で既存課題の検討を加速す
るような利用も可能であることを説明し、理解を得ること
ができた。
　支持グループの一本化の後は、ITU-Tでの検討に否定
的なグループの説得に取り組むことになる。否定的なグ
ループの主張は、様々なフォーラムなどが既にIMT-2020
について検討を進めている中で、ITU-Tが標準化検討を進
めることは作業の重複になることである。標準化作業の重
複は単に作業の非効率化にとどまらず、重複標準の存在
による産業界の混乱という問題を起こすことになるので、
この主張は理解できる。しかしながら、現に様々な将来網
関係の検討が進められているSG13でフォーラムでの活動
実態を理解することなく議論が進められたのであれば、図
らずも重複標準を生み出してしまう懸念がある。重複標準
を避けるために行うべきことは、様々なフォーラムを含め
た様々な標準化活動を理解し、ITU-Tの取組み領域を明ら
かにすることである。このような作業をITU-Tではギャップ
分析と呼んでいるが、このギャップ分析を出発点とする活
動であれば、支持グループ、否定グループの双方を納得
させることができると考えた。支持グループにとっては、
5G/IMT-2020検討の最初のステップを踏み出すことになり、
否定グループにとっても重複活動を避けるという目的に沿
うものであるからである。この考えはアドホックで理解さ
れ、両グループの合意を得ることができた。また、ギャッ
プ分析に集中することから、作業期間は次回のSG13会合
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（2015年12月）までという短期間のFGとすることも合意さ
れた。

3.2　FGのToR

　FG設置の基本が合意されたことで、ToRの細部の議論
に移行する。FGの名称については、IMT-2020とともに5G
も名称として広く使われていることから、FG-5Gを支持す
る意見もあった。しかし、5Gについては明確な定義がない
こと、ITU-Rでは暫定的にIMT-2020が使われており、こ
れと整合させることが好ましいことから、FG IMT-2020と
することとした。
　本FGがSG13の所掌範囲に収まるかどうかという点も議
論された。FGの設置には、特定のSGの所掌範囲に収まる
事項を扱うものと、特定のSGの所掌範囲を超えるものが
ある。前者の場合は、SG会合での承認で設置が可能であ
るが、後者の場合TSAG会合での承認が必要である。5G/
IMT-2020を構成する技術に関するグローバルなコンセン
サスはなく、技術面からSG13の所掌範囲内かどうか明確
化することはできない。一方で、5G/IMT-2020は将来網と
の関係があることは明らかであり、またSG13はその責任範
囲にモバイルを明示的に含んでいる。このため、5G/
IMT-2020に関する技術内容を検討するまでもなくSG13の
所掌範囲内であることは明らかであり、SG13会合の合意
で設置可能との結論になった。
　モバイル網は有線部分と無線部分の組合せで構成され
ており、無線部分はITU-Rの責任範囲である。ITU-Tの責
任範囲は有線部分であるが、これをToRの中でどう表現す
るかも議論された。寄書ではfixed networkという表現が
多くみられたが、fixed networkは固定系の無線技術を含
む可能性があることから、non-radio partという表現に落
ち着いた。
　本FGのミッションはギャップ分析であるが、ではギャッ
プ分析とはなにか、という点が改めて議論になった。ギャッ
プ分析は、一般に様々な標準化団体が発行する文書を分
析し、まだ未着手の領域を調べたり、重複する標準が存
在する領域を調べる活動と理解されている。IMT-2020に
関しては、様々な団体がホワイトペーパーを発行している
が、これが主な分析対象となるだろう。一方で、ギャップ
分析の対象は要求条件とユースケースに限定すべきで、
アーキテクチャなどを含むべきではないとの意見も出され
た。もしホワイトペーパーにアーキテクチャに関する記述
があれば当然分析すべきであるし、どこまでを範囲とすべ

きかは、ホワイトペーパーを収集するまでは分からないと
の意見から、ギャップ分析の範囲を限定すべきではないと
の結論になった。なお、FGのミッションをギャップ分析と
する点について技術検討を積極的に進めるべきとの意見も
あったが、重複活動の回避が標準化活動においては重要
であること、FGに頼らずともSG13はモバイル網の検討の
ミッションがあることから、既存課題でいつでも新規技術
検討を受け付けること、次回のSG13会合で改めて検討体
制の議論が可能なことなどから、FGでは独自の技術検討
を行わないことを確認した。
　ToRのドラフティングが終わって、ギャップ分析特化、
活動期間8か月のFG設置がまとまったが、これをIMT-2020
検討の重要な一歩と見るか、FG設置に否定的なグループ
に対する譲歩と見るか、は見解が分かれるところだろう。
筆者の見解では、研究活動における先行事例調査と同様
に、標準化においても周辺の検討状況を把握して戦略的
に標準化に取り組むことが重要である。IMT-2020は産業
界の注目する大きなテーマであり国内の各社にとって有意
義な活動となるようにするためには、ギャップ分析は良い
出発点である。そういう意味では、国内の関係各社には
FGへの積極的な参加を期待したい。

4．IoTについて
　今回のSG13会合と並行してIoT-GSI、JCA-IoTが開催さ
れ、IoT関係の議論が行われた。IoT-GSIのTSRでは、各
課題の作業の進捗状況が報告されるとともに、TSBより
2015年6月のTSAG会合にIoTとSmart Sustainable Cityに
関する新SGの設置が議論される見込みであると紹介され
た。これに対して、韓国からIoTに関する新SG設置の提案
の意向が示され、各国に支持を呼びかけた。JCAやGSIは
SG設置を論じる場ではないため、これ以上の議論は行わ
れなかったが、SG13、16を中心にしたIoTのこれまでの議
論とは異なる新しい流れのため、参加者が休憩時間等を
利用して意見交換を進めていた。余談だが、6月のTSAG
会合ではIoTを扱うSG20の新設が合意され、今後IoT関係
の作業が新SGに移行することになる。
　個別の勧告案の議論については、課題1で議論されている
農業分野へのIoTの応用の議論が進展した。勧告案Y.2238

（ユビキタスファーミング）が完成したが、これに続く形
で温室管理に関する勧告案（Y.psf）、農産物の流通過程で
の追跡に関する勧告案（Y.pops）の作業が開始された。
課題1に寄書を提出しているのは大学の研究者が中心だ

会合報告 
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が、2015年3月のASTAP会合では、韓国のSK Telecomか
ら魚の養殖でのIoT技術の利用の紹介があった。日本では、
IoTというとスマートグリッドや自動車関係がよく取り上
げられるが、農業、漁業といった一次産業の観点の応用は
興味深く、動向に注意したい。課題2ではセマンティック
技術の利用やBigDataへの応用など、IoTのプラットフォー
ムに関する議論が進展した。課題11では、マイクロエネル
ギーグリッド（Y.meg）やWeb技術を利用した電力管理

（Y.sfem-WoO）など、電力管理という切り口で検討が進
んだ。

5．Trustについて
　情報社会における信頼をテーマにしたワークショップ

が、SG13会合期間中の4月24日に開始された。TSB局長で
あり前SG13議長であるChaeSub Lee氏より、農業社会か
ら工業社会を経て情報社会への発展が紹介され、将来の
情報社会の課題が説明された。KAISTからは、多様なデー
タモデル、フォーマットの存在が情報流通の妨げになって
おり、これを克服することが知識社会実現のカギであると
の意見が紹介された。マイクロソフトからは、情報セキュ
リティの重要性とともに、統合型システムになると事故が
起きた際の影響範囲が広く、ある程度個別に分離されたシ
ステムの方が実際には事故の影響範囲を限定できる利点
があると紹介された。oneM2MのTP議長から、oneM2M
の活動と仕様の概要の紹介があり、TSBからSG13の関連
勧告案も適宜レビューするようコメントがあった。

会合報告 会合報告

表1．WP構成と課題

WP 関連課題 ラポータ

WP1：NGN-e and IMT
（議長：後藤良則（日本）、
Heyuan XU（中国））

Q1：Service scenarios, deployment models and migration issues 
based on convergence services

Heechang CHUNG（韓国）

Q2：Requirements for NGN evolution（NGN-e）and its capabilities 
including support of IoT and use of software-defined networking

Marco Carugi（NEC）
Xiao Su（China Telecom, アソシエイト）

Q3：Functional architecture for NGN evolution（NGN-e）including 
support of IoT and use of software-defined networking

Yuan ZHANG（China Telecom）

Q4：Identification of evolving IMT-2000 systems and beyond Brice Murara（Rwanda）

Q5：Applying IMS, IMT and other new technologies in developing 
country mobile telecom networks

Simon BUGABA（Uganda）

WP2：Cloud Computing 
and Common Capabilities

（C4）
（議長：Huilan LU（米国）、
Jamil CHAWKI（フランス））

Q6：Requirements and mechanisms for network QoS enablement
（including support for software-defined networking）

Taesang CHOI（ETRI）

Q7：Deep packet inspection in support of service/application 
awareness in evolving networks

Guosheng Zhu（FiberHome）

Q9：Mobility management（including support for software-defined 
networking）

Seng Kyoun JO（ETRI）

Q10：Coordination and management for multiple access technologies
（Multi-connection）

Yachen WANG（China Mobile）
Oscar LOPEZ-TORRES（China Mobile, アソシ
エイト）

Q17：Cloud computing ecosystem, general requirements, and 
capabilities

Kangchan LEE（ETRI）
Youngshun Cai（China Telecom, アソシエイト）

Q18：Cloud functional architecture, infrastructure and networking Dong WANG（ZTE）
Olivier LE GRAND（Orange, アソシエイト）

Q19：End-to-end Cloud computing service and resource management Mark Jeffrey（Microsoft, 米国）
Ying Cheng（China Unicom, アソシエイト）

WP3：SDN and Networks 
of Future

（議長：Hyoung Jun KIM（韓
国））

Q11：Evolution of user-centric networking, services, and interworking 
with networks of the future including Software-Defined 
Networking

Gyu Myoung LEE（KAIST）

Q12：Distributed services networking Jin PENG（China Mobile）

Q13：Requirements, mechanisms and frameworks for packet data 
network evolution

Jiguang CAO（中国）

Q14：Software Defined-Networking and Service-aware networking of 
future networks

江川尚志（NEC）

Q15：Data-aware networking in future networks Ved P. KAFLE（NICT）
Alojz HUDOBIVNIK（スロベニア）

Q16：Environmental and socio-economic sustainability in future 
networks and early realization of FN

Gyu Myoung LEE（KAIST）
Maurice Ghazal（レバノン、アソシエイト）
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　情報社会における信頼とは、かなり漠然としたテーマで
あるが、講演者それぞれが現在の情報システムへの課題
認識を紹介し、有益な意見交換の場であった。特に昨今
話題になる情報セキュリティに関しては、攻撃、防御とい
う観点に加えて信頼という観点を取り込むことで、新しい
展開が期待できるだろう。これらについては話題が多岐に
渡るので、コレスポンデンスグループで議論を継続するこ
とになった。

6．作業方法見直しアドホックについて
　2014年7月のSG13会合から活動を続けてきた作業方法見
直しアドホックは、本会合で議論の内容をまとめた。
　課題間の作業の重複防止、各課題相互の活動内容把握
のため、ラポータも参加する拡大マネジメント会合を開催
することとした。また、参加者の出張負担軽減のため従来
第1週の月曜日に行われていたオープニングプレナリを第2週
の月曜日に移し、決定事項は全て第2週に行われることに
なった。このため決定事項のみに関与したい参加者は、ジュ
ネーブ滞在が1週間だけで良いことになった。また、各課
題も極力第2週にセッションを集約することになった。た
だし、SG会合の開催期間は2週間とし、作業量の多い課題
は第1週から会合を開催することが可能である。なお、こ
の実質的な会合期間短縮案に対しては、第2週に多くの課
題が会合を開催することから多くのセッションが並行して

開催されることが予想され、実際の会合運営への影響が
はっきりしないということがある。このため、次回のSG13
会合で試行した後、改めて問題点を洗い出す予定である。
　これら具体的に改善点が考えられた課題とは別に、対
外的な認知度向上という重要な課題も指摘された。SDN
などSG13が取り組むテーマには、外部の団体が主導権を
持って標準化検討を進めているものも多い。このため、外
部団体との連携も含めて対外的な認知度向上については
引き続き検討することになっている。

7．勧告等の承認
　今会合で、表2に示す勧告案8件を合意、補足文書案1件
を承認した。

8．今後の会合予定
　SG13の大半の課題が参加する合同ラポータ会合は、
2015年7月13日～ 23日にジュネーブで開催され、最終日の
7月23日に勧告案の合意などのためのWP会合が開催され
る。また、次回のSG13会合は、ジュネーブで2015年11月
30日～ 12月11日にかけて開催される。

9．謝辞
　本報告をまとめるにあたり、ご協力頂いたSG13会合の
日本代表団の皆様に感謝します。
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表2．本会合で合意された文書

新規／改訂 勧告番号 文書番号 タイトル 承認手続き 課題

新規 Y.2238
（Y.ufn） TD-192/PLEN Overview of Smart Farming based on networks 合意

（AAP） Q1

新規
Y.3321

（Y.S-NICE-
reqts）

TD-177/PLEN Requirements and capability framework for NICE implementation making 
usage of software defined networking technologies

合意
（AAP） Q2

新規 Q.1741.9 TD-178/PLEN IMT-2000 references to Release 11 of GSM evolved UMTS core network 合意
（AAP） Q4

新規 Y.2028
（Y.MC-IAS） TD-169/PLEN Intelligent of Multi-connection 合意

（AAP） Q10

新規 Y.2029
（Y.MC-MPT） TD-170/PLEN Multi-path Transmission Control in Multi-connection 合意

（AAP） Q10

新規 Y.2084
（Y.dsncdf） TD-180/PLEN DSN Content Distribution Functions 合意

（AAP） Q12

新規 Y.3034
（Y.FN-heteronet） TD-183/PLEN Architecture for interworking of heterogeneous component networks in 

future networks
合意

（AAP） Q15

新規 Y.3035
（Y.FNserv-uni） TD-184/PLEN Service Universalization on Future Networks 合意

（AAP） Q16

新規 Y.sup25 to 
Y.2770 series TD-168/PLEN Supplement on DPI use cases and application scenarios 承認

（補足文書） Q7
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1．はじめに
　国際電気通信連合・電気通信標準化部門（ITU-T）の電
気通信標準化アドバイザリグループ（TSAG：Telecommuni-
cation Standardization Advisory Group）の今会期第3回
会合及びレビュー委員会第5回会合が、2015年5月末～ 6月
初めにかけてスイス（ジュネーブ）で開催された。本稿では、
第3回TSAG会合及び、それに先立ち行われたレビュー委
員会第5回会合について述べる。

２．TSAG
　TSAGは、ITU-Tにおける標準化活動の優先事項、計画、
運営、財政及び戦略を検討する組織である。今会期第3回
会合が、2015年6月2日から6月5日まで開催され、35か国か
ら127名（我が国からは16名）が出席し、ITU-Tの各SGの
活動報告、IoTに関する研究委員会設置や作業方法の改訂
等について議論を行った。

2.1　IoTに関する新研究委員会（SG）の設置

　今会合で、IoTに関する新研究委員会SG20の設置が決定
された。SGタイトルは「IoT and its applications including 
smart cities and communities（SC&C）」（IoTとスマート
シティ・コミュニティを含むその応用）である。TSAGは、
世界電気通信標準 化総会（WTSA）決議22によって、
WTSAまでの期間のSGの新設と次のWTSAまでの間の役

職者の決定ができると規定されているが、実際にWTSA
以外でSGの設置決定が行われたのは、今回が初めてであ
り、ITUにとっても画期的な事である。昨今の分野横断的
な課題に対応するための新SGの設置については、レビュー
委員会で検討が重ねられていたこともあり、それが今回の
TSAGでの決定につながったとも言える。
　新SG設置の具体的な提案は、環境的に持続可能なス
マートシティにおけるICTの役割の明確化等を検討してい
たFocus Group on Smart Sustainable Cities（FG SSC）
が、2015年5月での活動終了に伴い、新SG「SSCのための
IoT」の設置を提案したものと、韓国がIoT全体を対象とし、
既存の関連研究課題を全て集めたSG「IoTのインフラスト
ラクチャとアプリケーション」を提案したものである。FG 
SSCからの提案に対しては、会合前に複数国から支持を表
明する寄書が提出されていた。IoTに関する取組みの重要
性については、各国の意見は一致していたが、米国やドイ
ツからは、時期尚早であり、関連する各研究課題の移管の
是非を十分に議論すべきであり、本TSAG会合で設置を決
定すべきではないとの意見が出された。その後、アドホッ
クグループを設置して議論した結果、各SGからIoTに特化
した課題（の一部）を移行することで、設置要綱に合意し
た。最終プレナリでも、各国から様々な意見が出されたが、
20か国を超える多くの国が、本TSAGでの新SGの設置に
賛成を表明したことから、議長がコンセンサスを得られたと

TSAG 第３回会合及びレビュー委員会第５回会合報告
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もり

山
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総務省　情報通信国際戦略局 通信規格課 専門職

写真1．TSAGプレナリの様子

会合報告 会合報告
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判断し、設置決定に至った。移行に合意した課題の構成は
表1のとおりである。SG内の構成については、現在、議長
等のマネジメントで検討中であり、既存のSGと調整した上
で決定される。役職者の構成は表2のとおりである。なお、
SG20の第1回会合は、2015年10月19日から10月23日にジュ
ネーブで開催予定である。また、SG20設置に関連し、IoT-
GSIは、7月の会合をもって活動を終了する予定である。

2.2　SG構成検討のための新ラポータグループの設置

　次回の世界電気通信標準化総会（WTSA-16）まで1年半
程度に迫っており、本会合において、次会期のSG構成等を
検討するための新ラポータグループ「TSAG Rapporteur 
Group on Work Programme and Study Group Structure

（ワークプログラムとSG構成に関するTSAGラポータグルー
プ）」が設置された。議長は、イタリアのFabio Bigi氏であ
る。次会期のSGの構成については、レビュー委員会で再
編の原則を決定し、具体的なSG構成の詳細については、
TSAGで決定することが改めて確認された。新設されたラ
ポータグループは、レビュー委員会で合意した再編の基本
原則に基づき、WTSA決議2で定義されているSGの責任
や担務、作業の割当てについて、TSAGがWTSA-16に提
出することになっているレポート、WTSA決議2のドラフト

を含めたSG構成案を作成し、WTSAに提案する。そのた
め、今後のラポータグループへの積極的な寄書提出が要請
された。

2.3　その他

　アメリカから、TSAG会合を以前のようにSG開催サイク
ルである9か月ごとに5日間の開催とする提案があった。来
年のWTSA-16までは、既に2回のTSAG会合が計画されて
おり、日数を5日間とすることは合意された。次会期の
TSAG会合のスケジュールについては、TSAGラポータグ
ループで検討されることとなった。また、IPR（知的財産権）
アドホックグループで議論を行っているIPRポリシーガイド
ラインの改正について、昨年合意された権利譲渡に伴う
RAND宣言の承継について、ISO/IECとの調整の間で生
じた修正を承認した。

3．レビュー委員会
　レビュー委員会は、ICTの継続的発展の促進や市場ニー
ズへの対応のため、ITU-Tの構造や標準化の検討手法、他

表1．SG20の課題リスト

移行課題（Q/SG） 仮課題番号 課題タイトル（仮） 状　況

2/13 A/20 Requirements and use cases for IoT and its capabilities Q2/13の一部の継続

3/13 B/20 Functional architecture for IoT Q3/13の一部の継続

25/16 C/20 IoT applications and services Q25/16の継続

11/13 D/20 IoT user centric networking and services, including interworking Q11/13の一部の継続

20/5 E/20 IoT in Smart Sustainable Cities and Communities Q20/5の一部の継続

1/11 G/20 Signalling and protocol architectures  for IoT Q1/11の一部の継続

役　職 氏名（敬称略） 国　名

議　長 Nasser Saleh Al Marzouqi UAE

副議長 端谷　隆文 日本（富士通）

副議長 Fabio Bigi イタリア

副議長 Silvia Guzmán Araña スペイン

副議長 Hyoung Jun Kim 韓国

副議長 Abdulrahman M. Al Hassan サウジアラビア

副議長 Ziqin Sang 中国

副議長 Sergio Trabuchi アルゼンチン

副議長 Sergey Zhdanov ロシア

表2．SG20役職者

写真2．レビュー委員会プレナリの様子
左からTSB局長リー氏、TSBジャムシ氏、議長を務めるTTC前田氏
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の標準化団体との連携・協力機能等を再検証し、WTSA-
16へ提案を行う組織である。第5回会合が、2015年5月29日
と6月１日に開催され、23か国から70名（我が国からは13名）
が出席し、標準化戦略の策定機能の強化等について議論
を行った。

3.1　標準化戦略機能の強化

　ITU-Tによる市場動向・技術動向を捉えた戦略的分析の
実施、それに基づくITU-Tの標準化戦略の策定機能の強化
が必要であるとして、第4回会合（2015年1月）に我が国から
新組織の設置を提案したSSF（Standardization Strategy 
Function）について、設置のためのより詳細な取決め事項
について議論を行った。設置の必要性及び機能の概要に
ついては合意されたが、TSAGの下部組織とするか独立し
た組織するか、参加者はITUメンバ限定とするか等につい
て、意見が分かれ、今後継続して議論することとなった。

3.2　FG成果物の効率的な親SGへの移管のためのガイド

　　 ラインの策定

　前回会合で合意した、FGの成果文書のSGへの効率的
な移管のためのFGの成果文書の様式等について規定した
ガイドライン作成について、更に議論し、内容に合意した。
ガイドラインは、ITU-T勧告A.7「フォーカスグループ：設
立及び作業手続」の付録とすることでレビュー委員会から
TSAG会合に提案され、承認された。

3.3　SGモニタリングの継続

　SGの活動状況のモニタリングについて、活動の活性化に
有効であることが認められたため、継続することを我が国
から提案し、合意された。併せて提案したモニタリング項
目の追加については、予算に影響を与えない範囲で実施さ
れる事となった。

4．今後の予定
　第6回レビュー委員会は、2016年1月28日から1月29日に、
連続して2月1日から2月5日に第４回TSAG会合がジュネー
ブで開催予定である。

写真3．ITU本部（スイス・ジュネーブ）

会合報告 会合報告
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1．はじめに
　2015年6月8日、9日に、米国（サンディエゴ）で、第5世代
移動通信網（5G）やIMT-2020と呼ばれる将来のモバイル
通信網に関するITU-TのフォーカスグループFocus Group 
on IMT-2020（FG IMT-2020）の第1回会合が開催された。
また、2015年7月13日、14日には、スイス（ジュネーブ）
のITU本部で第2回会合が開催された。第1回会合は、
ITU-RのWP5Dと連続開催、第2回会合はSG13のラポータ
会合やGSC（Global Standard Collaboration）会合との併
催であり、リモート参加を含めそれぞれ60名、75名が参加
した。日本からは、東京大学、NEC、NTT等から第1回会
合に5名、第2回会合に16名がそれぞれ参加した。本報告
では、FG IMT-2020の設立経緯、第1回会合及び第2回会合
の主な結果を報告する。

2．FG IMT-2020の設立経緯
　スマートフォンの急速な普及に伴い、移動通信網の高速
化、大容量化の必要性がますます増大してきている。現在
の移動通信サービスは第4世代（4G）と言われ、ITU-Rで
はIMT-Advanced（Advanced International Mobile 
Telecommunication system）と名付けられている。IMT-
Advanced の 実 現 と し て、LTE-Advanced（Advanced 
Long Term Evolution）という3GPP（The 3rd Generation 
Pertnership Project）で仕様化された規格、WiMAX2

（Advanced Worldwide Interoperability for Mircowave 
Access）というIEEE［1］とWiMAX Forum［2］で仕様化され
た規格により、100Mbps超の通信速度を提供する。日本で
は、下りで最高225Mbpsの通信速度を実現したサービス
が商用化されている。今後、通信アプリケーションの高度
化や、様々な端末が通信網に接続される時代をサポートす
るため、4Gの100倍以上の通信速度や、1000倍以上の端末
数の収容を可能とする、5GがITUをはじめとする様々な団
体で検討され始めている。
　ITU-Tでは、2015年から就任したITU-T局長のLee氏の
呼びかけで開催された4月のCTO会議で、各国の主要企業
からITU-Tでの5Gの検討の必要性が示され、これを受け
て2015年4月のITU-T SG13（Study Group 13：クラウドコ

ンピューティングを含む将来通信網を検討する研究グループ）
会合で、5GのITUでの呼称であるIMT-2020（International 
Mobile Telecommunication system for Year 2020）の有
線通信網部分について、Focus Group on IMT-2020（FG 
IMT-2020）を設置することを合意した。
　本FGは、将来網を検討するSG13が親SGとなり、IMT-2020
の有線通信網におけるITU-Tが実施すべき標準化検討項
目の明確化を目的とし、他組織で検討されている5Gに関
連する有線通信網に関する標準化検討情報の収集や、
IMT-2020の有線通信網の実現のために考えられる新技術
に関する情報収集を通じ、標準化ギャップ分析を実施する。
SG13でのFG設置議論においては、3GPPや他団体で関連
の検討が進んでいることもあり、欧州を中心としてFG設
置に反対意見が出されたが、超高速の無線アクセスに必
要な有線通信網に関する技術的な検討の必要性が示され、
最終的に合意された。FGの活動期間は、2015年12月に開
催されるSG13会合までの8か月である。
　FGのマネジメント体制を図に示す。議長にHuawei（カ
ナダ）のPeter Ashood-Smith氏が就任し、副議長はChina 
Mobile（中国）、ETRI（韓国）、Telecom Italia（イタリア）、
NTT（筆者）が就任した。議長、副議長の5人のうち3人
が通信オペレータである点が特筆できる。

3．第1回FG IMT-2020会合概要
3.1　開催概要

　FG IMT-2020の第1回会合は、2015年6月8日（月）、9日（火）

ITU-T FG IMT-2020
第1回及び第2回会合報告

今
いまなか

中　秀
ひで

郎
おITU-T FG IMT-2020 副議長

NTTアドバンステクノロジ株式会社　ネットワークテクノロジセンタ 
標準化推進・技術調査部門 担当部長

会合報告 

図．FG　IMT-2020のマネジメント構成
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の2日間、米国（サンディエゴ）で開催された。ITU-Rの
WP5D（SG5のWorking Party Dで、地上無線業務を扱っ
ている）との連続開催である。会合参加者は、米国開催と
いうこともあり全体で60名の参加登録のうち、約3分の1に
あたる22名が米国からの参加であった。参加登録者のうち
遠隔での参加が20名弱であった。米国に続き参加者が多
いのは、日中韓の3国であり、欧州や中南米、東南アジア
やアフリカからも参加があった。

3.2　全体構成

　第1回のFG会合の構成を表1に示す。寄書数は33件で、日
本からはTTCの将来モバイル通信網アドホック（FMN-AH）
が本年2月にまとめた5G移動通信網の有線ネットワークの要
求条件に関わる白書に関する提案と、第5世代モバイル通信
フォーラム（5GMF）での検討状況紹介（表1の赤字部分）
があった。会合は、ワークショップのような形式で、寄書に
基づき5Gの概要、通信事業者からの視点、通信機器ベンダ
の視点、関係するITUの標準化活動、関連の研究内容など
が紹介された。

3.3　主要結果

　最終セッションで、FGで検討すべきトピックの特定と、

各トピックを推進するチャンピオンの募集があった。議論の
結果を表2に示す。表中の赤字で示した部分は、日本の組織
である。日本からは、Overview of use cases and terminology 
のトピックにNECが、Network Softwarizationのトピックに
5GMFがチャンピオンになっている。各トピックについて、
次回会合までに進め方や詳細内容に関する寄書を用意する
ことになった。また、チャンピオンが決まっていないトピッ
クに関しては、引き続きチャンピオンを募集する。

3.4　主な寄書提案の結果

　表1に示すセッションごとに、主要な寄書の提案内容と
議論結果を示す。

3.4.1　5Gの概要

・ITU-R WP5D：ITU-Rでは、IMT-2020をIMT-Advanced
の次のステップとして捉えており、関連の無線技術を検
討している。IETF（Internet Engineering Task Force）、
W3C（World-wide Web Consortium）等の他団体とも
連携している。2015年6月の会合でIMT-2020の概要や要
求条件をまとめたM.IMT-Visionを発行する。

・ITU-T：ITU-Tのコンサルタントがまとめた、主要な5G
関連団体の検討状況の紹介があった。団体によっては

会合報告 会合報告

表1．第1回FG　IMT-2020会合の構成と寄書提案

日付 セッション名 寄書 備考

6/8（月）

オープニング TSB、WP5D、Intel IPR等

５Gの概要 Huawei、ITU、NGMN、5GMF

キャリアの視点と要求条件 Saudi Telecom、KT、TTC、ETRI、SKT、CMCC

アカデミアとSDOの要求条件 PARC、ETSI ETSIはLS

6/9（火）

ベンダの視点と要求条件 CISCO、ALU、SG15、Huawei（3件） SG15はHuawei

オープン議論 KT（4件）、Ericsson、ETRI（3件） 全体議論あり

クロージング

表2．FGで検討すべきトピックとチャンピオン（推進者）

# トピック 寄与が期待できる団体 チャンピオン

1 ユースケースと用語定義 TSB、ETRI、Ericsson、NEC、Saudi Telecom NEC

2 ハイレベル要求条件（技術目標） Univ. Tokyo/TTC

3 ハイレベルアーキテクチャ ETRI、KT、SKT、ITU-R WP5D、China Mobile ETRI

4 エンドエンドQoS KT、 SKT KT

5 新ネットワーク技術（CCN、ICN等） Cisco、PARC、Huawei Cisco

6 NWソフト化 5GMF、KT、SKT、China Mobile 5GMF

7 モバイルフロントホール・バックホール ITU SG15/Huawei、TTC Huawei

５Gの挑戦とイネーブラー Huawei

統合マネジメント TTC、Huawei 、KT、China Mobile、ETRI

網移行 CISCO、ALU、STC

セキュリティ TTC

（網掛け部分は、推進者が決まっていないトピック）
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省エネ関連についても標準化検討を実施している模様。
・NGMN（Next Generation Mobile Network Alliance） ［3］：

NGMNにおける5Gの検討状況の紹介で、2015年1月に白
書をまとめた。議論はなく、FG参加者の多くはNGMN
の白書を熟知している模様。

・5GMF（5th Generation Mobile network Forum）［4］：
中尾先生（東京大学）から、日本の5GMFでの検討状況
が紹介された。5GMFでは、アプリケーションドメイン
やモバイルエッジコンピューティングに関する標準の検
討を実施している。2020年の東京オリンピックに向け
2017年にトライアルを実施予定である。

3.4.2　キャリアの視点と要求条件

・サウジテレコム：サウジアラビアだけでなく、中東諸国
での5Gの取組状況が紹介された。中東では、3Gサービ
スを開発中であり、5Gが必要なアプリケーションの開発
や5Gのビジネスモデルの必要性が示された。

・KT（韓国）：KTが考えるIMT-2020のビジョンが紹介さ
れた。信頼性や品質確保など五つの要求条件を提示し、
既存の光アクセスを活用した展開を指向している。

・TTC（日本）：TTCで作成した5G移動通信網白書の概
要が紹介された。5Gでは、トラフィックパターンごとの
最適なネットワーク機能の制御、低遅延、省エネ、CO2

削減などが要求される。
・SKテレコム（韓国）：SKテレコムが考える5Gのビジョン

が紹介された。ネットワーク機能は、集中制御だけでな
く、分散オーケストレーションも考慮する。

・China Mobile（中国）：China Mobileが考える5Gのビジョ
ンが紹介された。標準化検討の効率化のため、他SDO

（Standards Deleloping Organization）との検討重複を
避けることが訴えられた。

3.4.3　アカデミアとSDOの要求条件

・PARC（米国）：将来インターネットのアーキテクチャに関
する要求条件と、ICN（Information Centric Network）、
CCN（Content Centric Network）の概要が紹介され、
5Gネットワークへの適用が提案された。

3.4.4　ベンダの視点と要求条件

・CISCO（米国）：5Gのコアネットワークに関し、ICNを
含めた検討が提案された。IETFで検討しているGTP

（General Packet Radio System Tunneling Protocol）

との関係が議論された。
・Huawei（カナダ）：NG-PON2（次世代パッシブ光ネッ

トワーク）をワイヤレスフロントホールに適用する提案
と、関連する実験が紹介された。また、SG15で検討し
ているRoF（Radio on Fiber）の紹介とエンドエンドの
遅延時間を1msにするアーキテクチャが提案された。

3.4.5　技術討論

・KT：エンドエンドQoS（Quality of Services）をFGで
の検討項目とすべきという提案があった。また、他団体
での検討状況や用語定義、ベース文書が提案された。

・ETRI（韓国）：IMT-2020のハイレベルアーキテクチャ
を検討すべきとの提案と、ベース文書が示された。

4．第2回FG IMT-2020会合概要
4.1　開催概要

　FG IMT-2020の第2回会合は、2015年7月13日（月）、14日
（火）の2日間、スイス（ジュネーブ）のITU本部で開催され
た。ITU-TのSG13（クラウドコンピューティングを含む将
来網）のラポータ会合、世界の地域標準化団体等が一同
に会し標準化方針等を議論するGSC（Global Standards 
Collaboration）との併催及び連続開催である。会合参加
者は、SG13会期中ということもあり第1回会合に比べて増
加し、リモート参加も含め全体で75名になった。日本から
は、5GMF、TTC、NEC、富士通、NTT、NICT、OKI等
から16名（このうち、リモート参加は7名）が参加し、国
別では最大数であった。中国が15名で日本に次いで多かっ
た。韓国からの参加者数は登録ベースでは5名であるが、
SG13会合参加者がFGに登録せずに参加しているようで、
実際は10名以上が参加していた。

4.2　全体構成

　第2回のFG会合の構成を表3に示す。寄書数は24件で、
日本からはNECからユースケースのまとめ方に関する提
案、TTCで検討しているモバイルフロントホール・バック
ホールに関する要求条件の提案、5GMFからネットワーク
ソフト化に関する課題の紹介の3件の寄書が出された。会
合は、ITU-T局長のLee氏の挨拶、ITU-R局長のRancy氏
の挨拶（代理が発表）で始まり、第1回会合で合意したトピッ
クごとにセッションを分けて寄書審議が行われ、トピック
ごとにブレイクアウトセッションで想定される成果文書の
記載内容や次回会合までの議論方法について議論された。

会合報告 
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4.3　主要結果

　2日目の午後のセッションで、チャンピオンが決まってい
る六つの課題ごとのブレイクアウトセッションが、チャン
ピオンの議事進行により、3並列で各1時間開催された。議
論の結果を表4に示す。各トピックでは、成果文書のドラ
フト版の作成、もしくは、目次案を作成し、次回の第3回会
合までに成果文書のドラフトに関する議論を電子会議で実
施することを合意している。チャンピオンが会合に不参加で
あった「新ネットワーク技術」と「フロントホール・バックホー
ル」に関しては、それぞれPARCと5GMF（東京大学の中
尾先生）がチャンピオンの代理としてブレイクアウトセッショ
ンを議事進行した。また、チャンピオンが決まっていないト
ピックに関しては、引き続きチャンピオンを募集する。

4.4　主な寄書提案の結果

　表3に示すセッションごとに、主要な寄書の提案内容と
議論結果を示す。

4.4.1　一般的課題

・China Mobile（中国）：トピックごとに検討スコープに
関するコメントとして、他SDOの検討内容の分析、要求
条件とアーキテクチャを特定する必要性が示された。

・ITU-T SG13：ITU-T SG13で作成した将来網関連、及び、
スマートユビキタスネットワーク（SUN）の検討状況と
関連勧告が紹介された。将来網関連をQ14,15/13ラポー
タのNEC江川氏、SUN関連をQ11,16/13のETRI（韓国）
のLee氏が紹介した。

4.4.2　ユースケースと用語定義の概要

・NEC：江川氏から、ユースケース文書の作成方法とし
てITU-RやNGMNが既にユースケースをまとめているた
め、技術項目ごとにユースケースを例示するようまとめ
るという提案があった。議論の結果、提案は合意された。

・Saudi Telecom：5Gに対する要求条件や、想定されるサー
ビスについてのまとめが紹介された。通信事業者がどの
ように収益を得るかが議論になった。

4.4.3　ハイレベルアーキテクチャ

・ETRI（韓国）：パイチャイ大学から、移動管理に関する
ネットワークアーキテクチャの要求条件が提案された。

・ETRI（韓国）：チュンブク国際大学から、IMT-2020の
コアネットワークに関する要求条件が提案された。

・China Mobile（中国）：中国でまとめた5Gネットワーク
技術白書に基づき、統合管理の要求条件が提案された。

会合報告 会合報告

表3．第2回FG　IMT-2020会合の構成と寄書提案

日付 セッション名 寄書等 備考

7月13日（月）

オープニング ITU-T局長、ITU-R局長挨拶 IPR等

一般的課題 NGMN、CMCC、SG13（2件）

ユースケースと用語定義の概要 Saudi Telecom、NEC

ハイレベルアーキテクチャ WP5D、ETRI（4件）、CMCC

エンドエンド QoS KT（4件）

新ネットワーク技術（ICN、CCN） CISCO、Huawei、PARC

7月14日（火）

フロントホール・バックホール TTC、SG15、Huawei

ネットワークソフト化 5GMF、CMCC

ブレイクアウトセッション 3並列

クロージング BOセッションの結果報告

表4．各トピックのブレイクアウトセッションの主な結果

トピック Champion 主な結果

ユースケースと用語定義の概要 NEC NEC提案により項目毎にユースケースを整理。次回のトリノ会合までに2回の電話会議を実施予定。

ハイレベルアーキテクチャ ETRI、CMCC 成果文書のドラフトを2件作成（アーキテクチャと統合管理）。電話会議を実施予定。

新ネットワーク技術（CCN、ICN） CISCO 電話会議を実施予定。（今回はPARCがチャンピオン代行）

エンドエンドQoS KT KT提案に基づき成果文書のドラフトを作成。次回会合までに2回の電話会議を実施予定。

ネットワークソフト化 5GMF 5GMF提案に基づき成果文書の作成を合意。電話会議を最低2回実施予定。

フロントホール・バックホール Huawei TTC白書、Huawei提案、SG15提案を基に成果文書の作成を合意。次回以降の会議はチャンピオン
が設定。（今回はチャンピオン不在のため、中尾先生が代行）
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4.4.4　エンドエンドQoS

・KT（韓国）：有無線区間を通したQoSの必要性を国際通
信等で例示、QoS検討の参照モデルとベース文書のス
コープが提案された。

4.4.5　新ネットワーク技術

・Huawei（中国）：CCNを5Gのコアネットワークに適用し
た場合の、想定される高速化、低遅延化などの利点と
圧縮技術やルーチング技術に関するギャップが紹介さ
れた。

・CISCO（米国）：ICNをベースとしたモバイルバックホー
ルについて、現在のモバイル通信のトラフィックに基づ
く性能評価結果が紹介された。数ギガビットのメモリを
エッジに配置することにより、ピーク時には95%のトラ
フィックが削減できるとのこと。

・PARC（米国）：CCNを5Gに適用した場合に、帯域の
40%が削減可能などのメリットと、ネームルーチングな
どの検討課題が紹介された。

4.4.6　フロントホール・バックホール

・TTC：中尾先生（東京大学）から、前回会合で紹介し
たTTCの5G移動通信網白書に基づき、モバイルフロン
トホール・バックホールに関する要求条件が提案された。

・Huawei（カナダ）：MPLS-TPベースのパケット網であ
るPTN（Packet Transfer Network）をモバイルフロン
トホール・バックホールへの適用が提案された。PTN
によりフロントホールとバックホールを区別なく提供で
きる等のメリットがある。

・SG15：SG15のWP3からのリエゾン文書、SG15における
RoFと、CPRI（Common Public Radio Interface）のた
めの光通信網の検討状況が紹介された。

4.4.7　ネットワークソフト化

・5GMF：中尾先生（東京大学）から、5GMFで検討して
いるネットワークソフト化に関する検討課題が紹介され
た。また、5Gのネットワークアーキテクチャ図、及び、ベー
ス文書が提案された。

・China Mobile（中国）：アプリケーションからネットワー
ク機能を制御できるよう、APIによるネットワーク制御
機能の開放を容易にするアーキテクチャ検討が提案さ
れた。

・ETRI（韓国）：寄書なし。エンドエンドのパス中にある

アプリケーション、リソースの効率的配置を研究中であ
ることが口頭で報告された。

4.5　今後の予定

　次回の第3回FG IMT-2020会合は、2015年9月21日（月）
から24日（木）の4日間で、イタリア（トリノ）のテレコム
イタリアで開催を予定している。初日の21日（月）には、
IMT-2020のネットワークに関連する新技術のワーク
ショップが開催される予定である。また、ブレイクアウト
セッションで合意したように、次回会合までにトピックご
とに電話会議を複数回開催し、成果文書のドラフトを作成
する。電話会議の設定や議論のまとめは、チャンピオンに
任せる。チャンピオン不在のトピックについては、引き続
きチャンピオンを募集する。

5．おわりに
　本稿では、第1回と第2回のFG IMT-2020会合の概要に
ついてまとめた。5GもしくはIMT-2020の検討は、ITU-R
のWP5Dや3GPPで検討している無線区間に大きな興味が
向けられているが、IMT-2020が目指す低遅延や膨大な端
末数の接続のためには、有線区間を含めたトータルでの最
適なネットワークを構築していく必要がある。IMT-2020
による、IoTやM2Mによるよりよい社会環境の実現、ユー
ザに安心、安全で高信頼な通信サービスの提供、通信事
業者にとっては、IMT-2020で実現する新サービスによる
収益増、ネットワークソフト化などの運用の効率化による
費用減に対する期待が高い。そのためにも、FG IMT-2020
での検討は日本及び世界にとっても有効であろう。今後、
TTCや5GMFでの検討結果を世界に発信するために、本
FGを効果的に活用することが期待される。また、日本に
とって必要な仕様、日本の技術をグローバルに展開するた
めに必要な要件などを早期に勧告化できるよう、本FGに
積極的に対応していく必要がある。

参考文献
［1］ IEEE
 https://www.ieee.org/index.html

［2］ WiMAX Forum
 http://www.wimaxforum.org/

［3］ NGMN
 http://www.ngmn.org/home.html

［4］ 5GMF
 http://5gmf.jp/en/
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1．はじめに
　カンボジアというとどのようなイメージをお持ちでしょ
うか？
　世界遺産のアンコール遺跡群はぱっと思いつくかと思い
ますが、そのほか、地雷、貧困などのイメージもお持ちで
はないでしょうか。また、開発途上国にありがちなイメー
ジとして、通信事情は劣悪で十分なサービスを提供できて
いないというような思いを抱いている方も多いと思います。
　カンボジアでは、ここ10年の経済成長が平均7％であり、
一人当たりGDPも、2013年に1000ドルを突破して、国際通
貨基金（IMF）においては、2020年までの間7％を超える
経済成長を続けると予想されています。経済成長に伴い、
首都プノンペンにおいて、建物の建築ラッシュが始まるな
ど都市化が進んでいる一方、地方部は都市部ほど経済成
長の影響を受けておらず、雰囲気ものどかな田園風景が広
がっており、情報通信環境も都市と地方部ではサービスの
格差があるように見受けられます。
　今回は、あまり一般的ではないカンボジア王国の概況と
現在の情報通信事情などを、現地に住んでいる経験など
を踏まえてお伝えさせていただきます。

2．カンボジア全般について
2.1　カンボジアの概況

　カンボジアはインドシナ半島の中央部に位置しており、
熱帯気候に属し平均気温は20度以上となっています。面
積は日本の約半分の18.1万km2、人口は約1500万人、平均
年齢は約25歳と若く、民族としては90％がクメール人で、
中国人、ベトナム人、チャム人との混血が多い状況です。
　言語はカンボジア語（クメール語）で、周辺のタイ語、
ラオ語、ベトナム語と異なり、モン・クメール語族に属し
ており語源はインドの文化や宗教に影響を受け、サンスク
リット語・パーリ語に影響を受けたとされています。文字
は図1にあるような独特の文字で母音23個、子音33個から
なる表音文字で表わされます。

2.2　カンボジアの歴史

　歴史的には、中国の書物には1世紀頃に、現在カンボジ

アのある場所に扶南王国があったと記述されていました。
その後、9世紀以降のアンコール王朝期には、現在のシェ
ムリアップ州に都を移し14世紀まで、アンコール帝国を築
き、最盛期には、現在のタイ、ベトナム、ラオス等インド
シナ半島の大半とマレー半島の北部の広大な土地を支配
していました。
　19世紀のフランス植民地時代を経て、1953年にカンボジ
ア王国（シハヌーク国王）として独立し、1960年代は平和
を保っていましたが、1970年のクーデター後に親米クメー
ル共和国の樹立後内戦が始まりました。1975年から1979年
の親中クメール・ルージュ政権時代には、貨幣の廃止、都
市住民の農村への強制移住、 知識層の弾圧が行われ、
100万人から200万人とも言われる国民（当時の人口約2割）
が死亡したと言われています。知識層が失われた影響は
大きく、当時の医者、教師等の数が大きく減り、その後の
カンボジアの発展に大きな影を残しました。
　その後、1979年から約10年間、ベトナム及びソ連の支援
を受ける「カンプチア人民共和国」と、中国支援のポル・
ポト派と西側支援の二派から成る民主カンボジア（三派）
連合政府による内戦が継続しましたが、1991年に和平協定
が署名され、1992年のUNTAC暫定統治、1993年の総選挙
を経て同年に新生カンボジア王国が誕生し、その後現在に
至っています。

和
わ だ

田　孝
たかゆき

行在カンボジア日本大使館　二等書記官

カンボジア情報通信事情
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図1．カンボジア語の文字
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3．情報通信環境の全般
　カンボジアの首都プノンペンを歩くと、様々な携帯電話、
ISPの広告等が目につき、通信環境の発展が見て取れます。
当国の産業政策上、外資規制は緩く、外資100％の会社設
立が可能であり、海外への送金規制もないなど、外国企
業が参入しやすい環境となっています。
　また、最新技術の導入に関し、移動通信において、2014年
1月から4GLTEのサービスが開始されるなど最先端の技術
の導入が行われている状況です。
　現在の固定電話、携帯電話、インターネット加入者の全
体的なトレンドについては、図2にあるとおり、固定電話
は減少傾向、携帯電話は横ばい、インターネット加入者は
増加傾向となっています。

3.1　固定電話の概況

　固定電話サービスについては、2006年1月、郵便・電気
通信省（MPTC）から電気通信事業部門が分離され、公
社としてテレコム・カンボジアが新設され、本公社がサー
ビスを実施し、2009年2月にViettel社（ベトナム資本）も

事業を開始しました。固定電話の加入数、加入率の詳細
は図3のとおりで、Viettel社参入後に一時的に伸びたもの
の2012年をピークとして減少傾向にあり、現在は36.1万加
入（2.5％の加入率）となっています。
　一般市民の電話利用の傾向として、固定電話を引くより
も手軽な携帯電話を利用するようになっており、また、公
衆電話については、街中にはほとんど見当たらず、王立プ
ノンペン大学内に1台見かけましたが、故障しており稼働
していない状況でした。国際電気通信連合（ITU）の統計
上、カンボジアは1993年に世界で初めて携帯電話加入者
が固定電話加入者を上回った国となっており、固定電話の
普及の前に携帯電話が普及し、そのまま定着したような状
況となっています。

3.2　携帯電話の概況

　現在、カンボジアには表1にあるとおり携帯電話会社は6社
あり、外国資本が入っている会社が大半を占めています。
また、上位3社（Viettel社、Smart社、CamGSM社）で加
入者数の98％以上を占めるなど、実質的には上位3社によ

会合報告 

図2．カンボジアにおける電話加入者等の推移（郵便電気通信省資料より筆者作成）

図3．カンボジアにおける固定電話普及率の推移（郵便電気通信省資料より筆者作成）
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る競争が行われている状態となっています。
　2014年には、GE-TELL社がシンガポール資本のSouth 
East Asia Telecomに買収され、2015年3月には業界3位の
Beeline（Sotelco社）が業界1位のViettel社に売却される
動きなど統廃合が進んでおり、この動きは今後も続くとみ
られています。

表1．カンボジアの携帯電話会社一覧（筆者作成、加入者数順）

会社名 サービス名 ロゴ
サービス
開始時期

Viettel Metfone 2008年

Smart Axiata Smart 1992年

CamGSM Cellcard 1996年

CADCOMMS qb 2006年

South East 
Asia Telecom

SEATEL 2008年

Xinwei Cootel 2013年

3.3　ISP事業者の概況

　2014年末時点で、29社にISPのライセンスが付与されて
おり、FTTH、ADSLのサービスが行われています。Open 
net社とViettel社の料金水準は表2のとおりで、日本に比
べると低速のサービスが提供されていますが、近年月額料
金は低価格化しています。また、加入者数は2014年末時
点には約503万加入で前年比30％増となるなど、2011年以

降大幅に伸びています。
　また、参考までに付け加えると、ケーブルテレビ会社（首
都プノンペンにおいては、ケーブルテレビでテレビを視聴
している世帯が多く、同軸ケーブルは各家庭に接続されて
いるケースが多い）によるインターネットサービスも行わ
れていますが、FTTH・ADSLに比べて低速かつ高価な料
金設定となっており、価格競争力がない状況です。

3.4　フリーWiFiの状況

　カンボジアにおいては、首都プノンペンを始め地方都市
部においても、フリー WiFiが発達しており、カフェ、レス
トラン、ショップ等ほとんどの場所で使用でき、利用者の
一人としては大変便利です。ローカル向けレストランから、
はたまた国会議事堂建物内（さすがにフリー WiFiの看板
は出ていませんでした）までフリー WiFiが利用できます。

4．カンボジアにおける携帯電話の利用
　現在、SIMカード発行枚数ベースでの加入者数は人口を
上回っており、カンボジア国民のほとんどが携帯電話を使
用しています。カンボジアにおける携帯電話の利用者数、
料金、使い方などの詳細をご紹介します。

4.1　携帯電話の加入数

　携帯電話の加入数については、SIMカード発行枚数は
2014年末時点で2,045万枚発行されており、人口比で130％
程度となっています。携帯電話の保有率はいくつかの調査
結果があり、2013年3月に調査を行った「カンボジア2013年
中間年人口調査」（全年齢を対象としたサンプル調査）に
おいては、携帯電話保有率は2013年3月末時点で81.4%（都
市部 94.5%、地方部 77.9%）、2014年8月に調査を行った

「Mobile Phones in Cambodia 2014」（The Asia Foundation）
（15歳〜 65歳を対象としたサンプル調査）では、93.7％（都
市部95.2％、地方部92.3％）となっています。また、スマー
トフォン保有率は26.1％（都市部38.6％、地方部20.7％）と、
都市部と地方部では開きがあります。なお、都市部のうち特
に首都プノンペンの人々の状況を見ると、過半数の人々がス
マートフォンを使用しており、地方部との開きは更に大きい
印象があります。

4.2　携帯電話の加入方法と料金

　携帯電話を利用するには、街中にある携帯電話ショップ
で携帯電話を購入し、SIMカードショップで購入したSIM

会合報告 海外だより～在外公館だより～

表2．FTTH、ADSL等の月額料金例（各社HPより抜粋）

会社名
FTTH ADSL

最大速度 月額料金 最大速度 月額料金

Opennet社

10Mbps 39ドル 4Mbps 18ドル

15Mbps 69ドル 6Mbps 24ドル

20Mbps 99ドル

Viettel社

8Mbps 30ドル 4Mbps 12ドル

10Mbps 35ドル 5Mbps 18ドル

20Mbps 90ドル 14Mbps 24ドル

50Mbps 350ドル

ケーブルインターネット

最大速度 月額料金

PPCTV社
（ケーブル
会社）

1Mbps 19ドル

2Mbps 39ドル

3Mbps 59ドル

4Mbps 79ドル
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カードを挿入すれば使用することができます。SIMカード
購入の手続きについては極めて簡素であり、SIMカード
ショップに行き、身分証明書（パスポート、IDカード等）
を提示すれば数分で発行されます。基本的にサイン等を
求められることはなく、外国人1ドル、カンボジア人25セ
ントで発行されます（キャンペーンによりSIMカード代が
無料の場合もあります）。

（1）携帯電話の価格

　街中の携帯電話ショップに行くと、様々な種類の携帯電
話が売られています。10ドル代からあるストレートタイプ
の電話機から、100ドル前後の廉価版のスマートフォン、
400ドルから600ドル程度のソニー製、サムソン製スマート
フォン、700ドルを超えるアップル製iPhoneなどが様々売
られています。
　カンボジアの縫製業工場労働者の今年の最低賃金は月

額128ドルで、残業代等を含めると月額200ドル前後と言わ
れており、所得に対して高額なスマートフォンを購入する
場合はローンを組む傾向にあるようです。

（2）携帯電話の月額料金と通話料金

　日本と異なり、90％以上がプリペイド方式で料金を支
払っていると言われています。いくつかの支払い方法があ
り、代表的なものとして、路上で販売しているスクラッチ
カード（各社ごとに1ドル、2ドル、5ドル、10ドル等の種
類があり、買う際はサービス名と金額を言う）を購入する
か、自動支払機に自分の電話番号を入力してお金を入れ
てチャージする方法などがあります。
　上位3社の主な通話料金及びSMSの価格は、表3のとお
りほぼ横並び状態となっており、あまり差がありませんが、
各社、トップアップボーナス（一定期間内に携帯電話の料
金をチャージすると数倍の価値になる）や、図4のSmart
社の例のように、1ドル分のチャージを18ドル分（2週間同
一キャリア内通話、SMS及びインターネット接続に使用可
能）に変換できるようなサービスを提供し、加入者の囲い
込みを実施しています。

会合報告 

写真2．空港のSIMカード売り場

写真3．携帯電話スクラッチカード
売り場

写真4．携帯電話の支払機

写真1．街中の携帯電話ショップ

図4．Smart社プロモーション
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4.3　携帯電話のカンボジア語対応

　既に述べたようにカンボジア国内においては、カンボジ
ア語が使われておりますが、母音及び子音の数が多く、
フィーチャーフォンでの入力は難しいものでした。2006年
以降、各社の携帯電話端末はカンボジア語に対応してきて
おり、スマートフォンの普及に併せて、各OSも対応可能
であり、iOSはフルサポート、アンドロイドはver4.1以降対
応を開始し、ver4.4以降フルサポートとなっています。ス
マートフォンのQWERTYキーを使用すればカンボジア語
の入力も比較的容易で、SNS等のカンボジアの投稿などを
良く見ます。

4.4　地方の携帯電話事情

　カンボジアの電化率は4割程度であり、地方部では必ず
しも電気が引かれている状況ではありませんが、一方で、
携帯電話に関しては仕事や家族との連絡で使うため、地
方部でも8割以上の人が持っています。電源については、
バッテリー屋という商売があり、ディーゼルエンジンを動
かして、車のバッテリーを充電する商売などが行われてい
ます。各家庭でバッテリーを所有し、それを使用して携帯
電話の充電、夜間の照明などに使用しています。電化され
ていない地方部においては、電源の問題があり、スマート
フォンなどはあまりみられず、電池の持ちが良い機種が主
に使用されており、この点からも地方部のスマートフォン
保有率が都市部の半分程度となっている事情が伺えます。

5．カンボジアの情報通信に関する今後の動向
5.1　携帯電話会社の統廃合及び普及

　携帯電話会社に関しては、実質的には3社の競争状態で
あり、これらの3社は現在設備投資を順次進めており高品
質なサービスを展開できることから、今後新たな事業会社

が上位3社のシェアを奪うようなケースは想定されず、合
併、吸収等により6社ある携帯電話会社の統廃合が更に進
むことになると思われます。
　また、現在の携帯電話加入数は前述の通り横ばい状態
にはありますが、今後人口増加が見込まれるため、SIMカー
ドベースの加入数については人口増加に伴い微増していく
ことが想定されます。
　また、スマートフォンの普及については、地方部での電
化率が今後順次改善していくことに伴い、地方部において
もスマートフォンの普及が進んでいくことが容易に予想さ
れます。

5.2　海底ケーブルの敷設

　現在、カンボジア南部のシハヌークビル州に、日本とシ
ンガポールを結ぶ海底ケーブルの支線を陸揚げする計画
が進められています。これまで、インターネットの接続は、
隣国のタイ・ベトナムを経由しなくてはならなかったとこ
ろ、今後は直接接続できるようになり、現在の隣国への接
続料を支払わなくてはいけないこと、接続速度の制限を受
けることがあったことが解決され、更なるインターネット
料金の低廉化、速度の向上につながると考えられます。

5.3　選挙とSNS

　カンボジアは、1993年のUNTAC選挙から5年ごとに選
挙が行われ、2013年に5度目の選挙が行われました。この
選挙では、与党人民党は90議席から68議席へ大きく減らし、
野党救国党は29議席から55議席へ増加しました。TV等の
既存のメディアは政府の情報は流すが、野党の情報発信
は行われないと言われており、この野党の議席の大幅な増
加は、SNSのFacebookによる情報発信・情報共有が原動
力とされ、若者を中心に野党に関する情報をFacebookに
より共有し、デモなどの選挙キャンペーンが行われたと言
われています。次回選挙は2018年に行われる予定で、野
党が更に議席を伸ばすのか、与党が政権を維持できるの
かが注目されています。2018年には更にスマートフォンや
インターネットの普及が進んでいることから、次回の選挙
に関して情報通信機器やFacebookなどのSNSの利用の影
響が更に大きなものとなってくると思われます。

※　本稿は、筆者の個人的見解に基づいています。

会合報告 海外だより～在外公館だより～

表3．通話料金及びＳＭＳの価格

通話／分 SMS ／通

サービス名 ネットワーク内
ネットワーク

外
ネットワーク

内
ネットワーク

外

Metfone
5cent（24時～ 18時）
7cent（18時～ 24時）

8cent 2.5cent 4cent

Smart
5cent（24時～ 17時）
7cent（17時～ 24時）

8cent    1cent 5cent

Cellcard
5cent（23時～ 18時）
7cent（18時～ 23時）

8cent    3cent 5cent
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　私は、約40年前の1973年に大学院修了後、日本人とし
ては最年少国連公務員として国連開発計画（UNDP）に就
職した。最初の仕事が、国際電気通信連合（ITU）とのパ
キスタン電電公社研修センター設立プロジェクトであっ
た。それから長年にわたるITUへの参加が始まった。その
間の多様な功績と貢献によって、今回総務大臣賞を授与さ
れたと理解している。

1．ITUと早稲田大学の提携
　ITUと早稲田大学の関係は古く、私が早稲田大学に移籍
して早速スイス（ジュネーブ）でトゥーレ通信開発局長（そ
の後事務総局長）と2000年春に懇談し、歴史的な、大学
とのMOU締結を働きかけた。当時は内海善雄氏が事務総
局長であり、大学との共同活動に好意的であった。
　まず私が提案したのは、ITUが行っているセミナー、ワー
クショップ、研究開発プログラムなどを大学が開催するこ
とである。そのためには MOUを締結して両者の立場を明
確にする必要がある。トゥーレ氏やZhao氏は、早稲田大
学との協力関係を模索してくれた。私は、ジュネーブやバ
ンコクなどの国際会議の機会をとらえて、先方とのMOU
文面作りや具体的活動計画を練る作業に明け暮れた。そ
の結果、2001年8月に大学として、世界で初めての包括協
定に合意し、早稲田大学にて調印式を行った。内海事務
総局長と奥島総長の署名、立会人として金沢薫日本ITU協
会理事長（前事務次官）が登壇した。包括協定締結後、
横須賀リサーチパーク（YRP）に「早稲田大学国連ITU 
研究センター（以下、研究センター）」を開設し、無線通
信部門（ITU-R）、電気通信標準化部門（ITU-T）、及び電
気通信開発部門（ITU-D）の3部門全てと包括協力覚書を
結んだ唯一の大学となり、私が初代所長となった。もとも
と早稲田大学には富永、加納、浦野名誉教授ら、標準化
活動に参画している教員が多く、大学内の理解は速かった。
　次に、ITUとの第1回共催研修プログラムがすぐに、
2001年11月に2週間、アジア各国の中堅政府役人30人を対象
に実施された。以後2005年まで開催したが、参加者の研修
運営費用を全て私の研究室が負った。その後、経費の安い
途上国で運営する方式を採用し、私が1996年より委員長に

就任していたITUアジア太平洋地区Center of Excellence
プログラムに研修活動を委譲した。

2．国際会議で世界の英知結集
　ITUでの大学活動を強化するため、研究センターを設立
し、これを記念して、2003年10月に国際会議を早稲田大学
キャンパスで開催した。主催は早稲田大学国際情報通信
研究センターで、ITU、総務省、ほか関連団体が後援した。
この協力関係は、グローバルな産学官連携による、ICT分
野での国際研究ネットワーク構築などの更なる進展につな
がる意義あるものだった。会議では、当時の白井早大総長、
内海ITU事務総局長、総務副大臣、金澤日本ITU協会会
長が挨拶をした。その後、ラウンドテーブル「ITUと日本」
等のセッションを開き、総務省鍋倉総務審議官、APTの
ナラヤン事務総局長、横須賀市の沢田市長、NTTデータ
の浜口社長、NTTコミュニケーションズの鈴木社長、
NECの佐々木会長、NTT西日本の上野社長等がスピーカー
として出席した。参加者は200人に及んだ。
　2006年6月には、早稲田大学の創立125周年を記念して、
国際会議「グローバルｅ-ガバナンス」を国際会議場で4日間
開催した。IT革命によるイノベーション、危機管理、電子
政府推進など、あらゆる組織がガバナンス再構築を必要と
している中、ICTを活用したe-ガバナンスが注目を浴びて
おり、主テーマとした。会議には、後援のITUに加え世界

国際電気通信連合（ITU）との40年
―総務大臣賞を受賞して―

小
お び

尾　敏
とし

夫
お

早稲田大学　アジア太平洋研究科 教授

会合報告 この人・あの時

写真．ITUアカデミア事務総長特別代表の就任式
トゥーレ事務総局長から辞令授与される小尾教授
左からランシー無線通信局長、Zhao事務総局次長、小尾、トゥーレ
事務総局長、ジョンソン標準化局長、サヌウ開発局長
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40か国・12国際機関から約70名の講演者と約300名の専門
家が参加し、幅広く議論した。マイクロソフトのヒュース
トン社長、早稲田大学白井克彦総長、トヨタ張富士夫会長、
松田岩夫IT担当大臣、ASEAN4か国大臣とのラウンドテー
ブル／ディスカッション、内海事務総局長、NTT和田紀
夫社長、国連大学ヒンケル学長など、スピーカーは多彩で
あった。日経新聞が3ページにわたり報道し、委員長の私
としては感慨深い企画となった。
　私は要人招聘や交流も重要な役割と考え、ティエモフ無
線通信局長、研究センターのITU側責任者のZhao現事務
総局長は2回（電気通信標準化局長時代と事務総局次長時
代）、など幹部を招聘した。数日間の滞在中、熱心にスケ
ジュールをこなした。事務総局長職を終えた内海善雄氏には、
大学に名誉博士号授与を進言し実現した。そのご縁もあり
4年間客員教授として学生向けに授業をお願いできた。私
と松本教授が世話役であったが、最高の国際人養成講座
が開花した。

3．ITU事務総局長の特別代表に就任
　2011年1月14日にスイス（ジュネーブ）に本部を構える
ITUで式典が二つ行われた。午前は、前年10月にメキシコ
のグアダラハラで開催された全権委員会議における役員選
挙で選出された新役員のお披露目行事である。壮絶な選
挙キャンペーンの結果、アフリカのマリ出身のトゥーレ事務
総局長と中国出身のZhao事務総局次長も再選された。3局長
は、電気通信標準化局長はジョンソン氏、無線通信局長
はランシー氏、電気通信開発局長はサヌウ氏がそれぞれ当
選した。私はメキシコ全権委員会には所用があり欠席した
が、京都、アンタルヤ、前回の釜山には出席した。選挙の
凄さを体験した一人である。
　この式典には、200人近くが参集した。幹部職員に加え、
在ジュネーブの各国大使、国連機関代表、大臣クラスも本
国から駆けつけて祝辞を述べた。私はこの式典に招待され、
事務総局長から彼の就任スピーチで新役職者として紹介さ
れ、起立して会場の拍手を浴びた。その会場には日本大使
も来ており、式典後のレセプションで称賛してくれた。こ
の式典の後に内輪のお祝いの昼食会が国連ビル近くのレ
ストランにて30人くらいで開催され、それにも招待された。
　午後の式典は私のために用意され、2時30分から事務総
局長室の隣の会議室で新執行部全員が参加した。前述の
グアダラハラ全権委員会議での169号決議として新設の暫
定学術団体メンバーシップ制度が採択された。私がその

初代の総長特別代表に就任するための式典が行われた。
もう一人の特別代表は、英国テレコム・アカデミー（UKTA）
のメロウ教授である。同時に世界の12大学が新規加盟して、
新制度を祝った。早稲田大学、中国の名門清華大学も1番
乗りグループとして参加した。事務総局長から辞令をもら
い、返礼スピーチをして幹部たちと記念写真を撮った。な
お、169号決議承認項目の骨子は下記のとおり。
　第1に、大学及び研究所の研究開発、技術進歩がITU活
動に貢献する点を鑑みて創設。第2に、大学などの学術団
体の科学技術面の貢献は、財政支援面の協力以上に、高
評価ができる、というもの。なお、昨年（2014年）の釜山
全権委員会でも延長が決議された。
　話を戻すと、そのあとトゥーレ事務総局長、Zhao事務
総局次長と事務総局長室で1時間以上、今後の戦略を練る
会議を行った。私は世界のICT系学部、大学院を持つ大学
のネットワークによるコンソーシアムの創設を提案した。
また、私が以前から企画委員会メンバーに選出されていた
ITUテレコムの「TELECOM2011」に、加盟大学代表を
集めて国際会議を開催する案は実行された。更に、人材
育成、研究開発などいろいろな分野でのアカデミア間及び
グローバル産学官の国際連携企画などを提案した。トゥー
レ氏、Zhao氏と一緒に世界各地でアカデミア加入を呼び
かけるため飛び回った思い出もある。広報誌にも2回特集
を組んでもらった。現在、新学術団体「アカデミア」の加
盟メンバーは88である。
　国連機関の特別代表に任命された以上、ITUのみならず
他の国連機関が関心を払うDigital Inclusionなどの高齢社
会ICT利活用問題にも注力した。その結果、国連経済社会
理事会とITUの連携会議もジュネーブで2013年に開催さ
れ、プレゼンを行った。WSIS、世界通信開発会議、ICTリー
ダーズ会議、TELECOMをはじめかなりのイベントに出席
したが、40年前の出会いがこのようなシナリオ展開になる
とは予想できなかった。2005年には日本ITU協会功績賞を
授与され、今回の総務大臣賞へとつながった。
　最後に、私はITUと大学の連携強化並びに人材育成に
精力的に活動してきたが、世界が今回の学術団体暫定メ
ンバー制度をフルに活用し、研究開発、技術、政策、人
材育成分野などの成果をグローバルに展開することを衷心
より期待したい。
　最後に、ITU創設150周年に賞を授かり、関係者に衷心
より感謝申し上げたい。

会合報告 この人・あの時
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　この度は、日本ITU協会賞 国際活動奨励賞 功績賞分野と
いう栄誉ある賞を頂き、誠に光栄に存じます。日本ITU協会な
らびに関係者の皆様方に厚く御礼申し上げます。私は、2012年
9月のITU-T Study Group 15（SG 15）プレナリ会合に初めて
参加して以来、Question 2（Q2）において次世代光アクセス
システムの国際標準化活動に携わっております。また、Q2と密
接な関係があり、将来光アクセスの技術議論を行っている業界
団体FSAN（Full Service Access Networks）には、2013年
5月の会合から参加しています。
　現在の情報通信ネットワークは、一般家庭向けのFTTH（Fiber 
To The Home）サービス、ビジネスユーザ向サービスやモバイ
ルユーザ向けサービスなど、サービスごとに個別のネットワークに
より構成されています。次世代の光アクセスシステムでは、これ
ら多様なサービスを同一のネットワーク上に収容することにより、
設備投資や運用コストの低減を図ることが期待されています。特
に、急増するモバイルトラフィックを、光アクセス技術により収容
することについては、世界的に注目を浴びているところです。
　このような背景を元に、次世代光アクセスシステムは、通称
NG-PON2（Next Generation-Passive Optical Network 
Stage2）として2010年にFSANで議論が開始され、ITU-Tでは
G.989シリーズとして国際標準化が進められています。私は、NG-
PON2の一般要件を規定するG.989.1のエディタとして、同勧告の
改正（Amendment）策定に向けた審議を主導しております。
ITU-Tにおける各勧告は、会合参加者による提案寄書を元に審
議を行い、合意形成が図られた内容を反映したものになっていま
す。各勧告にアサインされたエディタは、審議結果を元に勧告草
案の作成を行うとともに、未解決な技術課題については、課題
表に整理して参加者間の意見調整を行います。今回の改正で最
も苦労したのは、NG-PON2における冗長化構成のカテゴライズ
でした。各社から提案された複数の冗長化構成をそのまま勧告

文書に網羅的に反映すると、まとまりが無く分かりにくいものになっ
てしまいます。そこで、ある基準を元に構成の整理を行ったところ、
従来のカテゴリー（Type A 〜 C）に当てはまらない構成がある
ことが分かったため、エディタとして新たなカテゴリーの策定を提
案し、Type Wとして盛り込むことで合意されました。このような
取組みの結果、体系的で分かりやすい内容とすることができたと
思っています。また、今回の改正では、モバイルトラフィックを
NG-PON2システムにより収容するための要求条件も盛り込む必
要がありました。モバイルサービスについては、ITU-T内の関連
Questionだけでなく、モバイル関連の他の標準化団体ともリエゾ
ン文書による連携を図りながら、仕様化を行いました。
　G.989シリーズの他の勧告については、日本発の技術につい
て多くの寄書提案を行い、国際標準化を推進しました。特に、
G.989.3（NG-PON2の伝送コンバージェンス層仕様）については、
加入者宅内終端装置における信号光波長を、通信事業者の収
容局内終端装置の指示に基づき任意に切り替える手順につい
て、状態遷移図化とシーケンス策定に大きく貢献しました。本
技術は、先に述べた新しい冗長化構成（Type W）を実現す
るためには欠かせないもので、次世代光アクセスシステムにお
ける信頼性向上を経済的な構成で実現することが期待できま
す。本技術の提案においては、国内メーカのみならず、海外キャ
リア及びメーカとの連携体制を構築して技術議論を終始主導し
た結果、G.989.3に仕様として盛り込まれることになりました。
　NG-PON2は、勧告化完了が間近に迫っているため、今後は
いかに実際に世の中に普及させていくか、が重要です。そのた
めに、標準化会合参加者による国際会議での講演発表や、
FSANのプレスリリースを通じて、G.989シリーズのプロモーショ
ン活動に取り組んでいます。今回の受賞を励みに、今後も精進
を重ねてITU-Tへの貢献と国産技術の国際標準化活動に取り
組んで参りたいと思います。

次世代光アクセスシステムの国際標準化活動に携わって

将来のモバイル通信網のバックホール・フロントホールとして活用が期待できる次世代光アクセス技術に
ついて、ITU-T　SG15で関連する勧告群のエディタ等として国内外の組織と協調を図り、日本の技術の
国際標準化を推進している。
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　ITU-T SG2では、電気通信番号の国際標準化を中心に
活発な活動が行われています。電気通信番号は、「世界中
の電話等をユニークに識別できる唯一の識別子」であり、
これが適用されるあらゆる公衆電気通信網の、サービスや
運用のために必須のものとなっています。このため、最近
の世界的なネットワークの動向である、IP化やM2Mサー
ビスの進展等は、電気通信番号にも大きなインパクトをも
たらし、SG2や関連する標準化組織での検討を益々活発化
させています。
　私は、2005年6月～ 2015年の現在に至るまでの10年間、こ
うした大きな世界の変化の中で、SG2及び関連する検討が活
発に展開されているETSIやIETF、あるいは欧州主管庁の技
術検討組織であるECC等に継続して参加してきました。こう
した活動の一つとして、SG2のエディタ及びETSIでのラポー
タとして、2011年から取り組んできた、ネットワークのIP化に
おける番号ポータビリティの課題について紹介します。
　番号ポータビリティは、番号を変えずに通信事業者を変
更できるというユーザにとって大変便利なサービスです
が、これを実現するために多くの国では、個々の事業者が
予め全事業者のユーザ移転先情報を保有する「全社デー
タ保有タイプ」の膨大なデータベースを構築しています。
一方、日本の場合には、個々の事業者が自社データのみを
保有する「自社データ保有タイプ」を採用し、必要時に個々
の事業者のデータベースを参照することとしています。そ
れぞれ利害得失はありますが、番号ポータビリティ方式は、
国内の電気通信事業者間の相互接続方式にもインパクトが
あるため、いかに日本の方式をアピールして、標準化の中
に取り込んでいくかが大きな目標となりました。
　そうした標準化への取組みの中からは、いろいろなこと
が分かってきました。その一つは、各国とも既存網への番

号ポータビリティの導入には国家規模でのネットワークの
改修を行い、相当額の費用を投入してきているため、ＩＰ
化に向けては大きな方式変更（特にＤＢ方式）を避け、既
存の方式をベースにした標準化が望まれるということでし
た。また、番号ポータビリティは国内に閉じておりナショ
ナルマターであることから、最大公約数的な方式の提案が
必要ということも挙げられます。そして、日本の方式を議
論してもらうためは、多くの国で採用する「全社データ保
有タイプ」の議論も併せて行う必要がありました。
　こうした考慮もしつつ標準化を進める中で、SG2等への多
くの参加者、特に、各国政府の番号担当者との人脈が拡大し、
だんだんと標準化の議論がスムーズに進むようになっていき
ました。そして国際標準として、2014年6月にはITU-T SG2
で改訂勧告補足文書［1］が発行され、また同年6月にETSIの
テクニカルレポート［2］が発行されるに至りました。
　日本ITU協会賞国際活動奨励賞受賞により、そういった
多くの諸外国の方々との交流を拡大しながら、活動を継続
してきたことが評価いただけたということで大変感謝して
おります。
　今後電気通信番号に関しては、国際的な発番号転送のルー
ル化、M2Mサービスで使用される電気通信番号・識別子の
標準化、ネットワークのIP化に伴う将来番号の検討などが予
定されており、SG2等の標準化機関での活動により培った人
脈の活用を含めて、今回の受賞を励みに、少しでも貢献でき
るように、これからも活動していきたいと思います。

参考文献
［1］ITU-T E.164 Supplement 2,“Number portability”, 2014年

6月
［2］ETSI TR 103 282,“ENUM/ENUM-like options for 

Number Portability and actual use cases”2014年7月

電気通信番号管理に関する標準化活動

2005年6月よりITU-T SG2に継続参加し、主に電気通信番号管理に関する標準化活動に貢献している。
特に、次世代ネットワークでの番号ポータビリティ実現方式に関する標準化においては、2014年5月会
合で同意された改訂勧告補足文書E.164 Supplement 2のエディタとして中心的な役割を果たし、日本国
内における採用予定方式を盛り込んだ国際標準の策定に尽力した。
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　ITU協会賞　国際活動奨励賞　功績賞分野という栄誉
ある賞を受賞させていただきました。この賞を受賞できた
のは、ご指導いただいた諸先輩、ご協力いただいた関係
諸氏のおかげと思って感謝しております。誠にありがとう
ございました。
　私が本格的に国際標準化活動に参加したのは、2010年
12月のITU-T IPTV-GSIからでした。右も左もわからない
まま国際標準化の世界に飛び込みましたが、会議の不慣
れさで困惑しただけでなく、インド・プネーで開催された
会合にいきなり参加したこともあり、現地の文化の違いに
右往左往したことや、現地ホストの会議開催への力の入れ
方にも驚かされたことを思い出します。
　国際標準化での主な活動領域は、ITU-T SG16のQ.13

（IPTVのためのマルチメディアアプリケーションプラット
フォームと終端システム）、Q.14（デジタルサイネージシス
テムとサービス）で、IPTV-GSIでの議論に参加して、
H.721v2（IPTV端末基本モデル改訂版）やH.780（デジタ
ルサイネージサービスの要求条件とIPTVベースのアーキ
テクチャ）等の勧告制定に関わることができました。特に
デジタルサイネージに関する基本勧告となるH.780と
H.785.0（デジタルサイネージの災害情報サービスの要求
条件）の勧告化については、日本国内の複数企業と議論
を重ねて実効力のある共同寄書提案を実現することで会
合での議論を牽引し、結果として勧告制定にこぎつけるこ
とができました。また、技術文書HSTP.DS-UCIS（デジタ
ルサイネージのインタラクティブサービスユースケース）
のエディタを務めましたが、様々な要望に基づく議論を重
ねるとともに主導的に取りまとめることで完成させること
ができました。
　一方マネジメント面では、国内では情報通信技術委員会

（TTC）IPTV専門委員会（現マルチメディア応用専門委
員会IPTV-SWG）の副委員長の職に就かせていただき、
我が国からITU-Tへのアップストリームに関して日本メン
バの意見集約を実施し取りまとめをさせていただいていま
す。国内関連団体であるIPTVフォーラムやデジタルサイ
ネージコンソーシアム（DSC）とのパイプ役となって連携
協議させていただき、それぞれ日本で展開しているサービ
ス仕様や製品仕様に齟齬がない国際標準の実現ができた
ことは喜ばしいことと思っております。
　またITU-Tの場では、2012年5月のSG16会合において、
韓国からの提案に基づき急遽湧き上がったデジタルサイ
ネージの新課題設置に関する議論に積極的に加わるととも
に、日本企業やDSCのサポートを取り付けて、日本にとっ
て望ましい設置提案を取りまとめたのも懐かしい思い出に
なっています。
　日本代表団長を務めさせていただいた2013年11月のSG16
会合は、奇しくも次のSG16会合（2014年6 ～ 7月）の日本
招致を決定する会合でしたので、SG16議長と連携して札幌
招致の道筋をつけるとともに、経済的な招致合意を取り付
けることができました。その後もSG16会合日本招致支援委
員会の作業部会委員として企画段階から関係者と議論を重
ねて、日本の「おもてなし」によるITU-T SG16札幌会合の
実現、成功に貢献することができました。特にワークショッ
プの企画、準備、運営といった大役の任に就きましたが、
同時に開催されたショーケースイベントとの連動を進め、
様々な方々のご協力を得て実現することができました。
　今後もITU-Tでの勧告制定に寄与するとともに、国内関
連団体や国内企業等と連携し協力を得ながら、関連する国
内外の標準化に貢献できるよう微力ながら精進して参りた
いと思っています。

IPTVに関する標準化とSG16札幌会合への貢献

ITU-T SG16及びIPTV-GSIに日本代表団長等として参加し、国内外の議論を取りまとめIPTVやデジタル
サイネージの標準化に貢献した。またSG16札幌会合の招致、準備及び実施に尽力し、札幌会合の成功を
導いた。
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最 近 の 活 動

委員長　亀山　　渉　早稲田大学

委　員　藤原　　誠　総務省 情報通信国際戦略局

　〃　　重成　知弥　総務省 情報通信国際戦略局

　〃　　金子　賢二　総務省 情報通信国際戦略局

　〃　　岩間　健宏　総務省 総合通信基盤局

　〃　　深堀　道子　国立研究開発法人情報通信研究機構

　〃　　岩田　秀行　日本電信電話株式会社

　〃　　中山　智美　KDDI株式会社

　〃　　小松　　裕　ソフトバンクモバイル株式会社

　〃　　神原　浩平　日本放送協会

　〃　　石原　　周　一般社団法人日本民間放送連盟

　〃　　渡辺　章彦　通信電線線材協会

　〃　　中兼　晴香　パナソニック株式会社

　〃　　中澤　宣彦　三菱電機株式会社

　〃　　東　　充宏　富士通株式会社

　〃　　飯村　優子　ソニー株式会社

　〃　　江川　尚志　日本電気株式会社

　〃　　岩崎　哲久　株式会社東芝

　〃　　田中　　茂　沖電気工業株式会社

　〃　　櫻井　義人　株式会社日立製作所

　〃　　斧原　晃一　一般社団法人情報通信技術委員会

　〃　　田中　秀一　一般社団法人電波産業会

顧　問　小菅　敏夫　電気通信大学

　〃　　齋藤　忠夫　データ通信協会

　〃　　橋本　　明　株式会社NTTドコモ

　〃　　田中　良明　早稲田大学

編 集 委 員

　2015年4月より編集委員会に加わらせていただき、編集委員会
の皆様のおかげで、環境の変化へキャッチアップしております。 
情報通信産業を取り巻く環境を俯瞰しますと、日本の国内総生産

（GDP）において、情報通信産業の名目GDPは全産業の8.1%、実質
GDPでは全産業の10.7%を占め、主な産業の中で最大規模の産業で
ありますが、名目GDPの成長は踊り場にきており、情報通信産業
には、新たな市場創造による付加価値の創出が求められています。
　また同様に、事業分野の垣根を越えた「業際化」により、その
ダイナミズムが存在するキワ「際」の領域、「クロスボーダーにお
ける安定した世界」へ一歩踏み出した情報通信技術の活用がもた
らす社会的な課題解決も期待されています。
　そして、世界中の人へ豊かな生活、新しいライフスタイルなど
を利用できる経済社会の実現のみならず、産業構造の変革や就業
構造の変革におけるイノベーション創出などで、大きな役割を果
たすことと考えています。
　編集委員としては、2020年東京オリンピック・パラリンピック
などを含め、社会動向・技術動向を踏まえ、時宜を得た記事を提
案し、情報通信と密接に関係する産業分野の方々にご覧いただき、
そのビジネスの一助になればと思います。

多様性と調和

三菱電機株式会社　
通信システムエンジニアリングセンター
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「パフォーマティブセミナ」を開催します。
日本ＩＴＵ協会主催の新企画セミナ「パフォーマティブセミナ」を
9月17日（木）に開催します。国際交渉のエキスパートを目指す方、
スキルアップをして国際舞台の主役を目指す方向けの国際交渉コ
ミュニケーション実体験セミナです。
◆パフォーマティブセミナとは？
目の前でプロの俳優が演じるケーススタディ・パフォーマンスを見
ながら、客観的な立場から交渉方法の問題点や改善点の「気づき」を、
参加者グループで集約・共有。また、
あるべき交渉の筋道をたて、実際
に行ってみる。こうした中で、交渉
相手との人間関係の構築や理解力、
判断力、交渉ロジックが求められ

るリアルな雰囲気は、いつまでも忘れ難い体験となるでしょう。
◆開催概要
　開催日：2015年9月17日（木）
　場所：新宿三丁目貸会議室
　主催：一般財団法人　日本ＩＴＵ協会
　対象：将来国際交渉を担う中堅／若手社員
　　　　標準化に限らず、これから国際舞台の主役になりたい方
　募集人員：30名
　参 加 費：賛助会員　 10,000円（税込）
　　　　　　一般　　　20,000円（税込）
是非ご参加下さい。
他では体験できないセミナであること間違いなし！です。
詳細及びお申込みは下記URLへ。
https://www.ituaj.jp/?page_id=8950
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